
令和４年度 第１回 帯広市情報審査会 
 
 

令和４年８月２日（火）１０時００分～ 
市庁舎 議会棟３階 全員協議会室 

 

 次 第 

（諮問書受理） 

 
（総務部長挨拶） 

 
１ 開会 

 
２ 会長挨拶 

 
３ 議事 

 
(１) 令和３年度情報公開制度・個人情報保護制度の利用状況について 

 
(２) 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度及び情報公開

制度における対応について 

 
４ その他 

 
５ 閉会 

 
 
 
（参 考） 
 〇諮問に係る審議の進め方（予定） 
  【第１回審査会：8/2】 

   ・個人情報の保護に関する法律の改正概要について説明 

   ・審議事項の概要について説明 

  【第２回審査会：8/29～9/2】 

   ・審議事項について議論・方向性確定 
⇒ 答申作成 



＜配付資料一覧＞ 
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・令和３年度情報公開制度及び個人情報保護制度の利用状況 

・・・・・資料１ 

 

⑵ 個人情報の保護に関する法律の改正に伴う個人情報保護制度及び情

報公開制度における対応について 
 

・個人情報保護法の改正について（概要版）・・・・・・・・･資料２ 

・現行条例から改正法・新条例に移行する事項・・・・・・・資料３ 

・現行条例から改正法に移行した主な事項及び主な変更点（改正法①） 

・・・・・資料４ 

・新条例の制定に係る主な論点（新条例②）・・・・・・・・･資料５ 

・個別論点協議資料・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料６ 

・【審議事項①】行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料 

   ・【審議事項②】条例要配慮個人情報の内容 

   ・【審議事項③】個人情報取扱事務登録簿の作成・公表 
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   ・【審議事項⑥－１】開示請求における不開示情報の範囲の整合性の確保（公務員の氏名） 

   ・【審議事項⑥－２】開示請求における不開示情報の範囲の整合性の確保（公共安全情報） 

   ・【審議事項⑥－３】開示請求における不開示情報の範囲の整合性の確保（国の安全等に関

する情報） 

   ・【審議事項⑦】開示請求の決定・延長期限 

           訂正請求・利用停止請求の決定延長期限 

   ・【審議事項⑧】審査会への諮問 

  



⑶ その他参考資料 

 ・非開示条項比較表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・資料７ 

 ・個人情報保護法の改正について（国資料）・・・・・・・・･資料８ 

 ・個人情報取扱事務登録簿、個人情報ファイル簿比較資料・・資料９ 

 ・関係法令等 

  ・個人情報の保護に関する法律（令和５年４月１日施行版） 

                        ・・・・・資料 10 

  ・帯広市個人情報保護条例・・・・・・・・・・・・・・・資料 11 

  ・帯広市情報公開条例・・・・・・・・・・・・・・・・・資料 12 







































法令 

対象 

～ 

法令 

対象 

所管 所管 

個人情報保護法

施行条例

個人情報保護委員会

個人情報保護法

国の行政
機関等

民間事業者

地方公共
団体等

資料２個人情報保護法の改正について（概要版） 
 

１．何が変わるのか 

  〇 法律に基づき個人情報保護制度を運用することとなる（これまでは条例）。 

    ・ 法改正により、各法令及び条例が一本化される。 

 

【現在】                            【令和５年度～】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．なぜ変わるのか 

  〇 デジタル社会形成に関する施策を実施するため、関係法律について、所要の整備がされる。 

   ・ 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立 

   ・ 個人情報保護に関する国際的な制度調和と国内の成長戦略への整合 

 

３．法改正の主な流れ 

時 期 内  容 

平成31年 
   
令和２年 

 
個人情報保護制度の見直しに向けた検討（国） 

令和３年 ２月 個人情報保護制度の一元化等を内容とする「デジタル社会形成整備法案」国会提出 

５月 「デジタル社会形成整備法」成立・公布 

令和４年 ４月 「改正個人情報保護法」施行（国の行政機関・独立行政法人等に係る部分） 

令和５年 ４月 「改正個人情報保護法」施行（地方公共団体等に係る部分）、「法施行条例」施行 

 

〇個人情報の取扱いなど具体的なルールは、 

 ・民間部門：個人情報保護法 

 ・国の行政機関：行政機関個人情報保護法（行

個法） 

 ・独立行政法人：独立行政法人個人情報保護

法（独個法） 

 ・地方公共団体：個人情報保護条例 

 とそれぞれの法律や条例に定められている。 

現在の個人情報保護制度 

〇個人情報保護法、行個法、独個法及び各自治

体の条例が１つの法律に統合 

⇒ 地方公共団体についても、法に基づき全

国的な共通ルールが適用される。 

〇現行の個人情報保護条例は廃止 

〇各自治体では、法の施行のために必要な事項

を条例に規定（手数料、開示決定期限など） 

改正後の個人情報保護制度（令和５年４月１日～） 

各法令・条例を 

１本化 

法の施行に必要

な事項を規定 

 

 



【現行条例から改正法・新条例に移行する事項】

（現在） （令和５年４月１日～）

帯
広
市
個
人
情
報
保
護
条
例

（
現
行
条
例
）

改正個人情報保護法①

新個人情報保護法施行条例②

①個人情報の定義

②法の対象となる機関

③個人情報の収集

④個人情報の目的外利用・外部提供

⑤要配慮個人情報の定義

⑥個人情報ファイル簿の新設及び別の帳簿の作成

⑦開示・訂正・利用停止請求ができる者

⑧審査会への諮問（審査請求） など

①行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手

数料

②条例要配慮個人情報の内容

③個人情報取扱事務登録簿の作成・公表

④個人情報保護制度の運用状況の公表

⑤開示請求における手数料

⑥開示請求における不開示情報の整合性の確保

⑦開示（訂正・利用停止）請求の決定・延長期限

⑧審査会への諮問

【主な審議事項】

②条例要配慮個人情報の内容

⑥開示請求における不開示情報

の整合性の確保

⑦開示（訂正・利用停止）請求

の決定・延長期限

条例が廃止され、

法が適用になるもの

改正法の施行のために

新条例で定める事項

資料４

資料５



資料４現行条例から改正法に移行した主な事項及び主な変更点（改正法①） 

1 

項 目 現 行 条 例 改正個人情報保護法 主な変更点 

法
律
に
基
づ
き
運
用
す
る
も
の
（
主
な
変
更
点
） 

基
本
的
な
ル
ー
ル 

 

 

 

 

 

①個人情報の定義 

 

 

 

〇ガイドライン 

P13[4-2-1] 

〇個人情報（第２条第１号） 

・個人に関する情報であって～ 

  ⇒ 生死の区分なし 

〇個人情報（第２条第１項） 

・生存する個人に関する情報であって～ 

  ⇒ 死者の情報が対象外となる。 

〇法の規定が適用 

 

〇実質的な取扱いは変わらない。 

⇒ 死者に関する情報が、その遺族に関す

る情報として整理できる場合には、「生

存する個人に関する情報」として保護の

対象となる。 

 （例） 

  ・死者である被相続人から相続した財産

に関する情報 など 

 

 

 

 

 

②法の対象となる

機関 

 

 

〇ガイドライン 

     P2[2] 

〇実施機関（第２条第２号） 

 ・市長、公営企業管理者、議会、教育委員

会、選挙管理委員会、公平委員会、監査

委員、農業委員会及び固定資産評価審査

委員会をいう。 

〇行政機関等（第２条第 11 項） 

 ・国の行政機関、地方公共団体の機関

（議会を除く。）、独立行政法人等、

地方独立行政法人 

  ⇒ 立法機関である国会等が保護法の

対象となっていないことと整合を図

り、地方公共団体の立法機関を担う

議会においても、自律的な対応をす

るため。 

〇法の規定が適用 

 

〇地方議会は保護法が適用されないため、独

自に条例を定める必要がある。 

 

 

 

③個人情報の収集 

 

〇ガイドライン 

P20[5-1] 

〇収集の制限（第７条） 

 ・（原則）本人から収集しなければならな

い。 

・（例外）法令等の規定に基づくときなど 

〇個人情報の保有の制限等（第 61 条） 

 ・法令の定める事務・業務の遂行に必要

な場合に限り保有できる。 

 ⇒ 本人収集の原則がなくなる。 

〇法の規定が適用 

 

〇保護法では、個人情報の保有が限定されて

おり、保護法の規律全体で見た場合には個

人情報保有に係る保護水準が維持されてい

る。 



資料４現行条例から改正法に移行した主な事項及び主な変更点（改正法①） 
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項 目 現 行 条 例 改正個人情報保護法 主な変更点 

法
律
に
基
づ
き
運
用
す
る
も
の
（
主
な
変
更
点
） 

基
本
的
な
ル
ー
ル 

 

 

 

④個人情報の目的

外利用・外部提

供 

 

〇ガイドライン 

   P28[5-5] 

〇利用及び提供の制限（第８条） 

・例外（審査会で認められたときなど）に

該当するときのみ目的外利用・外部提供

ができる。 

〇利用及び提供の制限（第 69 条） 

 ・例外規定から審査会の規定がなくな

り、新たに「内部利用の場合等で相当

の理由があるとき」や「特別の理由が

あるとき」が設けられる。 

〇法の規定が適用 

 

〇保護委員会が「内部利用の場合等で相当の

理由があるとき」及び「その他特別の理由

があるとき」の全国一律の基準を設けるた

め、当該基準に従い、運用することとな

る。 

 

 

 

 

 

⑤要配慮個人情報

の定義 

 

 

 

〇ガイドライン 

  P15[4-2-5] 

〇定義規定なし  

・以下について、収集を原則禁止とする規

定あり（第７条第５項） 

  ・思想、信条及び信教に関する個人情報 

・社会的差別の原因となるおそれのある

個人情報（犯罪歴、病歴、人種、民族

及び門地等） 

 （例外） 

 法令等に定めがあるとき等は収集可 

〇要配慮個人情報（第２条第３項） 

 ・本人の人種、信条、社会的身分、病

歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被っ

た事実その他本人に対する不当な差

別、偏見その他の不利益が生じないよ

うにその取扱いに特に配慮を要するも

のとして政令で定める記述等が含まれ

る個人情報 

  ⇒ 定義規定のみとなり、当該情報の

収集を原則禁止とする規定はなくな

る。 

〇法の規定が適用 

 

〇取扱いに影響なし 

 ⇒ 保護法では、個人情報全般の保有につ

いて、法令等に定める所掌事務又は業務

の遂行に必要な場合に限定 

 条例においても、法令等に定めがある

ときは、当該個人情報を収集可能 

 

 

 

⑥個人情報ファイ

ル簿の新設及び

別の帳簿の作成 

 

〇ガイドライン 

   P39[6-2] 

〇個人情報取扱事務登録簿の作成・公表（第

６条） 

〇個人情報ファイル簿を作成・公表（第

75 条第１項）【義務】 

〇別の帳簿の作成・公表（第 75 条第５

項）【任意】 

〇法の規定が適用 

 

〇新たに個人情報ファイル簿を作成する必要

がある。 

 ⇒ 別の帳簿の作成・公表については、資

料５で検討 



資料４現行条例から改正法に移行した主な事項及び主な変更点（改正法①） 
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項 目 現 行 条 例 改正個人情報保護法 主な変更点 

法
律
に
基
づ
き
運
用
す
る
も
の
（
主
な
変
更
点
） 

開
示
請
求
等
の 

ル
ー
ル 

 

 

 

 

⑦開示・訂正・利

用停止請求がで

きる者 

 

〇ガイドライン 

  P42[7-1-1] 

  P52[7-2-1] 

  P55[7-3-1] 

〇全ての個人情報（第 16 条） 

 ⇒ 本人、法定代理人 

〇特定個人情報（マイナンバー） 

 ⇒ 本人、法定代理人、任意代理人 

〇全ての個人情報（第 76 条） 

⇒ 本人、法定代理人、任意代理人 

〇法の規定が適用 

 

〇全ての個人情報について、任意代理人によ

る請求が可能になる。 

 ⇒ 政令や保護委員会により示される基準

に従い、適切に運用する。 

  （本人確認の方法など） 

審
査
会
の
ル
ー
ル 

 

 

 

⑧審査会への諮問 

 

 

〇ガイドライン 

  P60[7-4-4] 

〇審査会への諮問（第 44 条第１項） 

・開示決定等～又は開示請求～に係る不作

為について行政不服審査法～による審査

請求があったときは、当該審査請求に対

する裁決をすべき実施機関は～速やかに

帯広市情報審査会に諮問し、その答申を

尊重して当該裁決をしなければならな

い。 

〇審査会への諮問（第 105 条） 

・開示決定等～又は開示請求～に係る不

作為について審査請求があったとき

は、当該審査請求に対する裁決をすべ

き行政機関の長等は～、行政不服審査

法第 81 条第１項又は第２項の機関に

諮問しなければならない。 

 

〇法の規定が適用 

 

〇審査会の役割や審査手続きに変更はない。 

 ⇒ 規定の整備のみが必要 

（帯広市情報審査会を行政不服審査法第

81 条第１項の規定により設置する機関と

して、条例で定める必要がある。） 

 



資料５新条例の制定に係る主な論点（新条例②） 

1 

項 目 用 語 説 明 現 行 条 例 改正個人情報保護法 

条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
審
議
事
項
） 

基
本
的
な
ル
ー
ル 

 

 

 

 

【審議事項①】 

行政機関等匿名

加工情報の利用

に関する契約に

おける手数料 

（任意で規定） 

 

〇ガイドライン 

P17[4-2-9] 

P62[8] 

〇行政機関等匿名加工情報制度とは？ 

⇒ 個人情報を加工し、個人を識別できなくし

たデータを希望する民間事業者へ提供する制

度 

・国           ⇒ 既に実施 

・都道府県、政令指定都市 ⇒ 義務 

（R5.4～） 

・その他の市町村     ⇒ 任意 

（R5.4～） 

 

〇規定なし 〇匿名加工情報手数料（第 119 条） 

 ・政令で定める額を標準として定める。 

  ・21,000 円（１提案） 

  ・作成に要する時間に応じた額（3,950

円/時間） 

  ・作成を外部委託した場合の手数料 

 

 

 

 

 

【審議事項②】 

条例要配慮個人

情報の内容 

（任意で規定） 

 

 

 

〇ガイドライン 

 P16[4-2-6] 

〇「条例要配慮個人情報」とは？ 

 ⇒ 地域の特性等に応じて、その取扱いに特

に配慮を要するものとして、「要配慮個人

情報」とは別に条例で定めることができる

こととされたもの 

 

※「要配慮個人情報」とは？ 

⇒ 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯

罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他

本人に対する不当な差別、偏見その他の不利

益が生じないようにその取扱いに特に配慮を

要するものとして政令で定める記述等が含ま

れる個人情報 

〇規定なし 〇条例要配慮個人情報（第 60 条第５項） 

 ・地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

が保有する個人情報(要配慮個人情報を除

く。)のうち、地域の特性その他の事情に

応じて、本人に対する不当な差別、偏見そ

の他の不利益が生じないようにその取扱い

に特に配慮を要するものとして地方公共団

体が条例で定める記述等が含まれる個人情

報をいう。 



資料５新条例の制定に係る主な論点（新条例②） 
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項 目 用 語 説 明 現 行 条 例 改正個人情報保護法 

条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
審
議
事
項
） 

基
本
的
な
ル
ー
ル 

 

 

 

 

【審議事項③】 

個人情報取扱事

務登録簿の作

成・公表 

（任意で規定） 

 

 

〇ガイドライン 

 P39[6-2] 

〇個人情報取扱事務登録簿とは？（資料 9） 

⇒ 個人情報を取り扱う事務ごとに、①事務

の名称、②目的、③記録項目、④収集、利

用の方法、などを記載し、公表する帳簿 

  ※全ての事務について作成が必要 

 

〇個人情報ファイル簿とは？ 

 ⇒ システムや名簿ごとに、①ファイルの名

称、②利用目的、記録項目、④収集方法、

⑤要配慮個人情報が含まれている場合には

その旨、などを記載し、公表する帳簿 

  ※１年未満に消去するもの、本人の数が

1,000 人未満のものは作成不要 

〇個人情報取扱事務登録簿（第６条） 

 ・個人情報取扱事務登録簿を作成、公表（全

ての個人情報取扱事務） 

【義務】 

〇個人情報ファイル簿を作成・公表（第 75 条

第１項） 

 ・（本人の数が 1,000 人以上のファイル） 

 

【任意】 

〇別の帳簿の作成・公表（第 75 条第５項） 

 

【審議事項④】 

個人情報保護制

度の運用状況の

公表 

（任意で規定） 

 

〇ガイドライン 

 P72[10-3] 

 〇制度の運用状況の公表（第 52 条） 

 ・市長は、毎年各実施機関におけるこの条例

の運用の状況を取りまとめ、公表するもの

とする。 

〇施行の状況の公表（第 165 条） 

・委員会は、行政機関の長等に対し、この法

律の施行の状況について報告を求めること

ができる。 

・委員会は、毎年度、前項の報告を取りまと

め、その概要を公表するものとする。 

開
示
請
求
等
の
ル
ー
ル 

 

 

【審議事項⑤】 

開示請求におけ

る手数料 

（規定義務） 

 

〇ガイドライン 

P52[7-1-13] 

〇個人情報の開示請求とは？ 

 ⇒ 市等が保有する自己に関する個人情報の

開示を請求することができる制度 

 

〇開示請求の手数料とは？ 

 ⇒ 開示請求をする際に、請求者が支払う手

数料  

〇手数料の徴収はなし 

 ⇒ 写しの作成・送付に要する費用を徴収

（第 29 条） 

〇地方公共団体の機関に対し、開示請求をする

者は、条例に定めるところにより、実費の範

囲内において条例で定める額の手数料を納め

なければならない（第 89 条第２項）。 



資料５新条例の制定に係る主な論点（新条例②） 

3 

項 目 用 語 説 明 現 行 条 例 改正個人情報保護法 

条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
審
議
事
項
） 

開
示
請
求
等
の
ル
ー
ル 

 

 

 

 

【審議事項⑥】 

開示請求におけ

る不開示情報の

整合性の確保 

（任意で規定） 

 

 

〇ガイドライン 

 P44[7-1-4] 

 〇非開示情報（第 17 条） 

 ⑴本人の利益を害する情報 

 ⑵第三者の個人情報 

 ⑶法人情報 

 

 

 ⑷公共安全情報 

 

 ⑸審議検討情報 

 ⑹事務事業執行情報 

〇不開示情報（第 78 条） 

 ⑴本人の利益を害する情報 

 ⑵第三者の個人情報 

 ⑶法人情報 

 ⑷国の安全に関する情報（適用除外） 

 ⑸公共の安全等に関する情報（適用除外） 

 ⑹審議、検討等に関する情報 

 ⑺事務又は事業に関する情報 

  ⇒⑷、⑸が「事務又は事業に関する情報」

に集約 

 

 

 

 

 

【審議事項⑦】 

開示請求の決

定・延長期限 

（任意で規定） 

 

 

〇ガイドライン 

 P48[7-1-8] 

P61[7-6] 

〇個人情報の開示請求とは？ 

 ⇒ 市等が保有する自己に関する個人情報の

開示を請求することができる制度 

〇決定期限（第 22 条） 

・請求があった日から起算して 15 日以内 

 

〇通常の延長（第 22 条） 

・＋15 日以内で延長 

 

〇特例延長（第 23 条） 

 ・相当部分の開示決定 

  ⇒ 30 日以内 

 ・残りの部分 

  ⇒ 相当の期間内 

〇決定期限（第 83 条、第 108 条） 

 ・請求があった日から 30 日以内 

 

〇通常の延長（第 83 条、第 108 条） 

・＋30 日以内で延長 

 

〇特例延長（第 84 条） 

 ・相当部分の開示決定 

  ⇒ 60 日以内 

 ・残りの部分 

  ⇒ 相当の期間内 



資料５新条例の制定に係る主な論点（新条例②） 

4 

項 目 用 語 説 明 現 行 条 例 改正個人情報保護法 

条
例
で
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
（
審
議
事
項
） 

開
示
請
求
等
の
ル
ー
ル 

 

 

 

 

【審議事項⑦】 

訂正請求・利用

停止請求の決

定・延長期限 

（任意で規定） 

 

〇ガイドライン 

 P54[7-2-6] 

 P58[7-3-6] 

 P61[7-6] 

〇訂正請求とは？ 

 ⇒ 開示を受けた個人情報に誤りがある場合

に、その訂正を請求することができる制度 

 

〇利用停止請求とは？ 

 ⇒ 開示受けた個人情報について、その利用

停止を請求することができる制度 

〇決定期限 

・請求があった日から起算して 15 日以内 

 

〇通常の延長 

 ・＋15 日以内で延長 

 

〇特例延長 

 ・相当期間 

〇決定期限（第 108 条） 

 ・請求があった日から 30 日以内 

 

〇延長期限 

 ・＋30 日以内で延長 

 

〇特例延長 

 ・相当期間 

審
査
会
の
ル
ー
ル 

 

 

 

【審議事項⑧】 

審査会への諮問 

（任意で規定） 

 

〇ガイドライン 

 P70[9-4] 

 〇設置等（情報公開条例第 22 条第２項） 

 ・審査会は～、情報公開制度及び個人情報保

護制度に関する重要事項について、実施機

関からの求めに応じて調査審議するほか、

実施機関に対し意見を具申することができ

る。 

 

〇地方公共団体に置く審議会等への諮問（第

129 条） 

・地方公共団体等の機関は、条例で定めると

ころにより、個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴

くことが特に必要があると認めるときは、

審議会等へ諮問することができる。 

 



資料６〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 
【審議事項①】行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約における手数料  

 

論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

（審議事項） 

行政機関等匿名加工情報制度の導入について、法の規定

（任意）に合わせるか 

 

〇行政機関等匿名加工情報制度とは？ 

⇒ 個人情報を加工し、個人を識別できなくしたデータを

希望する民間事業者へ提供する制度 

・国           ⇒ 既に実施 

・都道府県、政令指定都市 ⇒ 義務（R5.4～） 

・その他の市町村     ⇒ 任意（R5.4～） 

 

〇導入の目的 

⇒ データを活用することで、新たな産業の創出などを図

る。 

（例） 

 ・業者：ペット用品を販売する民間事業者 

 ・欲しいデータ：犬の登録を行う際のデータ 

・どの地域でどの犬種が飼われているか 

・どのような飼い主がどの犬種を飼っているか など 

   ⇒ 分析結果をもとに、利用者のニーズに沿った出店

や商品を揃えることができる。 

 

※行政機関匿名加工情報制度を導入する場合、当該情報の活

用を希望する業者と契約を締結する際に、当該業者は、実

費を勘案して政令で定める額を標準として条例で定める額

の手数料を納めなければならない。 

〇今回は導入を見送り、今後検討する

こととする（現行の取扱いのとお

り。）。 

⇒ 今後、制度を導入した自治体の

動向を確認しながら、本市での導

入に向けて検討を進める。 

〇行政機関等匿名加

工情報制度を導入

する（手数料を規

定する。）。 

⇒ 改正法では、

施行条例におい

て手数料に関す

る規定を設ける

こととされてい

ることから、規

定を設ける。 

〇行政機関等匿名加

工情報制度を導入

する（手数料を規

定する。）。 

⇒ 政令で定める

額と異なる額を

定める特段の理

由はないため、

政令のとおりの

額を施行条例で

規定する。 

本制度を 

 

導入する・導入しない  

 

（その他） 

 

 



資料６〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 
【審議事項②】条例要配慮個人情報の内容 

 

論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

（審議事項） 

 「要配慮個人情報」とは別に「条例要配慮個人情報」

を定めるか否か 

 ※要配慮個人情報 

  ⇒ 本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の

経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対

する不当な差別、偏見その他の不利益が生じない

ようにその取扱いに特に配慮を要するものとして

政令で定める記述等が含まれる個人情報 

 

〇「条例要配慮個人情報」とは？ 

 ⇒ 地域の特性等に応じて、その取扱いに特に配慮を

要するものとして、「要配慮個人情報」とは別に条

例で定めることができることとされたもの 

 

〇規定の目的 

⇒ 本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益

が生じないように、その取扱いに特に配慮を要す

るものとして定めるため 

 ⇒ その取扱いは配慮されるべきであることが明

示される。 

 

（例：保護委員会が想定する条例要配慮個人情報） 

① ＬＧＢＴに関する事項 

② 生活保護の受給 

③ 一定の地域の出身である事実 

〇追加規定は設けない（現行の取

扱いのとおり。）。 

 

〇規定を設けない。 〇規定を設けない 

⇒ 要配慮個人情報に限

らず個人情報全般の保

有について法令等に定

める所掌事務又は業務

の遂行に必要な場合に

限定され、不正な手段

による取得も禁止され

ている。 

  条例要配慮個人情報

を定めたとしても、個

人情報ファイル簿に条

例要配慮個人情報を保

有している旨が明記さ

れるだけであり、保有

や提供などの具体的な

取扱いが変わることは

ない。 

  特別に条例要配慮個

人情報の保有を制限す

る規定を設けることは

できない。 

したがって、現時点

で条例要配慮個人情報

は規定せず、今後の本

市の施策や社会状況の

変化を踏まえて、必要

性があれば再度検討す

る。 

追加規定を 

 

設ける・設けない 

 

（その他） 

 

 



資料６
〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 
【審議事項③】個人情報取扱事務登録簿の作成・公表 

 

論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

（審議事項） 

個人情報の取扱い人数等に関わらず、個人情報ファイ

ル簿を作成する（個人情報取扱事務登録簿（以下「登録

簿」という。）は廃止）。 

 

〇個人情報ファイル簿とは？ 

 ⇒ システムや名簿ごとに、①ファイルの名称、②利

用目的、記録項目、④収集方法、⑤要配慮個人情報

が含まれている場合にはその旨、などを記載し、公

表する帳簿 

  ※１年未満に消去するもの、本人の数が 1,000 人

未満のものは作成不要 

 

〇登録簿とは？ 

⇒ 個人情報を取り扱う事務ごとに、①事務の名称、

②目的、③記録項目、④収集、利用の方法、などを

記載し、公表する帳簿 

  ※全ての事務について作成が必要 

 

〇作成・公表の目的 

 （共通） 

・個人情報を取り扱う事務（システム）について、そ

の目的、個人情報の対象者の範囲、記録項目、収集

先等を明らかにすることにより、市民等が個人情報

の取扱状況を確認することができるようにするもの 

（個人情報ファイル簿） 

  ・行政機関等匿名加工情報の利活用に向け、地方公

共団体等が保有している個人情報ファイルを整理

し、公表するもの 

〇個人情報の取扱い人数等に関わら

ず、個人情報ファイル簿を作成する

（登録簿は廃止）。 

⇒ 個人情報ファイル簿と登録簿で

は、記載すべき項目 はほとんど

同じであり、個人情報の取扱い人

数に関わらず個人情報ファイル簿

を作成・公表することで、登録簿

作成・公表の目的を引き続き達成

できるものと考える。 

 

 

〇引き続き登録簿を作

成する（1,000 人未

満の事務に限る。） 

⇒ 改正法では、対象

人数が 1,000 人以

上の事務については

ファイル簿の作成が

義務付けられている

ものの、対象人数が 

1,000 人を下回る

場合はファイル簿の

作成は要さないこと

となり、道の個人情

報取扱事務の全てを

把握することができ

なくなる。 

  この状況を避ける

ため、対象人数が

1,000 人を下回る

事務について、改正

法第 75 条第５項

の規定により作成が

許容されている登録

簿を作成する取扱い

とする。 

〇人数、期間に関わら

ず個人情報ファイル

簿を作成する。 

⇒ 1000 人以上、

１年以上の個人情報

ファイル簿（単票）

は保護法に基づきホ

ームページで公表す

る。 

1000 人未満、

１年未満の個人情報

ファイル簿（単票）

は施行条例には規定

しないが閲覧に供す

ることとする。 

個人情報ファイル

簿と事務届出書で

は、記載すべき項目

はほとんど同じであ

り、両方とも作成す

ることは不要 

 

   

 

本人の数が 1,000 人未満のもの

について、個人情報ファイル簿を 

 

作成する・作成しない 

 

（その他） 

 



資料６〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 
【審議事項④】個人情報保護制度の運用状況の公表 

 

論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

（審議事項） 

 個人情報保護制度の運用状況について、今後も公表する

こととするか否か 

 

 （これまで） 

○保護条例（第５２条） 

・市長が年１回個人情報保護制度の運用状況を公表 

（これから） 

○保護法（第１６５条） 

・国の個人情報保護委員会が全国の地方公共団体等

へ運用状況の報告を求め、その概要を公表 

〇運用状況を公表する（現行の取扱い

のとおり。）。 

⇒ 国の個人情報保護委員会への報

告とは別に、市民への説明責任を

果たすため、これまでと同様に、

市長が年１回運用状況を公表 

（廃止する保護条例に代えて施行

条例に規定） 

〇運用状況を公表す

る。 

⇒ 改正法施行後も、

現行条例における取

扱いと同様、実施機

関等の運用状況につ

いて知事が把握し、

公表する取扱いを継

続することが適当で

ある。 

〇運用状況を公表す

る。 

⇒ 国の個人情報保護

委員会への報告とは

別に、市民への説明

責任を果たすため、

これまでと同様に、

市長が年１回運用状

況を公表（廃止する

保護条例に代えて施

行条例に規定）。 

  

   

 

今後も運用状況を 

 

  公表する・公表しない 

 

（その他） 

 



資料６〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 
【審議事項⑤】開示請求における手数料 

 

手数料 写しの交付の額

①市条例
・なし

⇒条例で規定可能

写しの作成・送付

に要する費用

②保護法

（国の行政機関）

・オンライン請求：200 円

・それ以外の請求：300 円

写しの送付に要す

る費用

論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

（審議事項） 

開示請求の際に請求者から手数料を徴収するか否

か 

 

〇開示請求の手数料とは？ 

 ⇒ 開示請求をする際に、請求者が支払う手数料 

 

（これまで） 

〇費用の負担（条例第 29 条） 

・文書又は図画の写しの交付その他規則で定め

る開示の方法により開示を受ける者は、規則

で定めるところにより、当該開示に要する費

用を負担しなければならない。 

⇒ 手数料は徴収していない。 

（これから） 

〇手数料（法第 89 条第２項） 

・地方公共団体の機関に対し開示請求をする者

は、条例で定めるところにより、実費の範囲

内において条例で定める額の手数料を納めな

ければならない。 

※ 法は手数料の納付義務を定めているが、

手数料を徴しない旨の規定を設けることも

可能である。 

 

 

 

〇手数料は徴収しない（実費のみの徴収。

現行の取扱いのとおり。）。 

⇒ 従来から開示請求時に手数料を徴収

しておらず、今後も写しの交付に係る

費用を請求者の実費負担とし、手数料

は徴収しないこととする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【写しの交付費用：現在】 

〇手数料を徴収する

（現行条例に規定

する開示の実施に

係る費用を手数料

として規定す

る。）。 

・現行条例におい

て、開示請求を

する者は手数料

を納付していな

い。 

⇒ 開示の実施

に係る費用と

して写しの交

付に係る費用

を負担してい

る。 

・国と同様の手数

料とした場合、

行政サービスの

後退との批判に

つながりかねな

い。 

 

〇手数料は徴収しな

い（現行どお

り。）。 

・従来の取扱いと同

様に手数料は徴収

しないこととす

る。 

⇒ 写しの作成・

送付に要する額

を徴収する旨を

条例で規定す

る。 

   

 

手数料を 

 

  徴収する・徴収しない 

 

（その他） 



資料６
〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 

【審議事項⑥－１】開示請求における不開示情報の範囲の整合性の確保（公務員等の氏名） 

            （情報公開条例との整合性をとるため、新条例に規定するもの） 

 

現個人情報保護条例 改正個人情報保護法 
市における今後の 

取扱いの考え方 

他自治体の検討状況 
審査会の結論 

北海道 札幌市 

〇公務員の氏名の明示規定あり 

⇒ 第 17 条第２号ウの規定により開示 

 

 

 

 

〇参考 

(個人情報の開示義務) 

第 17 条 実施機関は、開示請求があった

ときは、開示請求に係る個人情報に次の

各号に掲げる情報～のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、

当該個人情報を開示しなければならな

い。 

⑴ 開示請求者以外の個人に関する情報

～であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により開

示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができるもの～又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはでき

ないが、開示することにより、なお開

示請求者以外の個人の権利利益を害す

るおそれがあるもの。ただし、次に掲

げる情報を除く。 

 

ウ 当該個人が公務員等～である場合

において、当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは、当該情

報のうち、当該公務員等の職、氏名

及び当該職務遂行の内容に係る部分 

〇公務員の氏名の明示規定なし 

 ⇒ 「慣行として開示請求者が知ること

ができ、又は知ることが予定されてい

る情報」として開示することとしてい

る（第 78 条第２号ア）。 

 

〇参考 

（保有個人情報の開示義務） 

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求

があったときは、開示請求に係る保有個

人情報に次の各号に掲げる情報～のいず

れかが含まれている場合を除き、開示請

求者に対し、当該保有個人情報を開示し

なければならない。 

二 開示請求者以外の個人に関する情報

～であって、当該情報に含まれる氏

名、生年月日その他の記述等により開

示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができるもの～若しくは個人識別

符号が含まれるもの又は開示請求者以

外の特定の個人を識別することはでき

ないが、開示することにより、なお開

示請求者以外の個人の権利利益を害す

るおそれがあるもの。ただし、次に掲

げる情報を除く。 

ウ 当該個人が公務員等～である場合

において、当該情報がその職務の遂

行に係る情報であるときは、当該情

報のうち、当該公務員等の職及び当

該職務遂行の内容に係る部分 

〇新条例に明示規定を設ける（開示） 

 ⇒ 情報公開条例と規定の整合性をと

り、引き続きこれまでと同様の取扱

いとする。 

 

 

〇参考（帯広市情報公開条例） 

（公文書の開示義務） 

第 7 条 実施機関は、開示請求があった

ときは、開示請求に係る公文書に次の

各号に掲げる情報(以下「非開示情報」

という。)のいずれかが記録されている

場合を除き、開示請求者に対し、当該

公文書を開示しなければならない。 

⑴ 個人に関する情報～であって、当

該情報に含まれる氏名、生年月日そ

の他の記述等により特定の個人を識

別することができるもの(他の情報と

照合することにより、特定の個人を

識別することができることとなるも

のを含む。)又は特定の個人を識別す

ることはできないが、公にすること

により、なお個人の権利利益を害す

るおそれがあるもの。ただし、次に

掲げる情報を除く。 

ウ 当該個人が公務員等～である場

合において、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であるときは、

当該情報のうち、当該公務員等の

職、氏名及び当該職務遂行の内容

に係る部分 

〇規定は設け

ない（開

示） 

⇒ これま

でも明示

規定はな

かった

が、運用

により開

示してい

る。 

 

〇新条例に規

定を設ける

（開示） 

 ⇒ 情報公

開条例と

規定の整

合性をと

り、引き

続きこれ

までと同

様の取扱

いとす

る。 

公務員の氏名を開示 

 

  する・しない 

 

（その他） 

 



資料６
【審議事項⑥－２】開示請求における不開示情報の範囲の整合性の確保（公共安全情報） 

            （新法との整合性をとるため、情報公開条例を改正するもの） 

 

情報のとらえ方を区分して、 

整理がなされたもの 

（実質的に内容に変更なし） 

〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 

                            

 （新法制定に伴う整理） 

・国・都道府県 ⇒ これまでどおり、「公共安全情報」として規定 

・市町村    ⇒ （規定の内容は変わらないが） 

「事務又は事業に関する情報」の一部として、「公共安全情報」を規定 

 

個人情報 情報公開 他自治体の検討状況 
審査会の結論 

現条例 新法 現条例 新条例 北海道 札幌市 

〇第 17 条第４号（公共安

全情報） 

 開示することにより、犯

罪の予防又は捜査、人の生

命、身体又は財産の保護そ

の他の公共の安全と秩序の

維持に支障を及ぼすおそれ

がある情報 

 

〇第 78 条第５号（公共安全情

報）     （国、都道府県） 

行政機関の長又は地方公共団体

の機関(都道府県の機関に限る。)

が開示決定等をする場合におい

て、開示することにより、犯罪の

予防、鎮圧又は捜査、公訴の維

持、刑の執行その他の公共の安全

と秩序の維持に支障を及ぼすおそ

れがあると当該行政機関の長又は

地方公共団体の機関が認めること

につき相当の理由がある情報 

 

〇第 78 条第７号ロ（事務又は事

業に関する情報）  （市町村） 

 独立行政法人等、地方公共団体

の機関(都道府県の機関を除く。)

又は地方独立行政法人が開示決定

等をする場合において、犯罪の予

防、鎮圧又は捜査その他の公共の

安全と秩序の維持に支障を及ぼす

おそれ 

〇第７条第３号（公共安全情

報） 

公にすることにより、犯罪

の予防又は捜査、人の生命、

身体又は財産の保護その他の

公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある情報

（法７号ロと対照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇第７条第５号（事務事業執

行情報） 

 市又は国等が行う事務又は

事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲

げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又

は事業の適正な遂行に著しい

支障を及ぼすおそれがあるも

の 

 ⇒「次に掲げるおそれ」と

して新法の規定を追加 

〇検討中 〇新法のと

おり規定 

新法との整合性を 

 

とる・とらない 

 

（その他） 



資料６【審議事項⑥－３】開示請求における不開示情報の範囲の整合性の確保（国の安全等に関する情報） 

                 （新法との整合性をとるため、情報公開条例を改正するもの） 

 

〇非開示情報（第17条） 〇不開示情報（第78条）

　⑴本人の利益を害する情報 　⑴本人の利益を害する情報

　⑵第三者の個人情報 　⑵第三者の個人情報

　⑶法人情報 　⑶法人情報

　⑷国の安全に関する情報（適用除外）

　⑷公共安全情報 　⑸公共の安全等に関する情報（適用除外）

　⑸審議検討情報 　⑸審議、検討等に関する情報

　⑹事務事業執行情報 　⑹事務又は事業に関する情報

　　⇒⑷、⑸が「事務又は事業に関する情
　　報」に集約

情報のとらえ方を区分して、 

整理がなされたもの 

（実質的に内容に変更なし） 

〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 

 

（新法制定に伴う整理） 

・国        ⇒ これまでどおり、「国の安全等に関する情報」として規定 

・都道府県・市町村 ⇒ 新たに「事務又は事業に関する情報」の一部として、 

「国の安全等に関する情報」を規定 

 

 

個人情報 情報公開 他自治体の検討状況 
審査会の結論 

現条例 新法 現条例 新条例 北海道 札幌市 

〇規定なし 〇第 78 条第４号（国の安全等に関

する情報）（国） 

行政機関の長が第八十二条各項の

決定(以下この節において「開示決定

等」という。)をする場合において、

開示することにより、国の安全が害

されるおそれ、他国若しくは国際機

関との信頼関係が損なわれるおそれ

又は他国若しくは国際機関との交渉

上不利益を被るおそれがあると当該

行政機関の長が認めることにつき相

当の理由がある情報 

 

〇第 78 条第７号イ（事務又は事業

に関する情報） 

（都道府県、市町村） 

 独立行政法人等、地方公共団体の

機関又は地方独立行政法人が開示決

定等をする場合において、国の安全

が害されるおそれ、他国若しくは国

際機関との信頼関係が損なわれるお

それ又は他国若しくは国際機関との

交渉上不利益を被るおそれ 

〇規定なし 〇第７条第５号（事務事業

執行情報） 

 市又は国等が行う事務又

は事業に関する情報であっ

て、公にすることにより、

次に掲げるおそれその他当

該事務又は事業の性質上、

当該事務又は事業の適正な

遂行に著しい支障を及ぼす

おそれがあるもの 

 ⇒「次に掲げるおそれ」

として新法の規定を追

加 

〇検討中 〇新法のとお

り規定 

新法との整合性を 

 

 とる・とらない 

 

（その他） 



資料６〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 

【審議事項⑦】開示請求の決定・延長期限 

       訂正請求・利用停止請求の決定・延長期限 

 

項目 論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

開示請求 

（審議事項） 

 開示請求の決定・延長期限について、現行の取扱い

を維持するか、法の規定に合わせるか 

 ※決定までの期間を保護法より長くすることは認め

られないが、条例により短くすることは可能。 

 

〇個人情報の開示請求とは？ 

 ⇒ 市等が保有する自己に関する個人情報の開示を

請求することができる制度 

 

〇目的 

 ⇒ 市等が利用目的の達成に必要な範囲を超えて個

人情報を保有していないか、市等が保有している

個人情報が誤っていないかなど、個人情報が適切

に取り扱われているか確認するための制度 

 

〇保護法と現行条例の比較 

 
 

・Ⓐの期間内に決定ができない場合 

 ⇒ Ⓑの期間内で延長可能 

・Ⓑの期間内で決定できない場合 

 ⇒ Ⓒの期間内で開示請求に係る一部分について開

示決定を行い、残りの個人情報については、相当

の期間内に開示決定を行う。 

〇現行の取扱いを維持する。 

⇒ 過去５年間の運用実績において、期限まで

に開示決定ができなかった事例はなく、請求

者の利益にもつながるため、現行の取扱いを

維持する。 

 

 

 

 

 

 

（参考：特例延長の仕組み） 

 

 

 

 

 

①4/1 に開示請求があったが、請求に係る個人

情報が著しく大量のため、通常延長のⒷの期限

である 4/30 までに決定できない。 

②請求に対するすべての個人情報について開示決

定が可能な時期（相当の期間）を見積もる 

 ⇒ 7/1 までに決定できると判断 

③開示請求者には、Ⓐの期限内（4/15 まで）に

7/1 までに開示決定を行う旨を通知 

④Ⓒの期限である 30 日以内に（4/30 まで）に

決定できる分（相当の部分）の決定を行う。 

 ⇒ １回目の決定 

⑤7/1 までに残りの部分の決定を行う。 

 ⇒ ２回目の決定 

〇現行の取扱いを

維持する。 

⇒ 現行条例で

は、開示決定

等の期限につ

いて、開示請

求のあった日

から 14 日以

内と規定して

いるところ、

そのほとんど

が 14 日以内

に決定等を行

うことができ

ており、改正

法の規定に倣

った場合、行

政サービスの

後退との批判

につながりか

ねず、他の都

府県の多くが 

14 日以内と

する予定であ

ることから、

開示決定等の

期限を開示請

求のあった日

から 14 日以

内とする。 

〇現行の取扱い

を維持する。 

⇒ 決定期限

が短い方が

開示請求者

にとって望

ましいた

め、現行保

護条例と同

様の取扱い

をする旨を

施行条例で

規定する。 

現行の取扱いを維持 

 

する・しない 

 

（その他） 



資料６〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 

【審議事項⑦】開示請求の決定・延長期限 

       訂正請求・利用停止請求の決定・延長期限 

 

保護法の期限 現行保護条例の期限

Ⓐ原則 30日以内（初日不算入） 15日以内（初日算入）

Ⓑ通常延⾧ Ⓐ＋30日＝60日 Ⓐ＋15日＝30日

Ⓒ特例延⾧ 相当の期間内 相当の期間内

項目 論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

訂正請求・ 

利用停止請

求 

（審議事項） 

 訂正請求・利用停止請求の決定・延長期限につい

て、現行の取扱いを維持するか、法の規定に合わせる

か 

 ※決定までの期間を保護法より長くすることは認め

られないが、条例により短くすることは可能。 

 

〇訂正請求とは？ 

 ⇒ 開示を受けた個人情報に誤りがある場合に、そ

の訂正を請求することができる制度 

 

〇利用停止請求とは？ 

 ⇒ 開示を受けた個人情報について、その利用停止

を請求することができる制度 

 

〇制度の目的 

 ・訂正請求 

  ⇒ 不正確な個人情報に基づいた行政処分その他

の行政行為により、本人が不測の権利利益の侵

害を被ることを未然に防止するため 

 ・利用停止請求 

  ⇒ 市等が個人情報を不適法に取得している場合

など個人情報の不適正な取扱いが行われている

場合に、その利用の停止を請求できる制度 

〇法の規定に合わせる。 

 ・過去本市において、訂正請求・利用停止請求

ともに受け付けた実績はなし 

・他自治体の運用状況 

⇒ 決定までに 15 日以上要している件がほ

とんど 

 

 

〇保護法と現行条例の比較 

〇法の規定に合わ

せる。 

〇法の規定に合

わせる。 

法の規定に 

 

あわせる・あわせない 

 

（その他） 

 



資料６
〇：条例に規定する 

—：条例に規定しない 

△：検討中 
【審議事項⑧】審査会への諮問 

 

論点 検討の方向性（案） 
他自治体の検討状況 

審査会の結論 
北海道 札幌市 

（審議事項） 

 審査会の諮問事項について、規定を追加するか否か 

 

 （これまで） 

○情報公開条例（第 22 条第２項） 

・審査会は～、情報公開制度及び個人情報保護制度に

関する重要事項について、実施機関からの求めに応

じて調査審議するほか、実施機関に対し意見を具申

することができる。 

（これから） 

○保護法（第１２９条） 

・施行条例に規定する「個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが

特に必要であると認めるとき」に限定 

 

※個人情報保護委員会が想定する例 

・法施行条例の改正（法に委任規定があるもの等）に当

たり、地域の代表者や有識者等から意見を聴取するこ

とが特に必要である場合 

・地方公共団体等が法律の範囲内で地域の特殊性に応じ

た必要性から独自の個人情報保護に関する施策を実施

する場合で、地域の代表者や有識者等から意見を聴取

することが特に必要である場合 

〇規定を追加 

⇒ 「個人情報の適正な取扱いを確

保するため専門的な知見に基づく

意見を聴くことが特に必要である

と認めるとき」に諮問できる旨を

施行条例に規定する。 

〇規定を追加 

⇒ 改正法では、

類型的に審査会

の意見を聴くこ

とを要件として

条例で定めるこ

とは許容されて

おらず、より専

門的な知見に基

づく意見を聴く

ことが特に必要

であると認めら

れる場合に限

り、諮問するこ

とができる取扱

いとする。 

〇規定を追加 

⇒ 「個人情報

の適正な取扱

いを確保する

ため専門的な

知見に基づく

意見を聴くこ

とが特に必要

であると認め

るとき」に諮

問する旨を施

行条例に規定 

規定を追加 

 

    する・しない 

 

（その他） 

（参考） 

○保護条例（第７条第２項第９号ほか） 

・以下について審査会に意見を聴く場合に諮問可能 

⇒ ①本人以外からの収集、②思想・信条・宗教等の

情報の収集、③目的外の利用・提供、④電子計算機

処理の開始・変更、⑤電子計算機の結合による提供 

 

 

・今後は、国が示す法の解釈に基づ

き、場合によっては国に助言を求め

るなどして運用していくこととな

る。 

   

 



資料７非開示条項比較表（改正個人情報保護法・個人情報保護条例・情報公開条例） 

1 

改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

(保有個人情報の開示義務) 

第七十八条 行政機関の長等

は、開示請求があったとき

は、開示請求に係る保有個人

情報に次の各号に掲げる情報

(以下この節において「不開示

情報」という。)のいずれかが

含まれている場合を除き、開

示請求者に対し、当該保有個

人情報を開示しなければなら

ない。 

 

一 開示請求者(第七十六条第

二項の規定により代理人が本

人に代わって開示請求をする

場合にあっては、当該本人を

いう。次号及び第三号、次条

第二項並びに第八十六条第一

項において同じ。)の生命、

健康、生活又は財産を害する

おそれがある情報 

 

 

 

 

 

 

二 開示請求者以外の個人に

関する情報(事業を営む個人

の当該事業に関する情報を除

く。)であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別する

（個人情報の開示義務） 

第 17 条 実施機関は、開示請求

があったときは、開示請求に係

る個人情報に次の各号に掲げる

情報（以下「非開示情報」とい

う。）のいずれかが含まれてい

る場合を除き、開示請求者に対

し、当該個人情報を開示しなけ

ればならない。 

 

 

 

 ⑴ 開示請求者（第 15条第２

項の規定により未成年者又は

成年被後見人の法定代理人

（特定個人情報にあっては、

未成年者若しくは成年被後見

人の法定代理人又は本人の委

任による代理人）が本人に代

わって開示請求をする場合に

あっては、当該個人情報の本

人をいう。次号及び第３号、

次条第２項並びに第 25条第

１項において同じ。）の生

命、健康、生活又は財産を害

するおそれがある情報 

 

 ⑵ 開示請求者以外の個人に関

する情報（事業を営む個人の

当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に

含まれる氏名、生年月日その

他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別する

（公文書の開示義務） 
第７条 実施機関は、開示請求が

あったときは、開示請求に係る

公文書に次の各号に掲げる情報

（以下「非開示情報」とい

う。）のいずれかが記録されて

いる場合を除き、開示請求者に

対し、当該公文書を開示しなけ

ればならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

⑴ 個人に関する情報（事業を

営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）であって、当

該情報に含まれる氏名、生年

月日その他の記述等により特

定の個人を識別することがで

きるもの（他の情報と照合す

（実施機関の開示義務） 
第 10 条  実施機関（公安委員会

及び警察本部長を除く。）は、

公文書の開示の請求（以下「開

示請求」という。）があったと

きは、開示請求に係る公文書

に、次の各号に掲げる情報のい

ずれかが記録されている場合を

除き、当該公文書に係る公文書

の開示をしなければならない。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑴ 個人の思想、宗教、身体的

特徴、健康状態、家族構成、

学歴、職歴、住所、所属団

体、財産、所得等に関する情

報（事業を営む個人の当該事

業に関する情報を除く。）で

あって、特定の個人が識別さ

（実施機関の公開義務） 

第７条 実施機関は、公開請求が

あったときは、公開請求に係る

公文書に次の各号に掲げる情報

（以下「非公開情報」とい

う。）のいずれかが記録されて

いる場合を除き、公開請求者に

対し、当該公文書を公開しなけ

ればならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴ 個人に関する情報（事業を

営む個人の当該事業に関する

情報を除く。）で特定の個人

を識別することができるもの

（他の情報と照合することに

より、特定の個人を識別する

ことができることとなるもの
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

ことができるもの(他の情報

と照合することにより、開示

請求者以外の特定の個人を識

別することができることとな

るものを含む。)若しくは個

人識別符号が含まれるもの又

は開示請求者以外の特定の個

人を識別することはできない

が、開示することにより、な

お開示請求者以外の個人の権

利利益を害するおそれがある

もの。ただし、次に掲げる情

報を除く。 

 

イ 法令の規定により又は慣

行として開示請求者が知る

ことができ、又は知ること

が予定されている情報 

 

 

ロ 人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、開

示することが必要であると

認められる情報 

 

ハ 当該個人が公務員等(国

家公務員法(昭和二十二年

法律第百二十号)第二条第

一項に規定する国家公務員

(独立行政法人通則法第二

条第四項に規定する行政執

行法人の職員を除く。)、

独立行政法人等の職員、地

方公務員法(昭和二十五年

ことができるもの（他の情報

と照合することにより、開示

請求者以外の特定の個人を識

別することができることとな

るものを含む。）又は開示請

求者以外の特定の個人を識別

することはできないが、開示

することにより、なお開示請

求者以外の個人の権利利益を

害するおそれがあるもの。た

だし、次に掲げる情報を除

く。 

 
 
  ア 法令等の規定により又は

慣行として開示請求者が知

ることができ、又は知るこ

とが予定されている情報 

 

 

  イ 人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、開

示することが必要であると

認められる情報 

  

ウ 当該個人が公務員等（国家

公務員法（昭和 22年法律第

120 号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法

人通則法（平成 11年法律第

103 号）第２条第４項に規定

する行政執行法人の役員及び

職員を除く。）、独立行政法

人等の役員及び職員、地方公

ることにより、特定の個人を

識別することができることと

なるものを含む。）又は特定

の個人を識別することはでき

ないが、公にすることによ

り、なお個人の権利利益を害

するおそれがあるもの。ただ

し、次に掲げる情報を除く。 

 

 

 

 

 

 

ア 法令若しくは他の条例等

(以下「法令等」 とい

う。)の規定により又は慣行

として公にされ、又は公に

することが予定されている

情報 

イ 人の生命、健康、生活又

は財産を保護する ため、

公にすることが必要である

と認められる情報 

 

ウ 当該個人が公務員等（国

家公務員法（昭和 22 年法

律第 120 号）第２条第１項

に規定する国家公務員（独

立行政法人通則法（平成 11

年法律第 103 号）第２条第

４項に規定する行政執行法

人の役員及び職員を除

く。）、独立行政法人等

れ得るもののうち、通常他人

に知られたくないと認められ

るもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（公務員等の氏名は運用で開示） 

 
 
 
 
 
 
 
 

を含む。）又は特定の個人を

識別することはできないが、

公にすることにより、なお個

人の権利利益を害するおそれ

があると認められるもの。た

だし、次に掲げる情報を除

く。 

 

 

 

 

 

 

 

ア 法令若しくは他の条例の

規定により又は慣行として

公にされ、又は公にするこ

とが予定されている情報 

 

 

イ 人の生命、健康、生活又

は財産を保護するため、公

にすることが必要であると

認められる情報 

 

ウ 公務員等（行政機関の保

有する情報の公開に関する

法律（平成 11 年法律第 42

号）第５条第１号ハに規定

する公務員等をいう。）の

職務の遂行に係る情報（当

該情報が当該公務員等の思

想信条に係るものである場

合で、公にすることによ
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

法律第二百六十一号)第二

条に規定する地方公務員及

び地方独立行政法人の職員

をいう。)である場合にお

いて、当該情報がその職務

の遂行に係る情報であると

きは、当該情報のうち、当

該公務員等の職及び当該職

務遂行の内容に係る部分 

⇒ 公務員の氏名が含ま 

れない 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 法人その他の団体(国、独

立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除

く。以下この号において「法

人等」という。)に関する情

報又は開示請求者以外の事業

を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げる

もの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護する

ため、開示することが必要で

あると認められる情報を除

務員法（昭和 25年法律第 261

号）第２条に規定する地方公

務員並びに地方独立行政法人

の役員及び職員をいう。）で

ある場合において、当該情報

がその職務の遂行に係る情報

であるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職、氏名

及び当該職務遂行の内容に係

る部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ 法人等に関する情報又は開

示請求者以外の事業を営む個

人の当該事業に関する情報で

あって、次に掲げるもの。た

だし、人の生命、健康、生活

又は財産を保護するため、開

示することが必要であると認

められる情報を除く。 

 

 

 

 

（独立行政法人等の保有す

る情報の公開に関する法律

（平成 13 年法律第 140 号）

第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。以下

同じ。）の役員及び職員、

地方公務員法（昭和 25年法

律第 261 号）第２条に規定

する地方公務員並びに地方

独立行政法人（地方独立行

政法人法（平成 15年法律第

118 号）第２条第１項に規定

する地方独立行政法人をい

う。以下同じ。）の役員及

び職員をいう。）である場

合において、当該情報がそ

の職務の遂行に係る情報で

あるときは、当該情報のう

ち、当該公務員等の職、氏

名及び当該職務遂行の内容

に係る部分 

 

⑵ 法人その他の団体（国、独

立行政法人等、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除

く。以下「法人等」とい

う。）に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げる

もの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要で

あると認められる情報を除

く。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑵ 法人その他の団体（国、独

立行政法人等（独立行政法人

等の保有する情報の公開に関

する法律（ 平成 13 年法律第

140 号） 第２ 条第１ 項に規

定する独立行政法人等をい

う。以下同じ。）、地方公共

団体及び地方独立行政法人を

除く。以下「法人等」とい

う。）に関する情報及び事業

を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、開示するこ

り、当該公務員等の個人と

しての正当な権利を明らか

に害すると認められるとき

は、当該公務員等の職、氏

名その他当該公務員等を識

別することができることと

なる記述等の部分を除

く。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵ 法人その他の団体（国、独

立行政法人等（独立行政法人

等の保有する情報の公開に関

する法律（平成 13年法律第

140 号）第２条第１項に規定

する独立行政法人等をいう。

以下同じ。）、地方公共団体

及び地方独立行政法人を除

く。以下「法人等」とい

う。）に関する情報又は事業

を営む個人の当該事業に関す

る情報であって、次に掲げる
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く。 

 

 

 

 

 

イ 開示することにより、当

該法人等又は当該個人の権

利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれが

あるもの 

 

ロ 行政機関等の要請を受け

て、開示しないとの条件で

任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人にお

ける通例として開示しない

こととされているものその

他の当該条件を付すること

が当該情報の性質、当時の

状況等に照らして合理的で

あると認められるもの 

 

四 行政機関の長が第八十二

条各項の決定(以下この節に

おいて「開示決定等」とい

う。)をする場合において、

開示することにより、国の安

全が害されるおそれ、他国若

しくは国際機関との信頼関係

が損なわれるおそれ又は他国

若しくは国際機関との交渉上

不利益を被るおそれがあると

当該行政機関の長が認めるこ

 

 

 

 

 

 

ア 開示することにより、当

該法人等又は当該個人の権

利、競争上の地位その他正

当な利益を害するおそれが

あるもの 

 

イ 実施機関の要請を受け

て、開示しないとの条件で

任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人にお

ける通例として開示しない

こととされているものその

他の当該条件を付すること

が当該情報の性質、当時の

状況等に照らして合理的で

あると認められるもの 

 

（適用除外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ア 公にすることにより、当

該法人等又は当該 個人の

権利、競争上の地位その他

正当な利益を害するおそれ

があるもの 

 

イ 実施機関の要請を受け

て、公にしないとの条件で

任意に提供されたものであ

って、法人等又は個人にお

ける通例として公にしない

こととされているものその

他の当該条件を付すること

が当該情報の性質、当時の

状況等に照らして合理的で

あると認められるもの 

 

（適用除外） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とにより、当該法人等及び当

該事業を営む個人の競争上若

しくは事業運営上の地位又は

社会的な地位が不当に損なわ

れると認められるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（適用除外） 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

もの。ただし、人の生命、健

康、生活又は財産を保護する

ため、公にすることが必要で

あると認められる情報を除

く。 

 

ア 公にすることにより、当

該法人等又は当該個人の権

利、競争上の地位その他正

当な利益を害すると認めら

れるもの 

 

イ 実施機関の要請を受け

て、公にしないとの条件で

任意に提供された情報であ

って、当該条件を付するこ

とが当該情報の性質、当時

の状況等に照らして合理的

であると認められるもの 

 

 

 

 

（適用除外） 
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

とにつき相当の理由がある情

報 

 

五 行政機関の長又は地方公

共団体の機関(都道府県の機

関に限る。)が開示決定等を

する場合において、開示する

ことにより、犯罪の予防、鎮

圧又は捜査、公訴の維持、刑

の執行その他の公共の安全と

秩序の維持に支障を及ぼすお

それがあると当該行政機関の

長又は地方公共団体の機関が

認めることにつき相当の理由

がある情報 

 

六 国の機関、独立行政法人

等、地方公共団体及び地方独

立行政法人の内部又は相互間

における審議、検討又は協議

に関する情報であって、開示

することにより、率直な意見

の交換若しくは意思決定の中

立性が不当に損なわれるおそ

れ、不当に国民の間に混乱を

生じさせるおそれ又は特定の

者に不当に利益を与え若しく

は不利益を及ぼすおそれがあ

るもの 

 

 

 

 

 

 

 

（適用除外） 

 ⑷ 開示することにより、犯罪

の予防又は捜査、人の生命、

身体又は財産の保護その他の

公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑸ 市及び国等の内部又は相互

間における審議、検討又は協

議に関する情報であって、開

示することにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に市民の間に混乱

を生じさせるおそれ又は特定

の者に不当に利益を与え若し

くは不利益を及ぼすおそれが

あるもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（適用除外） 

⑶ 公にすることにより、犯罪

の予防又は捜査、人の生命、

身体又は財産の保護その他の

公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある情報 

（法７号ロと対照） 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ 市及び国等（国、独立行政

法人等、他の地方公共団体又

は地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の内部又は相互

間における審議、検討又は協

議に関する情報であって、公

にすることにより、率直な意

見の交換若しくは意思決定の

中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に市民の間に混乱

を生じさせるおそれ又は特定

の者に不当に利益を与え若し

くは不利益を及ぼすおそれが

あるもの 

 

 

 

 

 
 
 
⑶ 開示することにより、人の

生命、身体、財産又は社会的

な地位の保護、犯罪の予防、

犯罪の捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障が生ず

るおそれのある情報 
 
 
 
 
 
 
 
⑷ 道若しくは道が設立した地

方独立行政法人（以下「道

等」という。）又は国、独立

行政法人等若しくは道以外の

地方公共団体、地方独立行政

法人（道が設立したものを除

く。）その他の公共団体（以

下「国等」という。）の事務

又は事業に係る意思形成過程

において、道の機関若しくは

道が設立した地方独立行政法

人（以下「道の機関等」とい

う。）の内部若しくは道の機

関等の相互間又は道の機関等

と国等の機関との間における

審議、協議、調査研究等に関

し、実施機関が作成し、又は

取得した情報であって、開示

 

 

（適用除外） 

⑶ 公にすることにより、人の

生命、身体、財産又は社会的

な地位の保護、犯罪の予防、

犯罪の捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる

情報 

 

 

 

 

 

 

⑷ 市並びに国、独立行政法人

等、他の地方公共団体及び地

方独立行政法人の内部又は相

互間における審議、検討又は

協議に関する情報であって、

次に掲げるもの。ただし、人

の生命、健康、生活又は財産

を保護するため、公にするこ

とが必要であると認められる

情報を除く。 
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七 国の機関、独立行政法人

等、地方公共団体又は地方独

立行政法人が行う事務又は事

業に関する情報であって、開

示することにより、次に掲げ

るおそれその他当該事務又は

事業の性質上、当該事務又は

事業の適正な遂行に支障を及

ぼすおそれがあるもの 

 

 

 

イ 独立行政法人等、地方公

共団体の機関又は地方独立

行政法人が開示決定等をす

る場合において、国の安全

が害されるおそれ、他国若

しくは国際機関との信頼関

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ⑹ 市又は国等が行う事務又は

事業に関する情報であって、

開示することにより、次に掲

げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又

は事業の適正な遂行に著しい

支障を及ぼすおそれがあるも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸ 市又は国等が行う事務又は

事業に関する情報であって、

公にすることにより、次に掲

げるおそれその他当該事務又

は事業の性質上、当該事務又

は事業の適正な遂行に著しい

支障を及ぼすおそれがあるも

の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

することにより、当該事務又

は事業に係る意思形成に著し

い支障が生ずると明らかに認

められるもの 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
⑸ 道等と国等との間における

協議により、又は国等からの

依頼により、実施機関が作成

し、又は取得した情報であっ

て、開示することが当該協議

又は依頼の条件又は趣旨に反

し、国等との協力関係が著し

く損なわれることにより、当

該協議又は依頼に係る事務又

は事業の適正な執行に支障が

生ずると認められるもの 
 
⑹ 試験の問題及び採点基準、

検査、取締り等の計画及び実

施要領、争訟の方針、入札予

定価格、用地買収計画その他

の道等又は国等の事務又は事

業に関する情報であって、開

 

 

 

 

ア 不服申立ての審査、あっ

せん、調停その他これらに

類する紛争処理に関する情

報であって、公にすること

により、意思決定の中立性

が不当に損なわれると認め

られるもの 

イ 公にすることにより、特

定の者に不当に利益を与

え、又は不当に不利益を及

ぼすと認められるもの 

 

⑸ 市又は国、独立行政法人

等、他の地方公共団体若しく

は地方独立行政法人が行う事

務又は事業に関する情報であ

って、次に掲げるもの 

 

 

 

 

 

 

 

（法の規定を追加する予定） 
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

係が損なわれるおそれ又は

他国若しくは国際機関との

交渉上不利益を被るおそれ 

 

 

 

 

 

 

ロ 独立行政法人等、地方公

共団体の機関(都道府県の

機関を除く。)又は地方独

立行政法人が開示決定等を

する場合において、犯罪の

予防、鎮圧又は捜査その他

の公共の安全と秩序の維持

に支障を及ぼすおそれ 

 

 

 

 

 

ハ 監査、検査、取締り、試

験又は租税の賦課若しくは

徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にす

るおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にす

るおそれ 

 

ニ 契約、交渉又は争訟に係

る事務に関し、国、独立行

政法人等、地方公共団体又

 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲） 

⑷ 開示することにより、犯罪

の予防又は捜査、人の生命、

身体又は財産の保護その他の

公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ア 監査、検査、取締り、試

験又は租税の賦課若しくは

徴収に係る事務に関し、正

確な事実の把握を困難にす

るおそれ又は違法若しくは

不当な行為を容易にし、若

しくはその発見を困難にす

るおそれ 

 

  イ 契約、交渉又は争訟に係

る事務に関し、市又は国等

の財産上の利益又は当事者

 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲） 

⑶ 公にすることにより、犯罪

の予防又は捜査、人の生命、

身体又は財産の保護その他の

公共の安全と秩序の維持に支

障を及ぼすおそれがある情報

（法７号ロと対照） 

 

 

 

 

 

 

 

ア 監査、検査、取締り、試

験又は租税の賦課 若しく

は徴収に係る事務に関し、

正確な事実の把握を困難に

するおそれ又は違法若しく

は不当な行為を容易にし、

若しくはその発見を困難に

するおそれ 

 

イ 契約、交渉又は争訟に係

る事務に関し、市又は国等

の財産上の利益又は当事者

示することにより、当該事務

若しくは事業の目的を失わ

せ、又は当該事務若しくは事

業若しくは将来の同種の事務

若しくは事業の公正若しくは

円滑な実施を著しく困難にす

ると認められるもの 
 
（再掲） 
⑹ 試験の問題及び採点基準、

検査、取締り等の計画及び実

施要領、争訟の方針、入札予

定価格、用地買収計画その他

の道等又は国等の事務又は事

業に関する情報であって、開

示することにより、当該事務

若しくは事業の目的を失わ

せ、又は当該事務若しくは事

業若しくは将来の同種の事務

若しくは事業の公正若しくは

円滑な実施を著しく困難にす

ると認められるもの 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

（再掲） 

（法の規定を追加する予定） 

⑶ 公にすることにより、人の

生命、身体、財産又は社会的

な地位の保護、犯罪の予防、

犯罪の捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼ

すおそれがあると認められる

情報 

 

 

 

 

 

 

ア 監査、検査、取締り又は

試験に係る事務に関する情

報であって、公にすること

により、正確な事実の把握

を困難にし、又は違法若し

くは不当な行為を容易に

し、若しくはその発見を困

難にすると認められるもの 

 

イ 契約、交渉又は争訟に係

る事務に関する情報であっ

て、公にすることにより、
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

は地方独立行政法人の財産

上の利益又は当事者として

の地位を不当に害するおそ

れ 

 

 

 

ホ 調査研究に係る事務に関

し、その公正かつ能率的な

遂行を不当に阻害するおそ

れ 

 

 

ヘ 人事管理に係る事務に関

し、公正かつ円滑な人事の

確保に支障を及ぼすおそれ 

 

ト 独立行政法人等、地方公

共団体が経営する企業又は

地方独立行政法人に係る事

業に関し、その企業経営上

の正当な利益を害するおそ

れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

としての地位を不当に害す

るおそれ 

 

 

 

 

 

  ウ 調査研究に係る事務に関

し、その公正かつ能率的な

遂行を不当に阻害するおそ

れ 

 

 

  エ 人事管理に係る事務に関

し、公正かつ円滑な人事の

確保に支障を及ぼすおそれ 

 

  オ 市若しくは他の地方公共

団体が経営する企業、独立

行政法人等又は地方独立行

政法人に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利

益を害するおそれ 

としての地位を不当に害す

るおそれ 

 

 

 

 

 

ウ 調査研究に係る事務に関

し、その公正かつ能率的な

遂行を不当に阻害するおそ

れ 

 

 

エ 人事管理に係る事務に関

し、公正かつ円滑な人事の

確保に支障を及ぼすおそれ 

 

オ 市若しくは他の地方公共

団体が経営する企業、独立

行政法人等又は地方独立行

政法人に係る事業に関し、

その企業経営上の正当な利

益を害するおそれ 

 

 

 

 

 

 

 

⑹ 法令等の規定により明らか

に開示することができないと

されている情報 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⑺ 法令又は他の条例（以下

「法令等」という。）の規定

により明らかに開示すること

ができないとされている情報 

市又は国、独立行政法人

等、他の地方公共団体若し

くは地方独立行政法人の財

産上の利益又は当事者とし

ての地位を不当に害すると

認められるもの 

 

ウ 調査研究に係る事務に関

する情報であって、公にす

ることにより、その公正か

つ能率的な遂行に著しい支

障を及ぼすと認められるも

の 

エ 人事管理に係る事務に関

する情報であって、公にす

ることにより、公正かつ円

滑な人事の確保に著しい支

障を及ぼすと認められるも

の 

 

 

 

 

オ アからエまでに掲げるも

ののほか、事務又は事業の

性質上、公にすることによ

り、当該事務又は事業の適

正な遂行に著しい支障を及

ぼすと認められるもの 

 

⑹ 法令若しくは他の条例の定

めるところにより又は実施機

関が法律上従う義務を負う国

の機関の指示等により、公に
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
２ 実施機関（公安委員会及び警

察本部長に限る。）は、開示請

求があったときは、開示請求に

係る公文書に、次の各号に掲げ

る情報のいずれかが記録されて

いる場合を除き、当該公文書に

係る公文書の開示をしなければ

ならない。 
⑴ 前項各号（第３号を除

く。）のいずれかに該当する

情報 
⑵ 次に掲げる情報等であっ

て、開示することにより、犯

罪の予防、鎮圧又は捜査、公

訴の維持、刑の執行その他の

公共の安全と秩序の維持に支

障が生ずるおそれがあると公

安委員会又は警察本部長が認

めることにつき相当の理由が

ある情報 
ア 現在捜査中の事件に関す

る情報 
イ 捜査の具体的な手法、技

術又は体制に関する情報 
ウ 犯罪の予防又は鎮圧の手

法、技術又は体制に関する

情報 
エ 被疑者又は被告人の留置

又は勾留に関する施設の保

安に関する情報 
オ 犯罪の被害者若しくは参

考人又は犯罪に関する情報

することができないと認めら

れる情報 
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 地方公共団体の機関又は地

方独立行政法人についての前

項の規定の適用については、

同項中「掲げる情報(」とある

のは、「掲げる情報(情報公開

条例の規定により開示するこ

ととされている情報として条

例で定めるものを除く。)又は

行政機関情報公開法第五条に

規定する不開示情報に準ずる

情報であって情報公開条例に

おいて開示しないこととされ

を提供した者が特定される

情報 
⑶ 前号に掲げるもののほか、

開示することにより、人の生

命、身体、財産又は社会的な

地位の保護に支障が生ずるお

それのある情報 
３ 実施機関は、開示請求に係る

公文書に、第１項各号又は前項

各号に掲げる情報（以下「非開

示情報」という。）とそれ以外

の情報が記録されている場合に

おいて、非開示情報とそれ以外

の情報とを容易に、かつ、開示

請求の趣旨が損なわれない程度

に分離することができるとき

は、前二項の規定にかかわら

ず、当該非開示情報が記録され

ている部分を除いて、当該公文

書に係る公文書の開示をしなけ

ればならない。 
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改正個人情報保護法 帯広市個人情報保護条例 帯広市情報公開条例 北海道情報公開条例 札幌市情報公開条例 

ているもののうち当該情報公

開条例との整合性を確保する

ために不開示とする必要があ

るものとして条例で定めるも

の(」とする。 

 



個人情報保護法の改正について

令和３年５月

Administrator
スタンプ



デジタル社会形成基本法に基づきデジタル社会の形成に関する施策を実施するため、個人情報の保護に関する法律、行政手続に
おける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の関係法律について所要の整備を行う。

デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案の概要
趣旨

マイナンバーを活用した情報連携の拡大等による行政手続の効率化（マイナンバー法等の改正）
① 国家資格に関する事務等におけるマイナンバーの利用及び情報連携を可能とする。
② 従業員本人の同意があった場合における転職時等の使用者間での特定個人情報の提供を可能とする。
施行日：公布日（①のうち国家資格関係事務以外(健康増進事業、高等学校等就学支援金、知的障害者など)）、公布から４年以内（①のうち国家資格関係事務
関連）、令和３年９月１日（②）

個人情報保護制度の見直し（個人情報保護法の改正等）
① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するとともに、地方公共団体の個人
情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人情報保護委員会に一元化。

② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPR（EU一般データ保護規則）の十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外
ではなく、義務ごとの例外規定として精緻化。

④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。
施行日：公布から１年以内（地方公共団体関係は公布から２年以内）

押印・書面の交付等を求める手続の見直し（48法律の改正）
○ 押印を求める各種手続についてその押印を不要とするとともに、書面の交付等を求める手続について電磁的方法により行うことを可能とする。
施行日：令和３年９月１日（施行までに一定の準備期間が必要なものを除く。）

＜予算関連法案＞

マイナンバーカードの利便性の抜本的向上、発行・運営体制の抜本的強化（郵便局事務取扱法、公的個人認証法、住民基本台帳法、マイナンバー法、J-LIS法等の改正）
＜マイナンバーカードの利便性の抜本的向上＞
① 住所地市区町村が指定した郵便局において、公的個人認証サービスの電子証明書の発行・更新等を可能とする。
② 公的個人認証サービスにおいて、本人同意に基づき、基本４情報（氏名、生年月日、性別及び住所）の提供を可能とする。
③ マイナンバーカード所持者について、電子証明書のスマートフォン（移動端末設備）への搭載を可能とする。
④ マイナンバーカード所持者の転出届に関する情報を、転入地に事前通知する制度を設ける。 等
施行日：公布日（①）、公布から２年以内（①以外）

＜マイナンバーカードの発行・運営体制の抜本的強化＞
① 地方公共団体情報システム機構（J-LIS）による個人番号カード関係事務について、国による目標設定、計画認可、財源措置等の規定を整備。
② J-LISの代表者会議の委員に国の選定した者を追加するとともに、理事長及び監事の任免に国の認可を必要とする等、国によるガバナンスを強化。
③ 電子証明書の発行に係る市町村の事務を法定受託事務化。 等
施行日：令和３年９月１日

概要

1



【現行】

個人情報保護制度見直しの全体像
① 個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本の法律に統合するととも

に、地方公共団体の個人情報保護制度についても統合後の法律において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を個人
情報保護委員会に一元化。

② 医療分野・学術分野の規制を統一するため、国公立の病院、大学等には原則として民間の病院、大学等と同等の規律を適用。
③ 学術研究分野を含めたGDPRの十分性認定への対応を目指し、学術研究に係る適用除外規定について、一律の適用除外では

なく、義務ごとの例外規定として精緻化。
④ 個人情報の定義等を国・民間・地方で統一するとともに、行政機関等での匿名加工情報の取扱いに関する規律を明確化。

独
立
行
政
法
人
等

個
人
情
報
保
護
法

法令

対象

学術研究

行
政
機
関

個
人
情
報
保
護
法

国の
行政機関

新個人情報保護法

国の行政機関
地方公共団体※ 等

・国立病院
・公立病院
・国立大学
・公立大学
・国立研究開発法人

等

民間
事業者

所管 総務省 個人情報保護委員会

個
人
情
報
保
護
法

民間
事業者

個人情報
保護委員会

適用除外

独立
行政
法人等

対象を拡大し、
規律を精緻化

【見直し後】

①

個人情報
の定義等

照合可能性 容易照合
可能性 容易照合可能性（個情法の定義に統一）

非識別加工情報 匿名加工
情報 匿名加工情報（個情法の名称に統一し、規律を明確化）

④

個
人
情
報

保
護
条
例

地方公共
団体等

各地方公共団体

団体により
異なる

規定なし
（一部団体を除く）

※ 条例による必要最小限の独自の保護措置を許容

③②
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Ａ市
(国と同じ規律)

Ｃ市
（規律の対象が
国より少ない）

Ｂ組合
（規律なし）

国
の
規
律
の
対
象

Ｄ市
（規律の対象が
国より多い）

Ｅ市
（手続を付加）

Ａ市 Ｃ市Ｂ組合

共
通
ル
ー
ル

Ｄ
市

Ｅ市

必要最小限の独自の保護措置

○ 地方公共団体の現状

○ 共通ルール化後

＜改正の方向性＞

○ 「個人情報保護」と「データ流通」の両立に必要な
全国的な共通ルールを法律で設定

○ 法律の的確な運用を確保するため、国がガイドライ
ンを策定

○ その上で、法律の範囲内で、必要最小限の独自の
保護措置を許容 ⇒条例を個人情報保護委員会に届出
例）・「条例要配慮個人情報」として保護する情報を規定

・個人情報の適切な取扱いを確保するため、特に必要な場合
に限り審議会等からの意見聴取手続を規定

＜地方公共団体の個人情報保護制度に求められるもの＞

１ 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」
の両立
※ いわゆる「２０００個問題」
①団体ごとの規定・運用の相違が、データ流通の支障となりうること
②条例がないなど、求められる保護水準を満たさない団体があること
等への問題提起がなされている

２ 個人情報保護に関する国際的な制度調和と我が国の成長戦略
への整合
例）・EUにおけるGDPR（一般データ保護規則）十分性認定

・G20大阪首脳宣言におけるDFFT（信頼ある自由なデータ流通）

D市 E市

共通ルールの設定※
共通ルールの設定により
国と異なる規定ぶりは解消

※医療・学術分野については、国の組織同様、民間規律を適用する。

地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の方向性）

例）・独自情報を追加
・国と異なる規定ぶり 例）審議会等からの意見聴取例）条例を制定していない 例）一部の規定がない

※審議会等の役割は、個別事案に関する審議から、定型事例についての事前ルールの設定や、制度の在り方に関する調査審議に主な役割が移行。

意見聴取手続の
必要性を精査
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○ 社会全体のデジタル化に対応した「個人情報保護」と「データ流通」の両立が要請される中、
・団体ごとの個人情報保護条例の規定・運用の相違がデータ流通の支障となりうる
・求められる保護水準を満たさない団体がある 等の指摘。（いわゆる「2000個問題」）

○ 独立した機関による監督等を求めるEUにおけるGDPR（一般データ保護規則）十分性認定など国際的な制度調和とG20大阪首脳宣言に
おけるDFFT（信頼ある自由なデータ流通）など我が国の成長戦略への整合の要請。

○ こうした課題に対応するため、地方公共団体の個人情報保護制度について、全国的な共通ルールを法律で規定するとともに、
国がガイドライン等を示すことにより、地方公共団体の的確な運用を確保。

地方公共団体の個人情報保護制度の在り方（改正の概要）

① 適用対象
・地方公共団体の機関及び地方独立行政法人を対象とし、国と
同じ規律を適用
・病院、診療所及び大学には、民間部門と同じ規律を適用
※④、⑤、⑥に係る部分は除く

② 定義の一元化
・個人情報の定義について、国・民間部門と同じ規律を適用
例：容易照合可能性、個人識別符号、要配慮個人情報 等

③ 個人情報の取扱い
・個人情報の取扱いについて、国と同じ規律を適用
例：保有の制限、安全管理措置、利用及び提供の制限 等

④ 個人情報ファイル簿の作成・公表
・個人情報ファイル簿の作成・公表について、国と同じ規律を適用
※個人情報ファイル簿の作成等を行う個人情報ファイルの範囲は国と同様
（1,000人以上等）とする
※引き続き、個人情報取扱事務登録簿を作成することも可能とする

⑤自己情報の開示、訂正及び利用停止の請求
・開示等の請求権や要件、手続は主要な部分を法律で規定

⑥ 匿名加工情報の提供制度の導入
・匿名加工情報の提供制度（定期的な提案募集）について、国と同じ規律
を適用
※ただし、経過措置として、当分の間、都道府県及び指定都市について適用することとし、
他の地方公共団体は任意で提案募集を実施することを可能とする

⑦ 個人情報保護委員会と地方公共団体の関係
・個人情報保護委員会は、地方公共団体における個人情報の取扱い等に関
し、国の行政機関に対する監視に準じた措置を行う
・地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し、個人情報保護委員会に対
し、必要な情報の提供又は助言を求めることが可能
例：個人情報の提供を行う場合、匿名加工情報の作成を行う場合 等

⑧ 施行期日等
・施行期日は、公布から２年以内の政令で定める日とする
・地方公共団体は、法律の施行に必要な条例を制定 例：手数料、処理期間等
・国は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、地方公共団体の準備等
について必要な助言(ガイドライン等)を行う
※地方公共団体が条例で定める独自の保護措置について
・特に必要な場合に限り、条例で、独自の保護措置を規定
・条例を定めたときは、その旨及びその内容を個人情報保護委員会に届出

趣旨

概要
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改正法の施行準備スケジュール（案）

令和３年 令和４年 令和５年

夏 秋 冬 春 夏 秋 冬 春

国の行政機関
独立行政法人等
（規律移行法人等以外）

学術研究機関等
規律移行法人等

地方公共団体等

※ このほか、個人情報の保護に関する基本方針についての改正も予定。また、令和２年改正法が令和４年４月に施行予定。
※ 上記の表は現時点での大まかな見込みであり、今後の状況によって変わり得る。

公
布政令・規則

公的部門ガイドライン・Q＆A

民間部門ガイドライン・Q&A 公
表

政令・規則

公的部門ガイドライン・Q＆A／施行準備マニュアル

改
正
法
施
行

（
地
方
）

意見募集

ガイドライン案
意見募集

ガイドライン案
意見募集

意見募集

ガイドライン案
意見募集

オプトアウト
届出開始

オプトアウト
届出開始

条例
届出開始

施
行
状
況

調
査
・
公
表

相談等受付体制
（規律移行法人等・地方等含む）

改
正
法
施
行
（
国
等
）

公
表

周知・説明等

周知・説明等

周知・説明等

公
布

公
表

今回改正法に係る箇所の改正等
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参考資料



個人情報保護委員会による一元的な監督体制の確立

【現行の個情委の監督範囲】 【見直し後の個情委の監督範囲】

匿名加工
情報関係

個人情報関係
（マイナンバー関係を含む）

民
間

マイナンバー
関係

非識別
加工

情報関係
国

マイナンバー
関係

地
方

匿名加工
情報関係

個人情報関係
（マイナンバー関係を含む）

民
間

個人情報関係
（マイナンバー関係を含む）

匿名加工
情報関係国

個人情報関係
（マイナンバー関係を含む）

地
方

匿名加工
情報関係
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医療分野・学術分野における規制の統一（現在の状況）
・ 現行の独法等個情法は、法の対象となる法人を、情報公開法における整理を踏襲し、①理事長等の人事権が
政府にあるか、②法人に対して政府が出資できるか、を基準に決定。
・ その結果、医療分野・学術分野の独法等において、民間のカウンターパートとの間で個人情報を含むデータを
利用した共同作業が継続的に行われているにもかかわらず、民間のカウンターパートと適用される規律が大きく異
なる、という不均衡が発生。

【行政の広義の内部関係】

総務省が法運用の統一性と法への適合性を内部から
確保
・個人情報ファイル保有の事前チェック（独法等を除く）
・法の施行状況の調査・公表
・総合案内所の運営
・管理指針の策定

情報公開・個人情報保護審査会が、開示決定等に係る審査請求
について、第三者的立場からチェック

【行政と民間との外部関係】

個人情報保護委員会が法の遵守状況
を外部から規制・監督

・ガイドラインの策定
・報告及び立入検査
・指導及び助言
・勧告及び命令
・間接罰

独立行政法人等

国立大学
国立病院

国立研究機関

国の行政機関 民間事業者

私立大学
民間病院

民間研究機関
規律の不均衡が発生
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・ 独法等のうち、民間のカウンターパートとの間で個人情報を含むデータを利用した共同作業を継続的に行うもの等
（本人から見て官民で個人情報の取扱いに差を設ける必要性の乏しいもの）には民間事業者と同様の規律を適用。
・ ただし、本人からの開示等請求に係る規定及び非識別加工情報の提供に係る規定については、これらの規定
がそれぞれ情報公開法制を補完する側面や広義のオープンデータ政策としての性格を有することに鑑み、現行法
と同様、全ての独法等を行政機関に準じて扱う。

医療分野・学術分野における規制の統一（改正の考え方）

独法等のうち、公権力の行
使に類する形で個人情報を
保有するもの等、上記に該
当しないもの
（例）
・行政執行法人

独法等のうち、民間に類する
立場で民間のカウンターパー
トとの間でデータを利用した共
同作業を継続的に行うもの等
（例）
・国立研究開発法人
・国立病院機構
・国立大学法人
・大学共同利用機関法人

国の行政機関 民間事業者

・私立大学
・民間病院

・民間研究機関

【行政の広義の内部関係】

個人情報保護委員会が法運用
の統一性と法への適合性を内部
から確保

【行政の外部関係】

個人情報保護委員会が法の遵守状
況を外部から規制・監督

原則として
同じ規律を適用

※

※ これらの独法等が「公権力の行使に類する形で個人情報を保有する業務」も行っている場合は、当該業務における個人情報の取
扱いについては例外的に行政機関と同様の安全管理措置義務を適用する。 9



学術研究に係る適用除外規定の見直し（精緻化）
・ ＥＵから日本の学術研究機関等に移転された個人データについてもＧＤＰＲに基づく十分性認定を適用可能とすることを
視野に、一元化を機に、現行法の学術研究に係る一律の適用除外規定を見直すこととし、個別の義務規定ごとに学術研究
に係る例外規定を精緻化する。
・ 大学の自治を始めとする学術研究機関等の自律性を尊重する観点から、個情法第43条第１項の趣旨を踏まえ、学術研
究機関等に個人情報を利用した研究の適正な実施に関する自主規範の策定・公表を求めた上で、自主規範に則った個人
情報の取扱いについては、個人情報保護委員会は、原則として、その監督権限を行使しないこととする。また、個人情報保
護委員会は、自主規範の策定を支援する観点から、必要に応じ、指針を策定・公表する。

【現行法】 【見直し後】

※１ 学術研究機関等：大学（私立大学、国公立大学）、学会、国立研究開発法人 等（下線は今回追加されるもの）
※２ 個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合（例：民事上の不法行為となり差止請求が認められるような場合）は、例外とならない
※３ 国公立大学及び国立研究開発法人の場合は、保有個人情報の開示等については行政機関と同じ規律を適用
※４ 利用目的の特定・公表（15条・18条）不適正利用・取得の禁止（16条の２・17条1項）漏えい報告（22条の２）も適用

個人情報
取扱事業者の義務

利用目的による制限

要配慮個人情報の取得制限

安全管理措置等

第三者提供の制限

保有個人データの開示等

学術研究は
全て

適用除外
（＝学術研究機関等が

学術研究目的で
個人情報を
取り扱う場合は
全て適用除外）

学術研究は例外
（＝学術研究機関等が

学術研究目的で個人情報を
取り扱う必要がある場合は例外）

学術研究は例外

学術研究は例外
➀学術研究機関等による研究
成果の発表・教授に不可欠
②提供先が学術研究機関等
③提供元が学術研究機関等
かつ提供先と共同研究

学術研究も適用

学術研究も適用

個人情報保護委員会が監督

※１
※２

※３

※４

10



民間事業者 規律移行法人等 国の行政機関等
・地方公共団体等

個人情報取扱事業者に係る規律 （現行個人情報保護法第4章第1節及び第2節を基本的にスライド）

・利用目的の特定等、適正取得 ○ ○
・正確性確保、安全管理措置 ○ ○
・第三者提供制限 ○ ○
・開示等請求 ○
・匿名加工情報の作成・提供 ○
国の行政機関等に係る規律 （現行行政機関個人情報保護法・独立行政法人等個人情報保護法第2章～第4章の2を基本的にスライド）

・保有制限、目的明示 ○
・正確性確保、安全確保措置 ○
・利用・提供制限 ○
・個人情報ファイル保有の事前通知 ○
・個人情報ファイル簿の作成・公表 ○ ○
・開示等請求 ○ ○
・匿名加工情報の作成・提供 ○ ○

※１ 規律移行法人等とは、今般の一元化の機に、民間の個人情報取扱事業者と原則として同様の規律を適用すべき独立行政法人等、地方公共団体の病院・大学等
及び地方独立行政法人を指す。

※２ 国の行政機関等・地方公共団体等には、現行独立行政法人等個人情報保護法が適用される独立行政法人、地方公共団体及び地方独立行政法人のうち、規
律移行法人等以外のものを含む。

※３ 規律移行法人等以外の独立行政法人等に加え、地方公共団体及び地方独立行政法人については、事前通知の制度の対象外。
※４ 地方公共団体については、経過措置として、当分の間、都道府県及び指定都市に適用し、他の地方公共団体は任意で匿名加工の提案募集を実施可能とする。

※１

一元化後の規律の適用関係

※３

※２

※4
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個人情報の定義等の統一

＜改正の方向性＞
１．公的部門と民間部門とで個人情報の定義が異なることは、国民の目から見て極めて分かりにくく、両部門の間で
のデータ流通の妨げともなり得ることから、一元化の機会に、両部門における「個人情報」の定義を統一する。

２．定義変更に伴う影響を最小化する観点から、一元化後の定義は、現行の個人情報保護法の定義（＝容易
照合可能性を要件とするもの）を採用する。

３．公的部門における権利利益保護の徹底を図るため、民間部門で導入済みの匿名加工情報・仮名加工情報
の識別行為禁止義務等の規律を公的部門にも導入する。

４．個人情報の定義を統一する結果、非識別加工情報も非個人情報となり、匿名加工情報と区別する必要がな
くなることから、一元化の機会に、両者の名称を「匿名加工情報」で統一する。

５．匿名加工情報は公的部門においても非個人情報であるとの前提で、公的部門における匿名加工情報の取扱
いに関する規律を明確化する（例：匿名加工情報の作成・取得・利用は、法令の定める所掌事務の範囲内で
可能とする）

＜現行法の規律＞
◆ 個人情報保護法の個人情報：「他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することが
できることとなるものを含む」

◆ 行政機関個情法及び独法等個情法の個人情報：「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識
別することができることとなるものを含む」

◆ 個人情報の定義の相違に起因して、個人情報保護法では非個人情報とされる「匿名加工情報」に相当する情
報が、行政機関個人情報保護法等では個人情報に該当し得るとされており、「非識別加工情報」という別の名称
が与えられている。
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１．個人情報保護委員会による監視の実効性を確保するためのもの
① 個人情報保護委員会による報告要求・実地調査・勧告等の権限の明記
② 漏えい報告制度の創設

２．官民や地域の枠を超えたデータ利活用の活発化に対応するためのもの
① 「不適正利用の禁止」「不適正取得の禁止」の明文化
② 外国へのデータ移転に係る規律の創設

３．「個人情報」の定義の変更に伴うもの
① 匿名加工情報・仮名加工情報の識別行為禁止義務等の創設
② 提供先で個人情報となる情報の外部提供に係る規律の創設

４．その他規律の明確化や民間部門との均衡を図るためのもの
① 安全管理措置義務の対象として派遣労働者・再委託先を明記
② 任意代理人による開示等請求の許容

公的部門における個人情報保護ルールの拡充

国や地方におけるデジタル業務改革の進展や官民の枠を超えたデータ利活用の活発化を見据え、公
的部門における個人情報保護ルールの拡充を図る。

13
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○個人情報の保護に関する法律 

(平成十五年五月三十日) 

(法律第五十七号) 

第百五十六回通常国会 

第一次小泉内閣 

改正 平成一五年 五月三〇日法律第 六一号 

同 一五年 七月一六日同 第一一九号 

同 二一年 六月 五日同 第 四九号 

同 二七年 九月 九日同 第 六五号 

同 二八年 五月二七日同 第 五一号 

同 二九年 五月二四日同 第 三六号 

同 三〇年 七月二七日同 第 八〇号 

令和 元年 五月三一日同 第 一六号 

同  二年 六月一二日同 第 四四号 

同  三年 五月一九日同 第 三七号 

同  四年 五月二五日同 第 四八号 

同  四年 五月二七日同 第 五四号 

同  四年 六月一七日同 第 六八号 

個人情報の保護に関する法律をここに公布する。 

個人情報の保護に関する法律 

目次 

第一章 総則(第一条―第三条) 

第二章 国及び地方公共団体の責務等(第四条―第六条) 

第三章 個人情報の保護に関する施策等 

第一節 個人情報の保護に関する基本方針(第七条) 

第二節 国の施策(第八条―第十一条) 

第三節 地方公共団体の施策(第十二条―第十四条) 

第四節 国及び地方公共団体の協力(第十五条) 

第四章 個人情報取扱事業者等の義務等 

第一節 総則(第十六条) 

第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務(第十七条―第四十
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条) 

第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務(第四十一条・第四十二条) 

第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務(第四十三条―第四十六条) 

第五節 民間団体による個人情報の保護の推進(第四十七条―第五十六条) 

第六節 雑則(第五十七条―第五十九条) 

第五章 行政機関等の義務等 

第一節 総則(第六十条) 

第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い(第六十一条―第七十三条) 

第三節 個人情報ファイル(第七十四条・第七十五条) 

第四節 開示、訂正及び利用停止 

第一款 開示(第七十六条―第八十九条) 

第二款 訂正(第九十条―第九十七条) 

第三款 利用停止(第九十八条―第百三条) 

第四款 審査請求(第百四条―第百七条) 

第五款 条例との関係(第百八条) 

第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等(第百九条―第百二十三条) 

第六節 雑則(第百二十四条―第百二十九条) 

第六章 個人情報保護委員会 

第一節 設置等(第百三十条―第百四十五条) 

第二節 監督及び監視 

第一款 個人情報取扱事業者等の監督(第百四十六条―第百五十二条) 

第二款 認定個人情報保護団体の監督(第百五十三条―第百五十五条) 

第三款 行政機関等の監視(第百五十六条―第百六十条) 

第三節 送達(第百六十一条―第百六十四条) 

第四節 雑則(第百六十五条―第百七十条) 

第七章 雑則(第百七十一条―第百七十五条) 

第八章 罰則(第百七十六条―第百八十五条) 

附則 

第一章 総則 

(目的) 

第一条 この法律は、デジタル社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していること
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に鑑み、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他

の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を

明らかにし、個人情報を取り扱う事業者及び行政機関等についてこれらの特性に応じて遵

守すべき義務等を定めるとともに、個人情報保護委員会を設置することにより、行政機関

等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに個人情報の適正かつ効果的な活用

が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊かな国民生活の実現に資するもので

あることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護することを目的

とする。 

(平二七法六五・令三法三七・一部改正) 

(定義) 

第二条 この法律において「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、次の各

号のいずれかに該当するものをいう。 

一 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画若しくは電磁的記録

(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな

い方式をいう。次項第二号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載

され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個

人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるも

の(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することがで

きることとなるものを含む。) 

二 個人識別符号が含まれるもの 

2 この法律において「個人識別符号」とは、次の各号のいずれかに該当する文字、番号、

記号その他の符号のうち、政令で定めるものをいう。 

一 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、

記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるもの 

二 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当て

られ、又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され、若しくは電磁的方式によ

り記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者若しくは購入者又は

発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、又は記載され、若しくは

記録されることにより、特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別するこ

とができるもの 

3 この法律において「要配慮個人情報」とは、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯
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罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利

益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含

まれる個人情報をいう。 

4 この法律において個人情報について「本人」とは、個人情報によって識別される特定の

個人をいう。 

5 この法律において「仮名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当

該各号に定める措置を講じて他の情報と照合しない限り特定の個人を識別することがで

きないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報をいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。)。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。)。 

6 この法律において「匿名加工情報」とは、次の各号に掲げる個人情報の区分に応じて当

該各号に定める措置を講じて特定の個人を識別することができないように個人情報を加

工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないよう

にしたものをいう。 

一 第一項第一号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる記述等の一部を削除す

ること(当該一部の記述等を復元することのできる規則性を有しない方法により他の記

述等に置き換えることを含む。)。 

二 第一項第二号に該当する個人情報 当該個人情報に含まれる個人識別符号の全部を

削除すること(当該個人識別符号を復元することのできる規則性を有しない方法により

他の記述等に置き換えることを含む。)。 

7 この法律において「個人関連情報」とは、生存する個人に関する情報であって、個人情

報、仮名加工情報及び匿名加工情報のいずれにも該当しないものをいう。 

8 この法律において「行政機関」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 法律の規定に基づき内閣に置かれる機関(内閣府を除く。)及び内閣の所轄の下に置か

れる機関 

二 内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及

び第二項に規定する機関(これらの機関のうち第四号の政令で定める機関が置かれる機
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関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 

三 国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関(第五号

の政令で定める機関が置かれる機関にあっては、当該政令で定める機関を除く。) 

四 内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十

号)第十六条第二項の機関並びに内閣府設置法第四十条及び第五十六条(宮内庁法第十

八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関で、政令で定めるもの 

五 国家行政組織法第八条の二の施設等機関及び同法第八条の三の特別の機関で、政令で

定めるもの 

六 会計検査院 

9 この法律において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三

号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び別表第一に掲げる法人をいう。 

10 この法律において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第

百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。 

11 この法律において「行政機関等」とは、次に掲げる機関をいう。 

一 行政機関 

二 地方公共団体の機関(議会を除く。次章、第三章及び第六十九条第二項第三号を除き、

以下同じ。) 

三 独立行政法人等(別表第二に掲げる法人を除く。第十六条第二項第三号、第六十三条、

第七十八条第一項第七号イ及びロ、第八十九条第四項から第六項まで、第百十九条第五

項から第七項まで並びに第百二十五条第二項において同じ。) 

四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主たる目的

とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的

とするものを除く。第十六条第二項第四号、第六十三条、第七十八条第一項第七号イ及

びロ、第八十九条第七項から第九項まで、第百十九条第八項から第十項まで並びに第百

二十五条第二項において同じ。) 

(平一五法一一九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部改正) 

(基本理念) 

第三条 個人情報は、個人の人格尊重の理念の下に慎重に取り扱われるべきものであること

に鑑み、その適正な取扱いが図られなければならない。 

(令三法三七・一部改正) 

第二章 国及び地方公共団体の責務等 
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(国の責務) 

第四条 国は、この法律の趣旨にのっとり、国の機関、地方公共団体の機関、独立行政法人

等、地方独立行政法人及び事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要

な施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。 

(令三法三七・一部改正) 

(地方公共団体の責務) 

第五条 地方公共団体は、この法律の趣旨にのっとり、国の施策との整合性に配慮しつつ、

その地方公共団体の区域の特性に応じて、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び当

該区域内の事業者等による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な施策を策定

し、及びこれを実施する責務を有する。 

(令三法三七・一部改正) 

(法制上の措置等) 

第六条 政府は、個人情報の性質及び利用方法に鑑み、個人の権利利益の一層の保護を図る

ため特にその適正な取扱いの厳格な実施を確保する必要がある個人情報について、保護の

ための格別の措置が講じられるよう必要な法制上の措置その他の措置を講ずるとともに、

国際機関その他の国際的な枠組みへの協力を通じて、各国政府と共同して国際的に整合の

とれた個人情報に係る制度を構築するために必要な措置を講ずるものとする。 

(平一五法六一・平二七法六五・一部改正) 

第三章 個人情報の保護に関する施策等 

第一節 個人情報の保護に関する基本方針 

第七条 政府は、個人情報の保護に関する施策の総合的かつ一体的な推進を図るため、個人

情報の保護に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。 

2 基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。 

一 個人情報の保護に関する施策の推進に関する基本的な方向 

二 国が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する事項 

三 地方公共団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

四 独立行政法人等が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

五 地方独立行政法人が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する基本的な事項 

六 第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報

取扱事業者及び同条第六項に規定する匿名加工情報取扱事業者並びに第五十一条第一

項に規定する認定個人情報保護団体が講ずべき個人情報の保護のための措置に関する
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基本的な事項 

七 個人情報の取扱いに関する苦情の円滑な処理に関する事項 

八 その他個人情報の保護に関する施策の推進に関する重要事項 

3 内閣総理大臣は、個人情報保護委員会が作成した基本方針の案について閣議の決定を求

めなければならない。 

4 内閣総理大臣は、前項の規定による閣議の決定があったときは、遅滞なく、基本方針を

公表しなければならない。 

5 前二項の規定は、基本方針の変更について準用する。 

(平一五法一一九・平二一法四九・平二七法六五・令二法四四・令三法三七・一部

改正) 

第二節 国の施策 

(国の機関等が保有する個人情報の保護) 

第八条 国は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を

講ずるものとする。 

2 国は、独立行政法人等について、その保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよ

う必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・追加) 

(地方公共団体等への支援) 

第九条 国は、地方公共団体が策定し、又は実施する個人情報の保護に関する施策及び国民

又は事業者等が個人情報の適正な取扱いの確保に関して行う活動を支援するため、情報の

提供、地方公共団体又は事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針

の策定その他の必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・旧第八条繰下・一部改正) 

(苦情処理のための措置) 

第十条 国は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情の適切かつ迅速な

処理を図るために必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・旧第九条繰下) 

(個人情報の適正な取扱いを確保するための措置) 

第十一条 国は、地方公共団体との適切な役割分担を通じ、次章に規定する個人情報取扱事

業者による個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

2 国は、第五章に規定する地方公共団体及び地方独立行政法人による個人情報の適正な取
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扱いを確保するために必要な措置を講ずるものとする。 

(令三法三七・旧第十条繰下・一部改正) 

第三節 地方公共団体の施策 

(地方公共団体の機関等が保有する個人情報の保護) 

第十二条 地方公共団体は、その機関が保有する個人情報の適正な取扱いが確保されるよう

必要な措置を講ずるものとする。 

2 地方公共団体は、その設立に係る地方独立行政法人について、その保有する個人情報の

適正な取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずるものとする。 

(平一五法一一九・一部改正、令三法三七・旧第十一条繰下・一部改正) 

(区域内の事業者等への支援) 

第十三条 地方公共団体は、個人情報の適正な取扱いを確保するため、その区域内の事業者

及び住民に対する支援に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。 

(令三法三七・旧第十二条繰下) 

(苦情の処理のあっせん等) 

第十四条 地方公共団体は、個人情報の取扱いに関し事業者と本人との間に生じた苦情が適

切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ず

るよう努めなければならない。 

(令三法三七・旧第十三条繰下) 

第四節 国及び地方公共団体の協力 

第十五条 国及び地方公共団体は、個人情報の保護に関する施策を講ずるにつき、相協力す

るものとする。 

(令三法三七・旧第十四条繰下) 

第四章 個人情報取扱事業者等の義務等 

(令三法三七・改称) 

第一節 総則 

(令三法三七・追加) 

(定義) 

第十六条 この章及び第八章において「個人情報データベース等」とは、個人情報を含む情

報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれ

が少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。 

一 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成し
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たもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系

的に構成したものとして政令で定めるもの 

2 この章及び第六章から第八章までにおいて「個人情報取扱事業者」とは、個人情報デー

タベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 

一 国の機関 

二 地方公共団体 

三 独立行政法人等 

四 地方独立行政法人 

3 この章において「個人データ」とは、個人情報データベース等を構成する個人情報をい

う。 

4 この章において「保有個人データ」とは、個人情報取扱事業者が、開示、内容の訂正、

追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有

する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害され

るものとして政令で定めるもの以外のものをいう。 

5 この章、第六章及び第七章において「仮名加工情報取扱事業者」とは、仮名加工情報を

含む情報の集合物であって、特定の仮名加工情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したものその他特定の仮名加工情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十一条第一項において

「仮名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、

第二項各号に掲げる者を除く。 

6 この章、第六章及び第七章において「匿名加工情報取扱事業者」とは、匿名加工情報を

含む情報の集合物であって、特定の匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したものその他特定の匿名加工情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第四十三条第一項において

「匿名加工情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、

第二項各号に掲げる者を除く。 

7 この章、第六章及び第七章において「個人関連情報取扱事業者」とは、個人関連情報を

含む情報の集合物であって、特定の個人関連情報を電子計算機を用いて検索することがで

きるように体系的に構成したものその他特定の個人関連情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの(第三十一条第一項において
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「個人関連情報データベース等」という。)を事業の用に供している者をいう。ただし、

第二項各号に掲げる者を除く。 

8 この章において「学術研究機関等」とは、大学その他の学術研究を目的とする機関若し

くは団体又はそれらに属する者をいう。 

(令三法三七・追加) 

第二節 個人情報取扱事業者及び個人関連情報取扱事業者の義務 

(令二法四四・改称、令三法三七・旧第一節繰下・改称) 

(利用目的の特定) 

第十七条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以

下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。 

2 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と関連性を有

すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

(平二七法六五・一部改正、令三法三七・旧第十五条繰下) 

(利用目的による制限) 

第十八条 個人情報取扱事業者は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前条の規定により特

定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。 

2 個人情報取扱事業者は、合併その他の事由により他の個人情報取扱事業者から事業を承

継することに伴って個人情報を取得した場合は、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継

前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱

ってはならない。 

3 前二項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 法令(条例を含む。以下この章において同じ。)に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人情報を学術

研究の用に供する目的(以下この章において「学術研究目的」という。)で取り扱う必要
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があるとき(当該個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個

人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 

六 学術研究機関等に個人データを提供する場合であって、当該学術研究機関等が当該個

人データを学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の

一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある

場合を除く。)。 

(令三法三七・旧第十六条繰下・一部改正) 

(不適正な利用の禁止) 

第十九条 個人情報取扱事業者は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがあ

る方法により個人情報を利用してはならない。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第十六条の二繰下) 

(適正な取得) 

第二十条 個人情報取扱事業者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはなら

ない。 

2 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、

要配慮個人情報を取得してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該要配慮個人情報

を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部

が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合

を除く。)。 

六 学術研究機関等から当該要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情

報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一

部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場
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合を除く。)(当該個人情報取扱事業者と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う

場合に限る。)。 

七 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、第五十七

条第一項各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されて

いる場合 

八 その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令で定める場合 

(平二七法六五・一部改正、令三法三七・旧第十七条繰下・一部改正) 

(取得に際しての利用目的の通知等) 

第二十一条 個人情報取扱事業者は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的

を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を、本人に通知し、又は公表しなけ

ればならない。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに

伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された

当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個

人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければなら

ない。ただし、人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限

りでない。 

3 個人情報取扱事業者は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本

人に通知し、又は公表しなければならない。 

4 前三項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。 

一 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財

産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該個人情報取扱事業者の権利又

は正当な利益を害するおそれがある場合 

三 国の機関又は地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必

要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、又は公表することにより当該事務の

遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合 

(平二七法六五・一部改正、令三法三七・旧第十八条繰下) 

(データ内容の正確性の確保等) 

第二十二条 個人情報取扱事業者は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データ
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を正確かつ最新の内容に保つとともに、利用する必要がなくなったときは、当該個人デー

タを遅滞なく消去するよう努めなければならない。 

(平二七法六五・一部改正、令三法三七・旧第十九条繰下) 

(安全管理措置) 

第二十三条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又は毀損の防

止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

(令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十条繰下) 

(従業者の監督) 

第二十四条 個人情報取扱事業者は、その従業者に個人データを取り扱わせるに当たっては、

当該個人データの安全管理が図られるよう、当該従業者に対する必要かつ適切な監督を行

わなければならない。 

(令三法三七・旧第二十一条繰下) 

(委託先の監督) 

第二十五条 個人情報取扱事業者は、個人データの取扱いの全部又は一部を委託する場合は、

その取扱いを委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する

必要かつ適切な監督を行わなければならない。 

(令三法三七・旧第二十二条繰下) 

(漏えい等の報告等) 

第二十六条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失、毀損その他

の個人データの安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きい

ものとして個人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければな

らない。ただし、当該個人情報取扱事業者が、他の個人情報取扱事業者又は行政機関等か

ら当該個人データの取扱いの全部又は一部の委託を受けた場合であって、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、当該事態が生じた旨を当該他の個人情報取扱事業者又は

行政機関等に通知したときは、この限りでない。 

2 前項に規定する場合には、個人情報取扱事業者(同項ただし書の規定による通知をした者

を除く。)は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該事態が

生じた旨を通知しなければならない。ただし、本人への通知が困難な場合であって、本人

の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第二十二条の二繰下・一部改正) 
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(第三者提供の制限) 

第二十七条 個人情報取扱事業者は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を

得ないで、個人データを第三者に提供してはならない。 

一 法令に基づく場合 

二 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得る

ことが困難であるとき。 

三 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、

本人の同意を得ることが困難であるとき。 

四 国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行

することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該

事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

五 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データの提

供が学術研究の成果の公表又は教授のためやむを得ないとき(個人の権利利益を不当に

侵害するおそれがある場合を除く。)。 

六 当該個人情報取扱事業者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学

術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除

く。)(当該個人情報取扱事業者と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。 

七 当該第三者が学術研究機関等である場合であって、当該第三者が当該個人データを学

術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該個人データを取り扱う目的の一部が学術研

究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。 

2 個人情報取扱事業者は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて

当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であ

って、次に掲げる事項について、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらか

じめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置くとともに、個人情報保護委員

会に届け出たときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供すること

ができる。ただし、第三者に提供される個人データが要配慮個人情報又は第二十条第一項

の規定に違反して取得されたもの若しくは他の個人情報取扱事業者からこの項本文の規

定により提供されたもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)である

場合は、この限りでない。 

一 第三者への提供を行う個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあ
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っては、その代表者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、

その代表者又は管理人。以下この条、第三十条第一項第一号及び第三十二条第一項第一

号において同じ。)の氏名 

二 第三者への提供を利用目的とすること。 

三 第三者に提供される個人データの項目 

四 第三者に提供される個人データの取得の方法 

五 第三者への提供の方法 

六 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止する

こと。 

七 本人の求めを受け付ける方法 

八 その他個人の権利利益を保護するために必要なものとして個人情報保護委員会規則

で定める事項 

3 個人情報取扱事業者は、前項第一号に掲げる事項に変更があったとき又は同項の規定に

よる個人データの提供をやめたときは遅滞なく、同項第三号から第五号まで、第七号又は

第八号に掲げる事項を変更しようとするときはあらかじめ、その旨について、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

くとともに、個人情報保護委員会に届け出なければならない。 

4 個人情報保護委員会は、第二項の規定による届出があったときは、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、当該届出に係る事項を公表しなければならない。前項の規定

による届出があったときも、同様とする。 

5 次に掲げる場合において、当該個人データの提供を受ける者は、前各項の規定の適用に

ついては、第三者に該当しないものとする。 

一 個人情報取扱事業者が利用目的の達成に必要な範囲内において個人データの取扱い

の全部又は一部を委託することに伴って当該個人データが提供される場合 

二 合併その他の事由による事業の承継に伴って個人データが提供される場合 

三 特定の者との間で共同して利用される個人データが当該特定の者に提供される場合

であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の

範囲、利用する者の利用目的並びに当該個人データの管理について責任を有する者の氏

名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名について、あらかじめ、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているとき。 

6 個人情報取扱事業者は、前項第三号に規定する個人データの管理について責任を有する
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者の氏名、名称若しくは住所又は法人にあっては、その代表者の氏名に変更があったとき

は遅滞なく、同号に規定する利用する者の利用目的又は当該責任を有する者を変更しよう

とするときはあらかじめ、その旨について、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置かなければならない。 

(平二七法六五・令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十三条繰下・一部改

正) 

(外国にある第三者への提供の制限) 

第二十八条 個人情報取扱事業者は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この

条及び第三十一条第一項第二号において同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と

同等の水準にあると認められる個人情報の保護に関する制度を有している外国として個

人情報保護委員会規則で定めるものを除く。以下この条及び同号において同じ。)にある

第三者(個人データの取扱いについてこの節の規定により個人情報取扱事業者が講ずべき

こととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)を継続的に

講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合する体制を

整備している者を除く。以下この項及び次項並びに同号において同じ。)に個人データを

提供する場合には、前条第一項各号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三

者への提供を認める旨の本人の同意を得なければならない。この場合においては、同条の

規定は、適用しない。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護

に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考と

なるべき情報を当該本人に提供しなければならない。 

3 個人情報取扱事業者は、個人データを外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備し

ている者に限る。)に提供した場合には、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、

当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講ずるととも

に、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなければならな

い。 

(平二七法六五・追加、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十四条繰下・

一部改正) 

(第三者提供に係る記録の作成等) 

第二十九条 個人情報取扱事業者は、個人データを第三者(第十六条第二項各号に掲げる者
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を除く。以下この条及び次条(第三十一条第三項において読み替えて準用する場合を含

む。)において同じ。)に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、

当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名又は名称その他の個人情報保護委員

会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの

提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人デ

ータの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)に該当する場合は、この限り

でない。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会

規則で定める期間保存しなければならない。 

(平二七法六五・追加、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十五条繰下・

一部改正) 

(第三者提供を受ける際の確認等) 

第三十条 個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければならな

い。ただし、当該個人データの提供が第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれかに

該当する場合は、この限りでない。 

一 当該第三者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 

二 当該第三者による当該個人データの取得の経緯 

2 前項の第三者は、個人情報取扱事業者が同項の規定による確認を行う場合において、当

該個人情報取扱事業者に対して、当該確認に係る事項を偽ってはならない。 

3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による確認を行ったときは、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項

その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。 

4 個人情報取扱事業者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会

規則で定める期間保存しなければならない。 

(平二七法六五・追加、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第二十六条繰下・

一部改正) 

(個人関連情報の第三者提供の制限等) 

第三十一条 個人関連情報取扱事業者は、第三者が個人関連情報(個人関連情報データベー

ス等を構成するものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を個人データとして

取得することが想定されるときは、第二十七条第一項各号に掲げる場合を除くほか、次に
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掲げる事項について、あらかじめ個人情報保護委員会規則で定めるところにより確認する

ことをしないで、当該個人関連情報を当該第三者に提供してはならない。 

一 当該第三者が個人関連情報取扱事業者から個人関連情報の提供を受けて本人が識別

される個人データとして取得することを認める旨の当該本人の同意が得られているこ

と。 

二 外国にある第三者への提供にあっては、前号の本人の同意を得ようとする場合におい

て、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個

人情報の保護に関する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当

該本人に参考となるべき情報が当該本人に提供されていること。 

2 第二十八条第三項の規定は、前項の規定により個人関連情報取扱事業者が個人関連情報

を提供する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「講ずるとともに、

本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供し」とあるのは、「講

じ」と読み替えるものとする。 

3 前条第二項から第四項までの規定は、第一項の規定により個人関連情報取扱事業者が確

認する場合について準用する。この場合において、同条第三項中「の提供を受けた」とあ

るのは、「を提供した」と読み替えるものとする。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第二十六条の二繰下・一部改正) 

(保有個人データに関する事項の公表等) 

第三十二条 個人情報取扱事業者は、保有個人データに関し、次に掲げる事項について、本

人の知り得る状態(本人の求めに応じて遅滞なく回答する場合を含む。)に置かなければな

らない。 

一 当該個人情報取扱事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者

の氏名 

二 全ての保有個人データの利用目的(第二十一条第四項第一号から第三号までに該当す

る場合を除く。) 

三 次項の規定による求め又は次条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)、

第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定による請求

に応じる手続(第三十八条第二項の規定により手数料の額を定めたときは、その手数料

の額を含む。) 

四 前三号に掲げるもののほか、保有個人データの適正な取扱いの確保に関し必要な事項

として政令で定めるもの 
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2 個人情報取扱事業者は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの利用目的の

通知を求められたときは、本人に対し、遅滞なく、これを通知しなければならない。ただ

し、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

一 前項の規定により当該本人が識別される保有個人データの利用目的が明らかな場合 

二 第二十一条第四項第一号から第三号までに該当する場合 

3 個人情報取扱事業者は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの利用目的を通

知しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな

い。 

(平二七法六五・旧第二十四条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第二十七条繰下・一部改正) 

(開示) 

第三十三条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの

電磁的記録の提供による方法その他の個人情報保護委員会規則で定める方法による開示

を請求することができる。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けたときは、本人に対し、同項の規

定により当該本人が請求した方法(当該方法による開示に多額の費用を要する場合その他

の当該方法による開示が困難である場合にあっては、書面の交付による方法)により、遅

滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次

の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。 

一 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合 

二 当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場

合 

三 他の法令に違反することとなる場合 

3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの全部若しくは

一部について開示しない旨の決定をしたとき、当該保有個人データが存在しないとき、又

は同項の規定により本人が請求した方法による開示が困難であるときは、本人に対し、遅

滞なく、その旨を通知しなければならない。 

4 他の法令の規定により、本人に対し第二項本文に規定する方法に相当する方法により当

該本人が識別される保有個人データの全部又は一部を開示することとされている場合に

は、当該全部又は一部の保有個人データについては、第一項及び第二項の規定は、適用し

ない。 
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5 第一項から第三項までの規定は、当該本人が識別される個人データに係る第二十九条第

一項及び第三十条第三項の記録(その存否が明らかになることにより公益その他の利益が

害されるものとして政令で定めるものを除く。第三十七条第二項において「第三者提供記

録」という。)について準用する。 

(平二七法六五・旧第二十五条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第二十八条繰下・一部改正) 

(訂正等) 

第三十四条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データの

内容が事実でないときは、当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条

において「訂正等」という。)を請求することができる。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合には、その内容の訂正等に

関して他の法令の規定により特別の手続が定められている場合を除き、利用目的の達成に

必要な範囲内において、遅滞なく必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人デ

ータの内容の訂正等を行わなければならない。 

3 個人情報取扱事業者は、第一項の規定による請求に係る保有個人データの内容の全部若

しくは一部について訂正等を行ったとき、又は訂正等を行わない旨の決定をしたときは、

本人に対し、遅滞なく、その旨(訂正等を行ったときは、その内容を含む。)を通知しなけ

ればならない。 

(平二七法六五・旧第二十六条繰下・一部改正、令三法三七・旧第二十九条繰下) 

(利用停止等) 

第三十五条 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが

第十八条若しくは第十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定

に違反して取得されたものであるときは、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以

下この条において「利用停止等」という。)を請求することができる。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由

があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有

個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、当該保有個人データの利用停

止等に多額の費用を要する場合その他の利用停止等を行うことが困難な場合であって、本

人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

3 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データが第二十七

条第一項又は第二十八条の規定に違反して第三者に提供されているときは、当該保有個人
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データの第三者への提供の停止を請求することができる。 

4 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由

があることが判明したときは、遅滞なく、当該保有個人データの第三者への提供を停止し

なければならない。ただし、当該保有個人データの第三者への提供の停止に多額の費用を

要する場合その他の第三者への提供を停止することが困難な場合であって、本人の権利利

益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。 

5 本人は、個人情報取扱事業者に対し、当該本人が識別される保有個人データを当該個人

情報取扱事業者が利用する必要がなくなった場合、当該本人が識別される保有個人データ

に係る第二十六条第一項本文に規定する事態が生じた場合その他当該本人が識別される

保有個人データの取扱いにより当該本人の権利又は正当な利益が害されるおそれがある

場合には、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を請求することが

できる。 

6 個人情報取扱事業者は、前項の規定による請求を受けた場合であって、その請求に理由

があることが判明したときは、本人の権利利益の侵害を防止するために必要な限度で、遅

滞なく、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止を行わなければなら

ない。ただし、当該保有個人データの利用停止等又は第三者への提供の停止に多額の費用

を要する場合その他の利用停止等又は第三者への提供の停止を行うことが困難な場合で

あって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この

限りでない。 

7 個人情報取扱事業者は、第一項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データ

の全部若しくは一部について利用停止等を行ったとき若しくは利用停止等を行わない旨

の決定をしたとき、又は第三項若しくは第五項の規定による請求に係る保有個人データの

全部若しくは一部について第三者への提供を停止したとき若しくは第三者への提供を停

止しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならな

い。 

(平二七法六五・旧第二十七条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第三十条繰下・一部改正) 

(理由の説明) 

第三十六条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第三項、第三十三条第三項(同条第五項に

おいて準用する場合を含む。)、第三十四条第三項又は前条第七項の規定により、本人か

ら求められ、又は請求された措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知
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する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合には、本人に対し、その理由

を説明するよう努めなければならない。 

(平二七法六五・旧第二十八条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第三十一条繰下・一部改正) 

(開示等の請求等に応じる手続) 

第三十七条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による求め又は第三十三条第

一項(同条第五項において準用する場合を含む。次条第一項及び第三十九条において同

じ。)、第三十四条第一項若しくは第三十五条第一項、第三項若しくは第五項の規定によ

る請求(以下この条及び第五十四条第一項において「開示等の請求等」という。)に関し、

政令で定めるところにより、その求め又は請求を受け付ける方法を定めることができる。

この場合において、本人は、当該方法に従って、開示等の請求等を行わなければならない。 

2 個人情報取扱事業者は、本人に対し、開示等の請求等に関し、その対象となる保有個人

データ又は第三者提供記録を特定するに足りる事項の提示を求めることができる。この場

合において、個人情報取扱事業者は、本人が容易かつ的確に開示等の請求等をすることが

できるよう、当該保有個人データ又は当該第三者提供記録の特定に資する情報の提供その

他本人の利便を考慮した適切な措置をとらなければならない。 

3 開示等の請求等は、政令で定めるところにより、代理人によってすることができる。 

4 個人情報取扱事業者は、前三項の規定に基づき開示等の請求等に応じる手続を定めるに

当たっては、本人に過重な負担を課するものとならないよう配慮しなければならない。 

(平二七法六五・旧第二十九条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第三十二条繰下・一部改正) 

(手数料) 

第三十八条 個人情報取扱事業者は、第三十二条第二項の規定による利用目的の通知を求め

られたとき又は第三十三条第一項の規定による開示の請求を受けたときは、当該措置の実

施に関し、手数料を徴収することができる。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定により手数料を徴収する場合は、実費を勘案して合

理的であると認められる範囲内において、その手数料の額を定めなければならない。 

(平二七法六五・旧第三十条繰下・一部改正、令三法三七・旧第三十三条繰下・一

部改正) 

(事前の請求) 

第三十九条 本人は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項
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若しくは第五項の規定による請求に係る訴えを提起しようとするときは、その訴えの被告

となるべき者に対し、あらかじめ、当該請求を行い、かつ、その到達した日から二週間を

経過した後でなければ、その訴えを提起することができない。ただし、当該訴えの被告と

なるべき者がその請求を拒んだときは、この限りでない。 

2 前項の請求は、その請求が通常到達すべきであった時に、到達したものとみなす。 

3 前二項の規定は、第三十三条第一項、第三十四条第一項又は第三十五条第一項、第三項

若しくは第五項の規定による請求に係る仮処分命令の申立てについて準用する。 

(平二七法六五・追加、令二法四四・一部改正、令三法三七・旧第三十四条繰下・

一部改正) 

(個人情報取扱事業者による苦情の処理) 

第四十条 個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に

努めなければならない。 

2 個人情報取扱事業者は、前項の目的を達成するために必要な体制の整備に努めなければ

ならない。 

(平二七法六五・旧第三十一条繰下、令三法三七・旧第三十五条繰下) 

第三節 仮名加工情報取扱事業者等の義務 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第二節繰下) 

(仮名加工情報の作成等) 

第四十一条 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報(仮名加工情報データベース等を構成す

るものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、他の情報と照

合しない限り特定の個人を識別することができないようにするために必要なものとして

個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、個人情報を加工しなければならない。 

2 個人情報取扱事業者は、仮名加工情報を作成したとき、又は仮名加工情報及び当該仮名

加工情報に係る削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記

述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。

以下この条及び次条第三項において読み替えて準用する第七項において同じ。)を取得し

たときは、削除情報等の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規

則で定める基準に従い、削除情報等の安全管理のための措置を講じなければならない。 

3 仮名加工情報取扱事業者(個人情報取扱事業者である者に限る。以下この条において同

じ。)は、第十八条の規定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、第十七条第一項

の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、仮名加工情報(個人情報
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であるものに限る。以下この条において同じ。)を取り扱ってはならない。 

4 仮名加工情報についての第二十一条の規定の適用については、同条第一項及び第三項中

「、本人に通知し、又は公表し」とあるのは「公表し」と、同条第四項第一号から第三号

までの規定中「本人に通知し、又は公表する」とあるのは「公表する」とする。 

5 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報である個人データ及び削除情報等を利用する

必要がなくなったときは、当該個人データ及び削除情報等を遅滞なく消去するよう努めな

ければならない。この場合においては、第二十二条の規定は、適用しない。 

6 仮名加工情報取扱事業者は、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十八条第一項の規

定にかかわらず、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報である個人データを第三者

に提供してはならない。この場合において、第二十七条第五項中「前各項」とあるのは「第

四十一条第六項」と、同項第三号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に

置いて」とあるのは「公表して」と、同条第六項中「、本人に通知し、又は本人が容易に

知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなければ」と、第二十九条第一項ただ

し書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか(前条第一項の規定による個人

データの提供にあっては、第二十七条第一項各号のいずれか)」とあり、及び第三十条第

一項ただし書中「第二十七条第一項各号又は第五項各号のいずれか」とあるのは「法令に

基づく場合又は第二十七条第五項各号のいずれか」とする。 

7 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報

の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該仮名加工情報を他の情報

と照合してはならない。 

8 仮名加工情報取扱事業者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、電話をかけ、郵便

若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条

第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者に

よる同条第二項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しく

は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法

であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪

問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

9 仮名加工情報、仮名加工情報である個人データ及び仮名加工情報である保有個人データ

については、第十七条第二項、第二十六条及び第三十二条から第三十九条までの規定は、

適用しない。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第三十五条の二繰下・一部改正) 
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(仮名加工情報の第三者提供の制限等) 

第四十二条 仮名加工情報取扱事業者は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個

人情報であるものを除く。次項及び第三項において同じ。)を第三者に提供してはならな

い。 

2 第二十七条第五項及び第六項の規定は、仮名加工情報の提供を受ける者について準用す

る。この場合において、同条第五項中「前各項」とあるのは「第四十二条第一項」と、同

項第一号中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、同項第三

号中「、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いて」とあるのは「公表して」

と、同条第六項中「個人情報取扱事業者」とあるのは「仮名加工情報取扱事業者」と、「、

本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければ」とあるのは「公表しなけ

れば」と読み替えるものとする。 

3 第二十三条から第二十五条まで、第四十条並びに前条第七項及び第八項の規定は、仮名

加工情報取扱事業者による仮名加工情報の取扱いについて準用する。この場合において、

第二十三条中「漏えい、滅失又は毀損」とあるのは「漏えい」と、前条第七項中「ために、」

とあるのは「ために、削除情報等を取得し、又は」と読み替えるものとする。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第三十五条の三繰下・一部改正) 

第四節 匿名加工情報取扱事業者等の義務 

(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第二節繰下、令三法三七・旧第三節繰下) 

(匿名加工情報の作成等) 

第四十三条 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報(匿名加工情報データベース等を構成す

るものに限る。以下この章及び第六章において同じ。)を作成するときは、特定の個人を

識別すること及びその作成に用いる個人情報を復元することができないようにするため

に必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、当該個人情報を加工し

なければならない。 

2 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、その作成に用いた個人情報か

ら削除した記述等及び個人識別符号並びに前項の規定により行った加工の方法に関する

情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準

に従い、これらの情報の安全管理のための措置を講じなければならない。 

3 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、個人情報保護委員会規則で定

めるところにより、当該匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目を公表しなけれ

ばならない。 
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4 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して当該匿名加工情報を第三者に提供する

ときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供され

る匿名加工情報に含まれる個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表す

るとともに、当該第三者に対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示し

なければならない。 

5 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成して自ら当該匿名加工情報を取り扱うに当

たっては、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、

当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

6 個人情報取扱事業者は、匿名加工情報を作成したときは、当該匿名加工情報の安全管理

のために必要かつ適切な措置、当該匿名加工情報の作成その他の取扱いに関する苦情の処

理その他の当該匿名加工情報の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、か

つ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第三十六条繰下・一部改正) 

(匿名加工情報の提供) 

第四十四条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報(自ら個人情報を加工して作成した

ものを除く。以下この節において同じ。)を第三者に提供するときは、個人情報保護委員

会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれる

個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に対

して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第三十七条繰下) 

(識別行為の禁止) 

第四十五条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、当該匿名

加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削

除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項若しくは第百十六条第

一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により行われた加工の方法に関す

る情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

(平二七法六五・追加、平二八法五一・一部改正、令三法三七・旧第三十八条繰下・

一部改正) 

(安全管理措置等) 

第四十六条 匿名加工情報取扱事業者は、匿名加工情報の安全管理のために必要かつ適切な

措置、匿名加工情報の取扱いに関する苦情の処理その他の匿名加工情報の適正な取扱いを
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確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなけれ

ばならない。 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第三十九条繰下) 

第五節 民間団体による個人情報の保護の推進 

(平二七法六五・旧第二節繰下、令二法四四・旧第四節繰下) 

(認定) 

第四十七条 個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者

(以下この章において「個人情報取扱事業者等」という。)の個人情報、仮名加工情報又は

匿名加工情報(以下この章において「個人情報等」という。)の適正な取扱いの確保を目的

として次に掲げる業務を行おうとする法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めの

あるものを含む。次条第三号ロにおいて同じ。)は、個人情報保護委員会の認定を受ける

ことができる。 

一 業務の対象となる個人情報取扱事業者等(以下この節において「対象事業者」という。)

の個人情報等の取扱いに関する第五十三条の規定による苦情の処理 

二 個人情報等の適正な取扱いの確保に寄与する事項についての対象事業者に対する情

報の提供 

三 前二号に掲げるもののほか、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保に関し必

要な業務 

2 前項の認定は、対象とする個人情報取扱事業者等の事業の種類その他の業務の範囲を限

定して行うことができる。 

3 第一項の認定を受けようとする者は、政令で定めるところにより、個人情報保護委員会

に申請しなければならない。 

4 個人情報保護委員会は、第一項の認定をしたときは、その旨(第二項の規定により業務の

範囲を限定する認定にあっては、その認定に係る業務の範囲を含む。)を公示しなければ

ならない。 

(平二七法六五・旧第三十七条繰下・一部改正、令二法四四・令三法三七・一部改

正) 

(欠格条項) 

第四十八条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の認定を受けることができな

い。 

一 この法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがな
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くなった日から二年を経過しない者 

二 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消され、その取消しの日から二年を経過

しない者 

三 その業務を行う役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものの代表者

又は管理人を含む。以下この条において同じ。)のうちに、次のいずれかに該当する者

があるもの 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終

わり、又は執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 

ロ 第百五十五条第一項の規定により認定を取り消された法人において、その取消しの

日前三十日以内にその役員であった者でその取消しの日から二年を経過しない者 

(平二七法六五・旧第三十八条繰下・一部改正、令三法三七・一部改正) 

(認定の基準) 

第四十九条 個人情報保護委員会は、第四十七条第一項の認定の申請が次の各号のいずれに

も適合していると認めるときでなければ、その認定をしてはならない。 

一 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方

法が定められているものであること。 

二 第四十七条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並

びに経理的基礎を有するものであること。 

三 第四十七条第一項各号に掲げる業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行

うことによって同項各号に掲げる業務が不公正になるおそれがないものであること。 

(平二七法六五・旧第三十九条繰下・一部改正) 

(変更の認定等) 

第五十条 第四十七条第一項の認定(同条第二項の規定により業務の範囲を限定する認定を

含む。次条第一項及び第百五十五条第一項第五号において同じ。)を受けた者は、その認

定に係る業務の範囲を変更しようとするときは、個人情報保護委員会の認定を受けなけれ

ばならない。ただし、個人情報保護委員会規則で定める軽微な変更については、この限り

でない。 

2 第四十七条第三項及び第四項並びに前条の規定は、前項の変更の認定について準用する。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第四十九条の二繰下・一部改正) 

(廃止の届出) 

第五十一条 第四十七条第一項の認定(前条第一項の変更の認定を含む。)を受けた者(以下こ
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の節及び第六章において「認定個人情報保護団体」という。)は、その認定に係る業務(以

下この節及び第六章において「認定業務」という。)を廃止しようとするときは、政令で

定めるところにより、あらかじめ、その旨を個人情報保護委員会に届け出なければならな

い。 

2 個人情報保護委員会は、前項の規定による届出があったときは、その旨を公示しなけれ

ばならない。 

(平二七法六五・旧第四十条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三七・

旧第五十条繰下・一部改正) 

(対象事業者) 

第五十二条 認定個人情報保護団体は、認定業務の対象となることについて同意を得た個人

情報取扱事業者等を対象事業者としなければならない。この場合において、第五十四条第

四項の規定による措置をとったにもかかわらず、対象事業者が同条第一項に規定する個人

情報保護指針を遵守しないときは、当該対象事業者を認定業務の対象から除外することが

できる。 

2 認定個人情報保護団体は、対象事業者の氏名又は名称を公表しなければならない。 

(平二七法六五・旧第四十一条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第五十一条繰下・一部改正) 

(苦情の処理) 

第五十三条 認定個人情報保護団体は、本人その他の関係者から対象事業者の個人情報等の

取扱いに関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要

な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該対象事業者に対し、その苦情

の内容を通知してその迅速な解決を求めなければならない。 

2 認定個人情報保護団体は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めると

きは、当該対象事業者に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求

めることができる。 

3 対象事業者は、認定個人情報保護団体から前項の規定による求めがあったときは、正当

な理由がないのに、これを拒んではならない。 

(平二七法六五・旧第四十二条繰下・一部改正、令三法三七・旧第五十二条繰下) 

(個人情報保護指針) 

第五十四条 認定個人情報保護団体は、対象事業者の個人情報等の適正な取扱いの確保のた

めに、個人情報に係る利用目的の特定、安全管理のための措置、開示等の請求等に応じる
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手続その他の事項又は仮名加工情報若しくは匿名加工情報に係る作成の方法、その情報の

安全管理のための措置その他の事項に関し、消費者の意見を代表する者その他の関係者の

意見を聴いて、この法律の規定の趣旨に沿った指針(以下この節及び第六章において「個

人情報保護指針」という。)を作成するよう努めなければならない。 

2 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針を作成したときは、個人

情報保護委員会規則で定めるところにより、遅滞なく、当該個人情報保護指針を個人情報

保護委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。 

3 個人情報保護委員会は、前項の規定による個人情報保護指針の届出があったときは、個

人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人情報保護指針を公表しなければな

らない。 

4 認定個人情報保護団体は、前項の規定により個人情報保護指針が公表されたときは、対

象事業者に対し、当該個人情報保護指針を遵守させるため必要な指導、勧告その他の措置

をとらなければならない。 

(平二七法六五・旧第四十三条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令三法三

七・旧第五十三条繰下・一部改正) 

(目的外利用の禁止) 

第五十五条 認定個人情報保護団体は、認定業務の実施に際して知り得た情報を認定業務の

用に供する目的以外に利用してはならない。 

(平二七法六五・旧第四十四条繰下、令三法三七・旧第五十四条繰下) 

(名称の使用制限) 

第五十六条 認定個人情報保護団体でない者は、認定個人情報保護団体という名称又はこれ

に紛らわしい名称を用いてはならない。 

(平二七法六五・旧第四十五条繰下、令三法三七・旧第五十五条繰下) 

第六節 雑則 

(令三法三七・節名追加) 

(適用除外) 

第五十七条 個人情報取扱事業者等及び個人関連情報取扱事業者のうち次の各号に掲げる

者については、その個人情報等及び個人関連情報を取り扱う目的の全部又は一部がそれぞ

れ当該各号に規定する目的であるときは、この章の規定は、適用しない。 

一 放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関(報道を業として行う個人を含む。) 報

道の用に供する目的 
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二 著述を業として行う者 著述の用に供する目的 

三 宗教団体 宗教活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 

四 政治団体 政治活動(これに付随する活動を含む。)の用に供する目的 

2 前項第一号に規定する「報道」とは、不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実と

して知らせること(これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。)をいう。 

3 第一項各号に掲げる個人情報取扱事業者等は、個人データ、仮名加工情報又は匿名加工

情報の安全管理のために必要かつ適切な措置、個人情報等の取扱いに関する苦情の処理そ

の他の個人情報等の適正な取扱いを確保するために必要な措置を自ら講じ、かつ、当該措

置の内容を公表するよう努めなければならない。 

(令三法三七・全改) 

(適用の特例) 

第五十八条 個人情報取扱事業者又は匿名加工情報取扱事業者のうち次に掲げる者につい

ては、第三十二条から第三十九条まで及び第四節の規定は、適用しない。 

一 別表第二に掲げる法人 

二 地方独立行政法人のうち地方独立行政法人法第二十一条第一号に掲げる業務を主た

る目的とするもの又は同条第二号若しくは第三号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務

を目的とするもの 

2 次の各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個人情報、仮名加工情報又は

個人関連情報の取扱いについては、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者又は個

人関連情報取扱事業者による個人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いとみなし

て、この章(第三十二条から第三十九条まで及び第四節を除く。)及び第六章から第八章ま

での規定を適用する。 

一 地方公共団体の機関 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規

定する病院(次号において「病院」という。)及び同条第二項に規定する診療所並びに学

校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学の運営 

二 独立行政法人労働者健康安全機構 病院の運営 

(令三法三七・全改・一部改正) 

(学術研究機関等の責務) 

第五十九条 個人情報取扱事業者である学術研究機関等は、学術研究目的で行う個人情報の

取扱いについて、この法律の規定を遵守するとともに、その適正を確保するために必要な

措置を自ら講じ、かつ、当該措置の内容を公表するよう努めなければならない。 
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(令三法三七・追加) 

第五章 行政機関等の義務等 

(令三法三七・追加) 

第一節 総則 

(令三法三七・追加) 

(定義) 

第六十条 この章及び第八章において「保有個人情報」とは、行政機関等の職員(独立行政

法人等及び地方独立行政法人にあっては、その役員を含む。以下この章及び第八章におい

て同じ。)が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該行政機関等の職員が組

織的に利用するものとして、当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし、行政文

書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年法律第四十二号。以下この章

において「行政機関情報公開法」という。)第二条第二項に規定する行政文書をいう。)、

法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十

号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第二条第二項に規定す

る法人文書(同項第四号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地

方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画

及び電磁的記録であって、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的

に用いるものとして、当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの

(行政機関情報公開法第二条第二項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定める

ものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されている

ものに限る。 

2 この章及び第八章において「個人情報ファイル」とは、保有個人情報を含む情報の集合

物であって、次に掲げるものをいう。 

一 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索

することができるように体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、一定の事務の目的を達成するために氏名、生年月日、その

他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に

構成したもの 

3 この章において「行政機関等匿名加工情報」とは、次の各号のいずれにも該当する個人

情報ファイルを構成する保有個人情報の全部又は一部(これらの一部に行政機関情報公開

法第五条に規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に
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規定する情報を含む。以下この項において同じ。)、独立行政法人等情報公開法第五条に

規定する不開示情報(同条第一号に掲げる情報を除き、同条第二号ただし書に規定する情

報を含む。)又は地方公共団体の情報公開条例(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人

の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める地方公共団体の条例をい

う。以下この章において同じ。)に規定する不開示情報(行政機関情報公開法第五条に規定

する不開示情報に相当するものをいう。)が含まれているときは、これらの不開示情報に

該当する部分を除く。)を加工して得られる匿名加工情報をいう。 

一 第七十五条第二項各号のいずれかに該当するもの又は同条第三項の規定により同条

第一項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととされるものでないこと。 

二 行政機関情報公開法第三条に規定する行政機関の長、独立行政法人等情報公開法第二

条第一項に規定する独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対し、

当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報が記録されている行政文書等の開示の

請求(行政機関情報公開法第三条、独立行政法人等情報公開法第三条又は情報公開条例

の規定による開示の請求をいう。)があったとしたならば、これらの者が次のいずれか

を行うこととなるものであること。 

イ 当該行政文書等に記録されている保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決

定をすること。 

ロ 行政機関情報公開法第十三条第一項若しくは第二項、独立行政法人等情報公開法第

十四条第一項若しくは第二項又は情報公開条例(行政機関情報公開法第十三条第一項

又は第二項の規定に相当する規定を設けているものに限る。)の規定により意見書の

提出の機会を与えること。 

三 行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営に支障のない範囲内で、第百十六条

第一項の基準に従い、当該個人情報ファイルを構成する保有個人情報を加工して匿名加

工情報を作成することができるものであること。 

4 この章において「行政機関等匿名加工情報ファイル」とは、行政機関等匿名加工情報を

含む情報の集合物であって、次に掲げるものをいう。 

一 特定の行政機関等匿名加工情報を電子計算機を用いて検索することができるように

体系的に構成したもの 

二 前号に掲げるもののほか、特定の行政機関等匿名加工情報を容易に検索することがで

きるように体系的に構成したものとして政令で定めるもの 

5 この章において「条例要配慮個人情報」とは、地方公共団体の機関又は地方独立行政法
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人が保有する個人情報(要配慮個人情報を除く。)のうち、地域の特性その他の事情に応じ

て、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配

慮を要するものとして地方公共団体が条例で定める記述等が含まれる個人情報をいう。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第二節 行政機関等における個人情報等の取扱い 

(令三法三七・追加) 

(個人情報の保有の制限等) 

第六十一条 行政機関等は、個人情報を保有するに当たっては、法令(条例を含む。第六十

六条第二項第三号及び第四号、第六十九条第二項第二号及び第三号並びに第四節において

同じ。)の定める所掌事務又は業務を遂行するため必要な場合に限り、かつ、その利用目

的をできる限り特定しなければならない。 

2 行政機関等は、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個

人情報を保有してはならない。 

3 行政機関等は、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有す

ると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(利用目的の明示) 

第六十二条 行政機関等は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人

の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利

用目的を明示しなければならない。 

一 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

二 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の

権利利益を害するおそれがあるとき。 

三 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又

は地方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあると

き。 

四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

(令三法三七・追加) 

(不適正な利用の禁止) 

第六十三条 行政機関の長(第二条第八項第四号及び第五号の政令で定める機関にあっては、

その機関ごとに政令で定める者をいう。以下この章及び第百七十四条において同じ。)、
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地方公共団体の機関、独立行政法人等及び地方独立行政法人(以下この章及び次章におい

て「行政機関の長等」という。)は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれ

がある方法により個人情報を利用してはならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(適正な取得) 

第六十四条 行政機関の長等は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならな

い。 

(令三法三七・追加) 

(正確性の確保) 

第六十五条 行政機関の長等は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又

は現在の事実と合致するよう努めなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(安全管理措置) 

第六十六条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の保有

個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

2 前項の規定は、次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情

報の取扱いについて準用する。 

一 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務 

二 指定管理者(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項に

規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第二百四十四条第一項に規定する公の施

設をいう。)の管理の業務 

三 第五十八条第一項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるも

の 

四 第五十八条第二項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う

業務であって政令で定めるもの 

五 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(二以上の段階にわたる委託を含

む。)を受けた者 当該委託を受けた業務 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(従事者の義務) 

第六十七条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者、前条

第二項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等にお
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いて個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及

び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第二号に規定す

る派遣労働者をいう。以下この章及び第百七十六条において同じ。)若しくは従事してい

た派遣労働者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又

は不当な目的に利用してはならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(漏えい等の報告等) 

第六十八条 行政機関の長等は、保有個人情報の漏えい、滅失、毀損その他の保有個人情報

の安全の確保に係る事態であって個人の権利利益を害するおそれが大きいものとして個

人情報保護委員会規則で定めるものが生じたときは、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、当該事態が生じた旨を個人情報保護委員会に報告しなければならない。 

2 前項に規定する場合には、行政機関の長等は、本人に対し、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該事態が生じた旨を通知しなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

一 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代

わるべき措置をとるとき。 

二 当該保有個人情報に第七十八条第一項各号に掲げる情報のいずれかが含まれるとき。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(利用及び提供の制限) 

第六十九条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目的以外の目的のために保

有個人情報を自ら利用し、又は提供してはならない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当すると認める

ときは、利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することがで

きる。ただし、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供するこ

とによって、本人又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがあると認められるとき

は、この限りでない。 

一 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。 

二 行政機関等が法令の定める所掌事務又は業務の遂行に必要な限度で保有個人情報を

内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当の理由が

あるとき。 

三 他の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に保有個
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人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、法令の定める事務

又は業務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利

用することについて相当の理由があるとき。 

四 前三号に掲げる場合のほか、専ら統計の作成又は学術研究の目的のために保有個人情

報を提供するとき、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるとき、そ

の他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき。 

3 前項の規定は、保有個人情報の利用又は提供を制限する他の法令の規定の適用を妨げる

ものではない。 

4 行政機関の長等は、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、保

有個人情報の利用目的以外の目的のための行政機関等の内部における利用を特定の部局

若しくは機関又は職員に限るものとする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(保有個人情報の提供を受ける者に対する措置要求) 

第七十条 行政機関の長等は、利用目的のために又は前条第二項第三号若しくは第四号の規

定に基づき、保有個人情報を提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個

人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは

方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管

理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

(令三法三七・追加) 

(外国にある第三者への提供の制限) 

第七十一条 行政機関の長等は、外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下この条に

おいて同じ。)(個人の権利利益を保護する上で我が国と同等の水準にあると認められる個

人情報の保護に関する制度を有している外国として個人情報保護委員会規則で定めるも

のを除く。以下この条において同じ。)にある第三者(第十六条第三項に規定する個人デー

タの取扱いについて前章第二節の規定により同条第二項に規定する個人情報取扱事業者

が講ずべきこととされている措置に相当する措置(第三項において「相当措置」という。)

を継続的に講ずるために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に適合

する体制を整備している者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に利用目的以外

の目的のために保有個人情報を提供する場合には、法令に基づく場合及び第六十九条第二

項第四号に掲げる場合を除くほか、あらかじめ外国にある第三者への提供を認める旨の本

人の同意を得なければならない。 
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2 行政機関の長等は、前項の規定により本人の同意を得ようとする場合には、個人情報保

護委員会規則で定めるところにより、あらかじめ、当該外国における個人情報の保護に関

する制度、当該第三者が講ずる個人情報の保護のための措置その他当該本人に参考となる

べき情報を当該本人に提供しなければならない。 

3 行政機関の長等は、保有個人情報を外国にある第三者(第一項に規定する体制を整備して

いる者に限る。)に利用目的以外の目的のために提供した場合には、法令に基づく場合及

び第六十九条第二項第四号に掲げる場合を除くほか、個人情報保護委員会規則で定めると

ころにより、当該第三者による相当措置の継続的な実施を確保するために必要な措置を講

ずるとともに、本人の求めに応じて当該必要な措置に関する情報を当該本人に提供しなけ

ればならない。 

(令三法三七・追加) 

(個人関連情報の提供を受ける者に対する措置要求) 

第七十二条 行政機関の長等は、第三者に個人関連情報を提供する場合(当該第三者が当該

個人関連情報を個人情報として取得することが想定される場合に限る。)において、必要

があると認めるときは、当該第三者に対し、提供に係る個人関連情報について、その利用

の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人

関連情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。 

(令三法三七・追加) 

(仮名加工情報の取扱いに係る義務) 

第七十三条 行政機関の長等は、法令に基づく場合を除くほか、仮名加工情報(個人情報で

あるものを除く。以下この条及び第百二十八条において同じ。)を第三者(当該仮名加工情

報の取扱いの委託を受けた者を除く。)に提供してはならない。 

2 行政機関の長等は、その取り扱う仮名加工情報の漏えいの防止その他仮名加工情報の安

全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。 

3 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、

当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等

(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並び

に第四十一条第一項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、

又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

4 行政機関の長等は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、

電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項に規定
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する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者による同条第二

項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法

(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人

情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、

当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。 

5 前各項の規定は、行政機関の長等から仮名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわた

る委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第三節 個人情報ファイル 

(令三法三七・追加) 

(個人情報ファイルの保有等に関する事前通知) 

第七十四条 行政機関(会計検査院を除く。以下この条において同じ。)が個人情報ファイル

を保有しようとするときは、当該行政機関の長は、あらかじめ、個人情報保護委員会に対

し、次に掲げる事項を通知しなければならない。通知した事項を変更しようとするときも、

同様とする。 

一 個人情報ファイルの名称 

二 当該機関の名称及び個人情報ファイルが利用に供される事務をつかさどる組織の名

称 

三 個人情報ファイルの利用目的 

四 個人情報ファイルに記録される項目(以下この節において「記録項目」という。)及び

本人(他の個人の氏名、生年月日その他の記述等によらないで検索し得る者に限る。次

項第九号において同じ。)として個人情報ファイルに記録される個人の範囲(以下この節

において「記録範囲」という。) 

五 個人情報ファイルに記録される個人情報(以下この節において「記録情報」という。)

の収集方法 

六 記録情報に要配慮個人情報が含まれるときは、その旨 

七 記録情報を当該機関以外の者に経常的に提供する場合には、その提供先 

八 次条第三項の規定に基づき、記録項目の一部若しくは第五号若しくは前号に掲げる事

項を次条第一項に規定する個人情報ファイル簿に記載しないこととするとき、又は個人

情報ファイルを同項に規定する個人情報ファイル簿に掲載しないこととするときは、そ

の旨 
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九 第七十六条第一項、第九十条第一項又は第九十八条第一項の規定による請求を受理す

る組織の名称及び所在地 

十 第九十条第一項ただし書又は第九十八条第一項ただし書に該当するときは、その旨 

十一 その他政令で定める事項 

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 国の安全、外交上の秘密その他の国の重大な利益に関する事項を記録する個人情報フ

ァイル 

二 犯罪の捜査、租税に関する法律の規定に基づく犯則事件の調査又は公訴の提起若しく

は維持のために作成し、又は取得する個人情報ファイル 

三 当該機関の職員又は職員であった者に係る個人情報ファイルであって、専らその人事、

給与若しくは福利厚生に関する事項又はこれらに準ずる事項を記録するもの(当該機関

が行う職員の採用試験に関する個人情報ファイルを含む。) 

四 専ら試験的な電子計算機処理の用に供するための個人情報ファイル 

五 前項の規定による通知に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が

当該通知に係るこれらの事項の範囲内のもの 

六 一年以内に消去することとなる記録情報のみを記録する個人情報ファイル 

七 資料その他の物品若しくは金銭の送付又は業務上必要な連絡のために利用する記録

情報を記録した個人情報ファイルであって、送付又は連絡の相手方の氏名、住所その他

の送付又は連絡に必要な事項のみを記録するもの 

八 職員が学術研究の用に供するためその発意に基づき作成し、又は取得する個人情報フ

ァイルであって、記録情報を専ら当該学術研究の目的のために利用するもの 

九 本人の数が政令で定める数に満たない個人情報ファイル 

十 第三号から前号までに掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個

人情報ファイル 

十一 第六十条第二項第二号に係る個人情報ファイル 

3 行政機関の長は、第一項に規定する事項を通知した個人情報ファイルについて、当該行

政機関がその保有をやめたとき、又はその個人情報ファイルが前項第九号に該当するに至

ったときは、遅滞なく、個人情報保護委員会に対しその旨を通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(個人情報ファイル簿の作成及び公表) 
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第七十五条 行政機関の長等は、政令で定めるところにより、当該行政機関の長等の属する

行政機関等が保有している個人情報ファイルについて、それぞれ前条第一項第一号から第

七号まで、第九号及び第十号に掲げる事項その他政令で定める事項を記載した帳簿(以下

この章において「個人情報ファイル簿」という。)を作成し、公表しなければならない。 

2 前項の規定は、次に掲げる個人情報ファイルについては、適用しない。 

一 前条第二項第一号から第十号までに掲げる個人情報ファイル 

二 前項の規定による公表に係る個人情報ファイルに記録されている記録情報の全部又

は一部を記録した個人情報ファイルであって、その利用目的、記録項目及び記録範囲が

当該公表に係るこれらの事項の範囲内のもの 

三 前号に掲げる個人情報ファイルに準ずるものとして政令で定める個人情報ファイル 

3 第一項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、記録項目の一部若しくは前条第一項第

五号若しくは第七号に掲げる事項を個人情報ファイル簿に記載し、又は個人情報ファイル

を個人情報ファイル簿に掲載することにより、利用目的に係る事務又は事業の性質上、当

該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、その記

録項目の一部若しくは事項を記載せず、又はその個人情報ファイルを個人情報ファイル簿

に掲載しないことができる。 

4 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての第一項の規定の適用については、

同項中「定める事項」とあるのは、「定める事項並びに記録情報に条例要配慮個人情報が

含まれているときは、その旨」とする。 

5 前各項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が、条例で定めるところに

より、個人情報ファイル簿とは別の個人情報の保有の状況に関する事項を記載した帳簿を

作成し、公表することを妨げるものではない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第四節 開示、訂正及び利用停止 

(令三法三七・追加) 

第一款 開示 

(令三法三七・追加) 

(開示請求権) 

第七十六条 何人も、この法律の定めるところにより、行政機関の長等に対し、当該行政機

関の長等の属する行政機関等の保有する自己を本人とする保有個人情報の開示を請求す

ることができる。 
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2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人(以下この節

において「代理人」と総称する。)は、本人に代わって前項の規定による開示の請求(以下

この節及び第百二十七条において「開示請求」という。)をすることができる。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(開示請求の手続) 

第七十七条 開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「開示請求書」

という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 開示請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 開示請求に係る保有個人情報が記録されている行政文書等の名称その他の開示請求

に係る保有個人情報を特定するに足りる事項 

2 前項の場合において、開示請求をする者は、政令で定めるところにより、開示請求に係

る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による開示請求にあっては、開示請

求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

3 行政機関の長等は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした

者(以下この節において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。この場合において、行政機関の長等は、開示請求者に対し、補正

の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の開示義務) 

第七十八条 行政機関の長等は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に

次の各号に掲げる情報(以下この節において「不開示情報」という。)のいずれかが含まれ

ている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。 

一 開示請求者(第七十六条第二項の規定により代理人が本人に代わって開示請求をする

場合にあっては、当該本人をいう。次号及び第三号、次条第二項並びに第八十六条第一

項において同じ。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報 

二 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示

請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個

人識別符号が含まれるもの又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできな
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いが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあ

るもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

イ 法令の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予

定されている情報 

ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ハ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条第一項に

規定する国家公務員(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人の職

員を除く。)、独立行政法人等の職員、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一

号)第二条に規定する地方公務員及び地方独立行政法人の職員をいう。)である場合に

おいて、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該

公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分 

三 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。

以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営

む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、

生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。 

イ 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

ロ 行政機関等の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

四 行政機関の長が第八十二条各項の決定(以下この節において「開示決定等」という。)

をする場合において、開示することにより、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは

国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利

益を被るおそれがあると当該行政機関の長が認めることにつき相当の理由がある情報 

五 行政機関の長又は地方公共団体の機関(都道府県の機関に限る。)が開示決定等をする

場合において、開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執

行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると当該行政機関の長

又は地方公共団体の機関が認めることにつき相当の理由がある情報 

六 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間に
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おける審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の

交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生

じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあ

るもの 

七 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業

に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事

業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの 

イ 独立行政法人等、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が開示決定等をする場

合において、国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損な

われるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ 

ロ 独立行政法人等、地方公共団体の機関(都道府県の機関を除く。)又は地方独立行政

法人が開示決定等をする場合において、犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安

全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ 

ハ 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

ニ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地

方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ 

ホ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

ヘ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

ト 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に

関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人についての前項の規定の適用については、同

項中「掲げる情報(」とあるのは、「掲げる情報(情報公開条例の規定により開示すること

とされている情報として条例で定めるものを除く。)又は行政機関情報公開法第五条に規

定する不開示情報に準ずる情報であって情報公開条例において開示しないこととされて

いるもののうち当該情報公開条例との整合性を確保するために不開示とする必要がある

ものとして条例で定めるもの(」とする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(部分開示) 

第七十九条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている
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場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開

示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

2 開示請求に係る保有個人情報に前条第一項第二号の情報(開示請求者以外の特定の個人

を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、

氏名、生年月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる

記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の

権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の

情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(裁量的開示) 

第八十条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場

合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求

者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の存否に関する情報) 

第八十一条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答

えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、行政機関の長等は、当該保有個人

情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

(令三法三七・追加) 

(開示請求に対する措置) 

第八十二条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示すると

きは、その旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨、開示する保有個人情報の利用目的

及び開示の実施に関し政令で定める事項を書面により通知しなければならない。ただし、

第六十二条第二号又は第三号に該当する場合における当該利用目的については、この限り

でない。 

2 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定に

より開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを

含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知し

なければならない。 

(令三法三七・追加) 

(開示決定等の期限) 
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第八十三条 開示決定等は、開示請求があった日から三十日以内にしなければならない。た

だし、第七十七条第三項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日

数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて、行政機関の長等は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を

書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(開示決定等の期限の特例) 

第八十四条 開示請求に係る保有個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日か

ら六十日以内にその全てについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障

が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、開示請求

に係る保有個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの保有

個人情報については相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、行政

機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書

面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限 

(令三法三七・追加) 

(事案の移送) 

第八十五条 行政機関の長等は、開示請求に係る保有個人情報が当該行政機関の長等が属す

る行政機関等以外の行政機関等から提供されたものであるとき、その他他の行政機関の長

等において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長

等と協議の上、当該他の行政機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合

においては、移送をした行政機関の長等は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面

により通知しなければならない。 

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当

該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした

行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 

3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第八十二条第一項の決定(以下この

節において「開示決定」という。)をしたときは、当該行政機関の長等は、開示の実施を
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しなければならない。この場合において、移送をした行政機関の長等は、当該開示の実施

に必要な協力をしなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(第三者に対する意見書提出の機会の付与等) 

第八十六条 開示請求に係る保有個人情報に国、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立

行政法人及び開示請求者以外の者(以下この条、第百五条第二項第三号及び第百七条第一

項において「第三者」という。)に関する情報が含まれているときは、行政機関の長等は、

開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、政令で定めるところにより、

当該第三者に関する情報の内容その他政令で定める事項を通知して、意見書を提出する機

会を与えることができる。 

2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第

三者に対し、政令で定めるところにより、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容

その他政令で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければな

らない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

一 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第七十八条第一項第二号ロ又は同項第三号ただし書に規定

する情報に該当すると認められるとき。 

二 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第八十条の規定により開示しよ

うとするとき。 

3 行政機関の長等は、前二項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該

第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示

決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも二週間を置かな

ければならない。この場合において、行政機関の長等は、開示決定後直ちに、当該意見書

(第百五条において「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨

及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(開示の実施) 

第八十七条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されている

ときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化

の進展状況等を勘案して行政機関等が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による

保有個人情報の開示にあっては、行政機関の長等は、当該保有個人情報が記録されている
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文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるとき、その他正当な理由がある

ときは、その写しにより、これを行うことができる。 

2 行政機関等は、前項の規定に基づく電磁的記録についての開示の方法に関する定めを一

般の閲覧に供しなければならない。 

3 開示決定に基づき保有個人情報の開示を受ける者は、政令で定めるところにより、当該

開示決定をした行政機関の長等に対し、その求める開示の実施の方法その他の政令で定め

る事項を申し出なければならない。 

4 前項の規定による申出は、第八十二条第一項に規定する通知があった日から三十日以内

にしなければならない。ただし、当該期間内に当該申出をすることができないことにつき

正当な理由があるときは、この限りでない。 

(令三法三七・追加) 

(他の法令による開示の実施との調整) 

第八十八条 行政機関の長等は、他の法令の規定により、開示請求者に対し開示請求に係る

保有個人情報が前条第一項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされてい

る場合(開示の期間が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。)には、同項本

文の規定にかかわらず、当該保有個人情報については、当該同一の方法による開示を行わ

ない。ただし、当該他の法令の規定に一定の場合には開示をしない旨の定めがあるときは、

この限りでない。 

2 他の法令の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条第一項本文の

閲覧とみなして、前項の規定を適用する。 

(令三法三七・追加) 

(手数料) 

第八十九条 行政機関の長に対し開示請求をする者は、政令で定めるところにより、実費の

範囲内において政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

2 地方公共団体の機関に対し開示請求をする者は、条例で定めるところにより、実費の範

囲内において条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

3 前二項の手数料の額を定めるに当たっては、できる限り利用しやすい額とするよう配慮

しなければならない。 

4 独立行政法人等に対し開示請求をする者は、独立行政法人等の定めるところにより、手

数料を納めなければならない。 

5 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第一項の手数料の額を参酌して、
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独立行政法人等が定める。 

6 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

7 地方独立行政法人に対し開示請求をする者は、地方独立行政法人の定めるところにより、

手数料を納めなければならない。 

8 前項の手数料の額は、実費の範囲内において、かつ、第二項の条例で定める手数料の額

を参酌して、地方独立行政法人が定める。 

9 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

第二款 訂正 

(令三法三七・追加) 

(訂正請求権) 

第九十条 何人も、自己を本人とする保有個人情報(次に掲げるものに限る。第九十八条第

一項において同じ。)の内容が事実でないと思料するときは、この法律の定めるところに

より、当該保有個人情報を保有する行政機関の長等に対し、当該保有個人情報の訂正(追

加又は削除を含む。以下この節において同じ。)を請求することができる。ただし、当該

保有個人情報の訂正に関して他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。 

一 開示決定に基づき開示を受けた保有個人情報 

二 開示決定に係る保有個人情報であって、第八十八条第一項の他の法令の規定により開

示を受けたもの 

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による訂正の請求(以下この節及び第百二十七条に

おいて「訂正請求」という。)をすることができる。 

3 訂正請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(訂正請求の手続) 

第九十一条 訂正請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「訂正請求書」

という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 訂正請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 訂正請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定する

に足りる事項 

三 訂正請求の趣旨及び理由 
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2 前項の場合において、訂正請求をする者は、政令で定めるところにより、訂正請求に係

る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による訂正請求にあっては、訂正請

求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、又は提出しなけ

ればならない。 

3 行政機関の長等は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした

者(以下この節において「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正

を求めることができる。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の訂正義務) 

第九十二条 行政機関の長等は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があ

ると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、

当該保有個人情報の訂正をしなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(訂正請求に対する措置) 

第九十三条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨

の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

2 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定

をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(訂正決定等の期限) 

第九十四条 前条各項の決定(以下この節において「訂正決定等」という。)は、訂正請求が

あった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十一条第三項の規定により

補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて、行政機関の長等は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を

書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(訂正決定等の期限の特例) 

第九十五条 行政機関の長等は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の

規定にかかわらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、行政
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機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書

面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 訂正決定等をする期限 

(令三法三七・追加) 

(事案の移送) 

第九十六条 行政機関の長等は、訂正請求に係る保有個人情報が第八十五条第三項の規定に

基づく開示に係るものであるとき、その他他の行政機関の長等において訂正決定等をする

ことにつき正当な理由があるときは、当該他の行政機関の長等と協議の上、当該他の行政

機関の長等に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした行政

機関の長等は、訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならな

い。 

2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた行政機関の長等において、当

該訂正請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした

行政機関の長等が移送前にした行為は、移送を受けた行政機関の長等がしたものとみなす。 

3 前項の場合において、移送を受けた行政機関の長等が第九十三条第一項の決定(以下この

項及び次条において「訂正決定」という。)をしたときは、移送をした行政機関の長等は、

当該訂正決定に基づき訂正の実施をしなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の提供先への通知) 

第九十七条 行政機関の長等は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合に

おいて、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その

旨を書面により通知するものとする。 

(令三法三七・追加) 

第三款 利用停止 

(令三法三七・追加) 

(利用停止請求権) 

第九十八条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が次の各号のいずれかに該当すると思

料するときは、この法律の定めるところにより、当該保有個人情報を保有する行政機関の

長等に対し、当該各号に定める措置を請求することができる。ただし、当該保有個人情報

の利用の停止、消去又は提供の停止(以下この節において「利用停止」という。)に関して
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他の法令の規定により特別の手続が定められているときは、この限りでない。 

一 第六十一条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反し

て取り扱われているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又

は第六十九条第一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき 当該保有個人

情報の利用の停止又は消去 

二 第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一項の規定に違反して提供されてい

るとき 当該保有個人情報の提供の停止 

2 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用停止の請求(以下この節及び第百二十七

条において「利用停止請求」という。)をすることができる。 

3 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日から九十日以内にしなければならない。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(利用停止請求の手続) 

第九十九条 利用停止請求は、次に掲げる事項を記載した書面(第三項において「利用停止

請求書」という。)を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 利用停止請求をする者の氏名及び住所又は居所 

二 利用停止請求に係る保有個人情報の開示を受けた日その他当該保有個人情報を特定

するに足りる事項 

三 利用停止請求の趣旨及び理由 

2 前項の場合において、利用停止請求をする者は、政令で定めるところにより、利用停止

請求に係る保有個人情報の本人であること(前条第二項の規定による利用停止請求にあっ

ては、利用停止請求に係る保有個人情報の本人の代理人であること)を示す書類を提示し、

又は提出しなければならない。 

3 行政機関の長等は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請

求をした者(以下この節において「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定め

て、その補正を求めることができる。 

(令三法三七・追加) 

(保有個人情報の利用停止義務) 

第百条 行政機関の長等は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由

があると認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機関等における個人情報の適正

な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停

止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該
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保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に

著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。 

(令三法三七・追加) 

(利用停止請求に対する措置) 

第百一条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、

その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

2 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その

旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(利用停止決定等の期限) 

第百二条 前条各項の決定(以下この節において「利用停止決定等」という。)は、利用停止

請求があった日から三十日以内にしなければならない。ただし、第九十九条第三項の規定

により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

2 前項の規定にかかわらず、行政機関の長等は、事務処理上の困難その他正当な理由があ

るときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。この場合にお

いて、行政機関の長等は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理

由を書面により通知しなければならない。 

(令三法三七・追加) 

(利用停止決定等の期限の特例) 

第百三条 行政機関の長等は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条

の規定にかかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、

行政機関の長等は、同条第一項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる

事項を書面により通知しなければならない。 

一 この条の規定を適用する旨及びその理由 

二 利用停止決定等をする期限 

(令三法三七・追加) 

第四款 審査請求 

(令三法三七・追加) 

(審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 

第百四条 行政機関の長等(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人を除く。次項及び次

条において同じ。)に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂
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正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法

(平成二十六年法律第六十八号)第九条、第十七条、第二十四条、第二章第三節及び第四節

並びに第五十条第二項の規定は、適用しない。 

2 行政機関の長等に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正

請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求についての行政不服審査法第二

章の規定の適用については、同法第十一条第二項中「第九条第一項の規定により指名され

た者(以下「審理員」という。)」とあるのは「第四条(個人情報の保護に関する法律(平成

十五年法律第五十七号)第百七条第二項の規定に基づく政令を含む。)の規定により審査請

求がされた行政庁(第十四条の規定により引継ぎを受けた行政庁を含む。以下「審査庁」

という。)」と、同法第十三条第一項及び第二項中「審理員」とあるのは「審査庁」と、

同法第二十五条第七項中「あったとき、又は審理員から第四十条に規定する執行停止をす

べき旨の意見書が提出されたとき」とあるのは「あったとき」と、同法第四十四条中「行

政不服審査会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会(審査庁が会計検査院長で

ある場合にあっては、別に法律で定める審査会。第五十条第一項第四号において同じ。)」

と、「受けたとき(前条第一項の規定による諮問を要しない場合(同項第二号又は第三号に

該当する場合を除く。)にあっては審理員意見書が提出されたとき、同項第二号又は第三

号に該当する場合にあっては同項第二号又は第三号に規定する議を経たとき)」とあるの

は「受けたとき」と、同法第五十条第一項第四号中「審理員意見書又は行政不服審査会等

若しくは審議会等」とあるのは「情報公開・個人情報保護審査会」とする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(審査会への諮問) 

第百五条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用

停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をす

べき行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、情報公開・個人情報

保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき行政機関の長等が会計検査院長である場合に

あっては、別に法律で定める審査会)に諮問しなければならない。 

一 審査請求が不適法であり、却下する場合 

二 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示す

ることとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合

を除く。) 

三 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をするこ
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ととする場合 

四 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をす

ることとする場合 

2 前項の規定により諮問をした行政機関の長等は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を

通知しなければならない。 

一 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第十三条第四項に規定する参加人をいう。以

下この項及び第百七条第一項第二号において同じ。) 

二 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人で

ある場合を除く。) 

三 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該

第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。) 

3 前二項の規定は、地方公共団体の機関又は地方独立行政法人について準用する。この場

合において、第一項中「情報公開・個人情報保護審査会(審査請求に対する裁決をすべき

行政機関の長等が会計検査院長である場合にあっては、別に法律で定める審査会)」とあ

るのは、「行政不服審査法第八十一条第一項又は第二項の機関」と読み替えるものとする。 

(令三法三七・追加・一部改正) 

(地方公共団体の機関等における審理員による審理手続に関する規定の適用除外等) 

第百六条 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利

用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求

については、行政不服審査法第九条第一項から第三項まで、第十七条、第四十条、第四十

二条、第二章第四節及び第五十条第二項の規定は、適用しない。 

2 地方公共団体の機関又は地方独立行政法人に対する開示決定等、訂正決定等、利用停止

決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求につい

ての次の表の上欄に掲げる行政不服審査法の規定の適用については、これらの規定中同表

の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替

えは、政令で定める。 

第九条第四項 前項に規定する場合において、

審査庁 

第四条又は個人情報の保護に関

する法律(平成十五年法律第五

十七号)第百七条第二項の規定

に基づく条例の規定により審査

請求がされた行政庁(第十四条
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の規定により引継ぎを受けた行

政庁を含む。以下「審査庁」と

いう。) 

 前項において読み替えて適用す

る第三十一条第一項 

同法第百六条第二項において読

み替えて適用する第三十一条第

一項 

 前項において読み替えて適用す

る第三十四条 

同法第百六条第二項において読

み替えて適用する第三十四条 

 前項において読み替えて適用す

る第三十六条 

同法第百六条第二項において読

み替えて適用する第三十六条 

第十一条第二項 第九条第一項の規定により指名

された者(以下「審理員」とい

う。) 

審査庁 

第十三条第一項及び第二

項、第二十八条、第三十条、

第三十一条、第三十二条第

三項、第三十三条から第三

十七条まで、第三十八条第

一項から第三項まで及び第

五項、第三十九条並びに第

四十一条第一項及び第二項 

審理員 審査庁 

第二十五条第七項 執行停止の申立てがあったと

き、又は審理員から第四十条に

規定する執行停止をすべき旨の

意見書が提出されたとき 

執行停止の申立てがあったとき 

第二十九条第一項 審理員は、審査庁から指名され

たときは、直ちに 

審査庁は、審査請求がされたと

きは、第二十四条の規定により

当該審査請求を却下する場合を

除き、速やかに 

第二十九条第二項 審理員は 審査庁は、審査庁が処分庁等以
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外である場合にあっては 

 提出を求める 提出を求め、審査庁が処分庁等

である場合にあっては、相当の

期間内に、弁明書を作成する 

第二十九条第五項 審理員は 審査庁は、第二項の規定により 

 提出があったとき 提出があったとき、又は弁明書

を作成したとき 

第三十条第三項 参加人及び処分庁等 参加人及び処分庁等(処分庁等

が審査庁である場合にあって

は、参加人) 

 審査請求人及び処分庁等 審査請求人及び処分庁等(処分

庁等が審査庁である場合にあっ

ては、審査請求人) 

第三十一条第二項 審理関係人 審理関係人(処分庁等が審査庁

である場合にあっては、審査請

求人及び参加人。以下この節及

び第五十条第一項第三号におい

て同じ。) 

第四十一条第三項 審理員が 審査庁が 

 終結した旨並びに次条第一項に

規定する審理員意見書及び事件

記録(審査請求書、弁明書その他

審査請求に係る事件に関する書

類その他の物件のうち政令で定

めるものをいう。同条第二項及

び第四十三条第二項において同

じ。)を審査庁に提出する予定時

期を通知するものとする。当該

予定時期を変更したときも、同

様とする 

終結した旨を通知するものとす

る 
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第四十四条 行政不服審査会等 第八十一条第一項又は第二項の

機関 

 受けたとき(前条第一項の規定

による諮問を要しない場合(同

項第二号又は第三号に該当する

場合を除く。)にあっては審理員

意見書が提出されたとき、同項

第二号又は第三号に該当する場

合にあっては同項第二号又は第

三号に規定する議を経たとき) 

受けたとき 

第五十条第一項第四号 審理員意見書又は行政不服審査

会等若しくは審議会等 

第八十一条第一項又は第二項の

機関 

第八十一条第三項において

準用する第七十四条 

第四十三条第一項の規定により

審査会に諮問をした審査庁 

審査庁 

(令三法三七・追加) 

(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続等) 

第百七条 第八十六条第三項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合につ

いて準用する。 

一 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

二 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有個人情報の全部を開示する旨の決定

を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者であ

る参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。) 

2 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請

求に係る不作為についての審査請求については、政令(地方公共団体の機関又は地方独立

行政法人にあっては、条例)で定めるところにより、行政不服審査法第四条の規定の特例

を設けることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百六条繰下・一部改正) 

第五款 条例との関係 

(令三法三七・追加) 

第百八条 この節の規定は、地方公共団体が、保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手

続並びに審査請求の手続に関する事項について、この節の規定に反しない限り、条例で必
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要な規定を定めることを妨げるものではない。 

(令三法三七・追加) 

第五節 行政機関等匿名加工情報の提供等 

(令三法三七・追加) 

(行政機関等匿名加工情報の作成及び提供等) 

第百九条 行政機関の長等は、この節の規定に従い、行政機関等匿名加工情報(行政機関等

匿名加工情報ファイルを構成するものに限る。以下この節において同じ。)を作成するこ

とができる。 

2 行政機関の長等は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、行政機関等匿名加工情

報を提供してはならない。 

一 法令に基づく場合(この節の規定に従う場合を含む。) 

二 保有個人情報を利用目的のために第三者に提供することができる場合において、当該

保有個人情報を加工して作成した行政機関等匿名加工情報を当該第三者に提供すると

き。 

3 第六十九条の規定にかかわらず、行政機関の長等は、法令に基づく場合を除き、利用目

的以外の目的のために削除情報(保有個人情報に該当するものに限る。)を自ら利用し、又

は提供してはならない。 

4 前項の「削除情報」とは、行政機関等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報から削

除した記述等及び個人識別符号をいう。 

(令三法三七・追加・旧第百七条繰下) 

(提案の募集に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) 

第百十条 行政機関の長等は、当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人

情報ファイルが第六十条第三項各号のいずれにも該当すると認めるときは、当該個人情報

ファイルについては、個人情報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。

この場合における当該個人情報ファイルについての第七十五条第一項の規定の適用につ

いては、同項中「第十号」とあるのは、「第十号並びに第百十条各号」とする。 

一 第百十二条第一項の提案の募集をする個人情報ファイルである旨 

二 第百十二条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 

(令三法三七・追加・旧第百八条繰下・一部改正) 

(提案の募集) 

第百十一条 行政機関の長等は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、定期的に、
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当該行政機関の長等の属する行政機関等が保有している個人情報ファイル(個人情報ファ

イル簿に前条第一号に掲げる事項の記載があるものに限る。以下この節において同じ。)

について、次条第一項の提案を募集するものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百九条繰下) 

(行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案) 

第百十二条 前条の規定による募集に応じて個人情報ファイルを構成する保有個人情報を

加工して作成する行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機

関の長等に対し、当該事業に関する提案をすることができる。 

2 前項の提案は、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載

した書面を行政機関の長等に提出してしなければならない。 

一 提案をする者の氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人その他の団体にあっては、

その代表者の氏名 

二 提案に係る個人情報ファイルの名称 

三 提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数 

四 前号に掲げるもののほか、提案に係る行政機関等匿名加工情報の作成に用いる第百十

六条第一項の規定による加工の方法を特定するに足りる事項 

五 提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方法その他当該行政機関等匿

名加工情報がその用に供される事業の内容 

六 提案に係る行政機関等匿名加工情報を前号の事業の用に供しようとする期間 

七 提案に係る行政機関等匿名加工情報の漏えいの防止その他当該行政機関等匿名加工

情報の適切な管理のために講ずる措置 

八 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

3 前項の書面には、次に掲げる書面その他個人情報保護委員会規則で定める書類を添付し

なければならない。 

一 第一項の提案をする者が次条各号のいずれにも該当しないことを誓約する書面 

二 前項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは豊かな国民生

活の実現に資するものであることを明らかにする書面 

(令三法三七・追加・旧第百十条繰下・一部改正) 

(欠格事由) 

第百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第一項の提案をすることができない。 

一 未成年者 
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二 心身の故障により前条第一項の提案に係る行政機関等匿名加工情報をその用に供し

て行う事業を適正に行うことができない者として個人情報保護委員会規則で定めるも

の 

三 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

四 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わ

り、又は執行を受けることがなくなった日から起算して二年を経過しない者 

五 第百二十条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を解除され、そ

の解除の日から起算して二年を経過しない者 

六 法人その他の団体であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者がある

もの 

(令三法三七・追加・旧第百十一条繰下・一部改正) 

(提案の審査等) 

第百十四条 行政機関の長等は、第百十二条第一項の提案があったときは、当該提案が次に

掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 

一 第百十二条第一項の提案をした者が前条各号のいずれにも該当しないこと。 

二 第百十二条第二項第三号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の本人の数が、行政機

関等匿名加工情報の効果的な活用の観点からみて個人情報保護委員会規則で定める数

以上であり、かつ、提案に係る個人情報ファイルを構成する保有個人情報の本人の数以

下であること。 

三 第百十二条第二項第三号及び第四号に掲げる事項により特定される加工の方法が第

百十六条第一項の基準に適合するものであること。 

四 第百十二条第二項第五号の事業が新たな産業の創出又は活力ある経済社会若しくは

豊かな国民生活の実現に資するものであること。 

五 第百十二条第二項第六号の期間が行政機関等匿名加工情報の効果的な活用の観点か

らみて個人情報保護委員会規則で定める期間を超えないものであること。 

六 第百十二条第二項第五号の提案に係る行政機関等匿名加工情報の利用の目的及び方

法並びに同項第七号の措置が当該行政機関等匿名加工情報の本人の権利利益を保護す

るために適切なものであること。 

七 前各号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める基準に適合するもので

あること。 

2 行政機関の長等は、前項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が前項各
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号に掲げる基準のいずれにも適合すると認めるときは、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、当該提案をした者に対し、次に掲げる事項を通知するものとする。 

一 次条の規定により行政機関の長等との間で行政機関等匿名加工情報の利用に関する

契約を締結することができる旨 

二 前号に掲げるもののほか、個人情報保護委員会規則で定める事項 

3 行政機関の長等は、第一項の規定により審査した結果、第百十二条第一項の提案が第一

項各号に掲げる基準のいずれかに適合しないと認めるときは、個人情報保護委員会規則で

定めるところにより、当該提案をした者に対し、理由を付して、その旨を通知するものと

する。 

(令三法三七・追加・旧第百十二条繰下・一部改正) 

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の締結) 

第百十五条 前条第二項の規定による通知を受けた者は、個人情報保護委員会規則で定める

ところにより、行政機関の長等との間で、行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を

締結することができる。 

(令三法三七・追加・旧第百十三条繰下) 

(行政機関等匿名加工情報の作成等) 

第百十六条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成するときは、特定の個人を

識別することができないように及びその作成に用いる保有個人情報を復元することがで

きないようにするために必要なものとして個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、

当該保有個人情報を加工しなければならない。 

2 前項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報の作成の委託(二以上の段階にわ

たる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・旧第百十四条繰下) 

(行政機関等匿名加工情報に関する事項の個人情報ファイル簿への記載) 

第百十七条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を作成したときは、当該行政機関

等匿名加工情報の作成に用いた保有個人情報を含む個人情報ファイルについては、個人情

報ファイル簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。この場合における当該個人情

報ファイルについての第百十条の規定により読み替えて適用する第七十五条第一項の規

定の適用については、同項中「並びに第百十条各号」とあるのは、「、第百十条各号並び

に第百十七条各号」とする。 

一 行政機関等匿名加工情報の概要として個人情報保護委員会規則で定める事項 
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二 次条第一項の提案を受ける組織の名称及び所在地 

三 次条第一項の提案をすることができる期間 

(令三法三七・追加・旧第百十五条繰下・一部改正) 

(作成された行政機関等匿名加工情報をその用に供して行う事業に関する提案等) 

第百十八条 前条の規定により個人情報ファイル簿に同条第一号に掲げる事項が記載され

た行政機関等匿名加工情報をその事業の用に供しようとする者は、行政機関の長等に対し、

当該事業に関する提案をすることができる。当該行政機関等匿名加工情報について第百十

五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を締結した者が、当該行政

機関等匿名加工情報をその用に供する事業を変更しようとするときも、同様とする。 

2 第百十二条第二項及び第三項並びに第百十三条から第百十五条までの規定は、前項の提

案について準用する。この場合において、第百十二条第二項中「次に」とあるのは「第一

号及び第四号から第八号までに」と、同項第四号中「前号に掲げるもののほか、提案」と

あるのは「提案」と、「の作成に用いる第百十六条第一項の規定による加工の方法を特定

する」とあるのは「を特定する」と、同項第八号中「前各号」とあるのは「第一号及び第

四号から前号まで」と、第百十四条第一項中「次に」とあるのは「第一号及び第四号から

第七号までに」と、同項第七号中「前各号」とあるのは「第一号及び前三号」と、同条第

二項中「前項各号」とあるのは「前項第一号及び第四号から第七号まで」と、同条第三項

中「第一項各号」とあるのは「第一項第一号及び第四号から第七号まで」と読み替えるも

のとする。 

(令三法三七・追加・旧第百十六条繰下・一部改正) 

(手数料) 

第百十九条 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を行政

機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の

手数料を納めなければならない。 

2 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用

に関する契約を行政機関の長と締結する者は、政令で定めるところにより、前項の政令で

定める額を参酌して政令で定める額の手数料を納めなければならない。 

3 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方公共団体

の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額を標

準として条例で定める額の手数料を納めなければならない。 

4 前条第二項において準用する第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用
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に関する契約を地方公共団体の機関と締結する者は、条例で定めるところにより、前項の

政令で定める額を参酌して政令で定める額を標準として条例で定める額の手数料を納め

なければならない。 

5 第百十五条の規定(前条第二項において準用する場合を含む。第八項及び次条において同

じ。)により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を独立行政法人等と締結する者

は、独立行政法人等の定めるところにより、利用料を納めなければならない。 

6 前項の利用料の額は、実費を勘案して合理的であると認められる範囲内において、独立

行政法人等が定める。 

7 独立行政法人等は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

8 第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約を地方独立行政

法人と締結する者は、地方独立行政法人の定めるところにより、手数料を納めなければな

らない。 

9 前項の手数料の額は、実費を勘案し、かつ、第三項又は第四項の条例で定める手数料の

額を参酌して、地方独立行政法人が定める。 

10 地方独立行政法人は、前二項の規定による定めを一般の閲覧に供しなければならない。 

(令三法三七・追加・旧第百十七条繰下・一部改正) 

(行政機関等匿名加工情報の利用に関する契約の解除) 

第百二十条 行政機関の長等は、第百十五条の規定により行政機関等匿名加工情報の利用に

関する契約を締結した者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該契約を解除するこ

とができる。 

一 偽りその他不正の手段により当該契約を締結したとき。 

二 第百十三条各号(第百十八条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当

することとなったとき。 

三 当該契約において定められた事項について重大な違反があったとき。 

(令三法三七・追加・旧第百十八条繰下・一部改正) 

(識別行為の禁止等) 

第百二十一条 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令

に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本

人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。 

2 行政機関の長等は、行政機関等匿名加工情報、第百九条第四項に規定する削除情報及び

第百十六条第一項の規定により行った加工の方法に関する情報(以下この条及び次条にお



資料10

 

65/101 

いて「行政機関等匿名加工情報等」という。)の漏えいを防止するために必要なものとし

て個人情報保護委員会規則で定める基準に従い、行政機関等匿名加工情報等の適切な管理

のために必要な措置を講じなければならない。 

3 前二項の規定は、行政機関等から行政機関等匿名加工情報等の取扱いの委託(二以上の段

階にわたる委託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・旧第百十九条繰下・一部改正) 

(従事者の義務) 

第百二十二条 行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは

職員であった者、前条第三項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた

者又は行政機関等において行政機関等匿名加工情報等の取扱いに従事している派遣労働

者若しくは従事していた派遣労働者は、その業務に関して知り得た行政機関等匿名加工情

報等の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

(令三法三七・追加・旧第百二十条繰下) 

(匿名加工情報の取扱いに係る義務) 

第百二十三条 行政機関等は、匿名加工情報(行政機関等匿名加工情報を除く。以下この条

において同じ。)を第三者に提供するときは、法令に基づく場合を除き、個人情報保護委

員会規則で定めるところにより、あらかじめ、第三者に提供される匿名加工情報に含まれ

る個人に関する情報の項目及びその提供の方法について公表するとともに、当該第三者に

対して、当該提供に係る情報が匿名加工情報である旨を明示しなければならない。 

2 行政機関等は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該

匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報か

ら削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは第四十三条第一項の規定により行わ

れた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはな

らない。 

3 行政機関等は、匿名加工情報の漏えいを防止するために必要なものとして個人情報保護

委員会規則で定める基準に従い、匿名加工情報の適切な管理のために必要な措置を講じな

ければならない。 

4 前二項の規定は、行政機関等から匿名加工情報の取扱いの委託(二以上の段階にわたる委

託を含む。)を受けた者が受託した業務を行う場合について準用する。 

(令三法三七・追加・旧第百二十一条繰下) 

第六節 雑則 
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(令三法三七・追加) 

(適用除外等) 

第百二十四条 第四節の規定は、刑事事件若しくは少年の保護事件に係る裁判、検察官、検

察事務官若しくは司法警察職員が行う処分、刑若しくは保護処分の執行、更生緊急保護又

は恩赦に係る保有個人情報(当該裁判、処分若しくは執行を受けた者、更生緊急保護の申

出をした者又は恩赦の上申があった者に係るものに限る。)については、適用しない。 

2 保有個人情報(行政機関情報公開法第五条、独立行政法人等情報公開法第五条又は情報公

開条例に規定する不開示情報を専ら記録する行政文書等に記録されているものに限る。)

のうち、まだ分類その他の整理が行われていないもので、同一の利用目的に係るものが著

しく大量にあるためその中から特定の保有個人情報を検索することが著しく困難である

ものは、第四節(第四款を除く。)の規定の適用については、行政機関等に保有されていな

いものとみなす。 

(令三法三七・追加・旧第百二十二条繰下・一部改正) 

(適用の特例) 

第百二十五条 第五十八条第二項各号に掲げる者が行う当該各号に定める業務における個

人情報、仮名加工情報又は個人関連情報の取扱いについては、この章(第一節、第六十六

条第二項(第四号及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)におい

て準用する同条第一項、第七十五条、前二節、前条第二項及び第百二十七条を除く。)の

規定、第百七十六条及び第百八十条の規定(これらの規定のうち第六十六条第二項第四号

及び第五号(同項第四号に係る部分に限る。)に定める業務に係る部分を除く。)並びに第百

八十一条の規定は、適用しない。 

2 第五十八条第一項各号に掲げる者による個人情報又は匿名加工情報の取扱いについて

は、同項第一号に掲げる者を独立行政法人等と、同項第二号に掲げる者を地方独立行政法

人と、それぞれみなして、第一節、第七十五条、前二節、前条第二項、第百二十七条及び

次章から第八章まで(第百七十六条、第百八十条及び第百八十一条を除く。)の規定を適用

する。 

3 第五十八条第一項各号及び第二項各号に掲げる者(同項各号に定める業務を行う場合に

限る。)についての第九十八条の規定の適用については、同条第一項第一号中「第六十一

条第二項の規定に違反して保有されているとき、第六十三条の規定に違反して取り扱われ

ているとき、第六十四条の規定に違反して取得されたものであるとき、又は第六十九条第

一項及び第二項の規定に違反して利用されているとき」とあるのは「第十八条若しくは第
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十九条の規定に違反して取り扱われているとき、又は第二十条の規定に違反して取得され

たものであるとき」と、同項第二号中「第六十九条第一項及び第二項又は第七十一条第一

項」とあるのは「第二十七条第一項又は第二十八条」とする。 

(令三法三七・追加・旧第百二十三条繰下・一部改正) 

(権限又は事務の委任) 

第百二十六条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあ

っては、当該機関の命令)で定めるところにより、第二節から前節まで(第七十四条及び第

四節第四款を除く。)に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができ

る。 

(令三法三七・追加・旧第百二十四条繰下) 

(開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等) 

第百二十七条 行政機関の長等は、開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求又は第百十二

条第一項若しくは第百十八条第一項の提案(以下この条において「開示請求等」という。)

をしようとする者がそれぞれ容易かつ的確に開示請求等をすることができるよう、当該行

政機関の長等の属する行政機関等が保有する保有個人情報の特定又は当該提案に資する

情報の提供その他開示請求等をしようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるも

のとする。 

(令三法三七・追加・旧第百二十五条繰下・一部改正) 

(行政機関等における個人情報等の取扱いに関する苦情処理) 

第百二十八条 行政機関の長等は、行政機関等における個人情報、仮名加工情報又は匿名加

工情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。 

(令三法三七・追加・旧第百二十六条繰下) 

(地方公共団体に置く審議会等への諮問) 

第百二十九条 地方公共団体の機関は、条例で定めるところにより、第三章第三節の施策を

講ずる場合その他の場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見

に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審議会その他の合議制の機関

に諮問することができる。 

(令三法三七・追加) 

第六章 個人情報保護委員会 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第五章繰下) 

第一節 設置等 
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(令三法三七・節名追加) 

(設置) 

第百三十条 内閣府設置法第四十九条第三項の規定に基づいて、個人情報保護委員会(以下

「委員会」という。)を置く。 

2 委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。 

(平二七法六五・追加・旧第五十条繰下・一部改正、令三法三七・旧第五十九条繰

下・旧第百二十七条繰下) 

(任務) 

第百三十一条 委員会は、行政機関等の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を図り、並びに

個人情報の適正かつ効果的な活用が新たな産業の創出並びに活力ある経済社会及び豊か

な国民生活の実現に資するものであることその他の個人情報の有用性に配慮しつつ、個人

の権利利益を保護するため、個人情報の適正な取扱いの確保を図ること(個人番号利用事

務等実施者(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第十二条に規定する個人番

号利用事務等実施者をいう。)に対する指導及び助言その他の措置を講ずることを含む。)

を任務とする。 

(平二七法六五・追加・旧第五十一条繰下、令三法三七・旧第六十条繰下・旧第百

二十八条繰下・一部改正) 

(所掌事務) 

第百三十二条 委員会は、前条の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 基本方針の策定及び推進に関すること。 

二 個人情報取扱事業者における個人情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び仮名加工情

報取扱事業者における仮名加工情報の取扱い、個人情報取扱事業者及び匿名加工情報取

扱事業者における匿名加工情報の取扱い並びに個人関連情報取扱事業者における個人

関連情報の取扱いに関する監督、行政機関等における個人情報、仮名加工情報、匿名加

工情報及び個人関連情報の取扱いに関する監視並びに個人情報、仮名加工情報及び匿名

加工情報の取扱いに関する苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う

事業者への協力に関すること(第四号に掲げるものを除く。)。 

三 認定個人情報保護団体に関すること。 

四 特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。)の取扱いに

関する監視又は監督並びに苦情の申出についての必要なあっせん及びその処理を行う
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事業者への協力に関すること。 

五 特定個人情報保護評価(番号利用法第二十七条第一項に規定する特定個人情報保護評

価をいう。)に関すること。 

六 個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用についての広報及び啓発に関すること。 

七 前各号に掲げる事務を行うために必要な調査及び研究に関すること。 

八 所掌事務に係る国際協力に関すること。 

九 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき委員会に属さ

せられた事務 

(平二七法六五・追加・旧第五十二条繰下・一部改正、平二八法五一・令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第六十一条繰下・旧第百二十九条繰下・一部改正) 

(職権行使の独立性) 

第百三十三条 委員会の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。 

(平二七法六五・追加・旧第五十三条繰下、令三法三七・旧第六十二条繰下・旧第

百三十条繰下) 

(組織等) 

第百三十四条 委員会は、委員長及び委員八人をもって組織する。 

2 委員のうち四人は、非常勤とする。 

3 委員長及び委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、両議院の同意を得て、内閣

総理大臣が任命する。 

4 委員長及び委員には、個人情報の保護及び適正かつ効果的な活用に関する学識経験のあ

る者、消費者の保護に関して十分な知識と経験を有する者、情報処理技術に関する学識経

験のある者、行政分野に関する学識経験のある者、民間企業の実務に関して十分な知識と

経験を有する者並びに連合組織(地方自治法第二百六十三条の三第一項の連合組織で同項

の規定による届出をしたものをいう。)の推薦する者が含まれるものとする。 

(平二七法六五・追加・旧第五十四条繰下、令三法三七・旧第六十三条繰下・旧第

百三十一条繰下・一部改正) 

(任期等) 

第百三十五条 委員長及び委員の任期は、五年とする。ただし、補欠の委員長又は委員の任

期は、前任者の残任期間とする。 

2 委員長及び委員は、再任されることができる。 

3 委員長及び委員の任期が満了したときは、当該委員長及び委員は、後任者が任命される
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まで引き続きその職務を行うものとする。 

4 委員長又は委員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議

院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前条第三

項の規定にかかわらず、同項に定める資格を有する者のうちから、委員長又は委員を任命

することができる。 

5 前項の場合においては、任命後最初の国会において両議院の事後の承認を得なければな

らない。この場合において、両議院の事後の承認が得られないときは、内閣総理大臣は、

直ちに、その委員長又は委員を罷免しなければならない。 

(平二七法六五・追加・旧第五十五条繰下、令三法三七・旧第六十四条繰下・旧第

百三十二条繰下) 

(身分保障) 

第百三十六条 委員長及び委員は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、

その意に反して罷免されることがない。 

一 破産手続開始の決定を受けたとき。 

二 この法律又は番号利用法の規定に違反して刑に処せられたとき。 

三 禁錮以上の刑に処せられたとき。 

四 委員会により、心身の故障のため職務を執行することができないと認められたとき、

又は職務上の義務違反その他委員長若しくは委員たるに適しない非行があると認めら

れたとき。 

(平二七法六五・追加・旧第五十六条繰下、令三法三七・旧第六十五条繰下・旧第

百三十三条繰下) 

(罷免) 

第百三十七条 内閣総理大臣は、委員長又は委員が前条各号のいずれかに該当するときは、

その委員長又は委員を罷免しなければならない。 

(平二七法六五・追加・旧第五十七条繰下、令三法三七・旧第六十六条繰下・旧第

百三十四条繰下) 

(委員長) 

第百三十八条 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。 

2 委員会は、あらかじめ常勤の委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長を代理

する者を定めておかなければならない。 

(平二七法六五・追加・旧第五十八条繰下、令三法三七・旧第六十七条繰下・旧第
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百三十五条繰下) 

(会議) 

第百三十九条 委員会の会議は、委員長が招集する。 

2 委員会は、委員長及び四人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすること

ができない。 

3 委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決すると

ころによる。 

4 第百三十六条第四号の規定による認定をするには、前項の規定にかかわらず、本人を除

く全員の一致がなければならない。 

5 委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第二項に規定する委員

長を代理する者は、委員長とみなす。 

(平二七法六五・追加・旧第五十九条繰下・一部改正、令三法三七・旧第六十八条

繰下・旧第百三十六条繰下・一部改正) 

(専門委員) 

第百四十条 委員会に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。 

2 専門委員は、委員会の申出に基づいて内閣総理大臣が任命する。 

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

4 専門委員は、非常勤とする。 

(平二七法六五・追加・旧第六十条繰下、令三法三七・旧第六十九条繰下・旧第百

三十七条繰下) 

(事務局) 

第百四十一条 委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。 

2 事務局に、事務局長その他の職員を置く。 

3 事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。 

(平二七法六五・追加・旧第六十一条繰下、令三法三七・旧第七十条繰下・旧第百

三十八条繰下) 

(政治運動等の禁止) 

第百四十二条 委員長及び委員は、在任中、政党その他の政治団体の役員となり、又は積極

的に政治運動をしてはならない。 

2 委員長及び常勤の委員は、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を

得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行
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ってはならない。 

(平二七法六五・追加・旧第六十二条繰下、令三法三七・旧第七十一条繰下・旧第

百三十九条繰下) 

(秘密保持義務) 

第百四十三条 委員長、委員、専門委員及び事務局の職員は、職務上知ることのできた秘密

を漏らし、又は盗用してはならない。その職務を退いた後も、同様とする。 

(平二七法六五・追加・旧第六十三条繰下、令三法三七・旧第七十二条繰下・旧第

百四十条繰下) 

(給与) 

第百四十四条 委員長及び委員の給与は、別に法律で定める。 

(平二七法六五・追加・旧第六十四条繰下、令三法三七・旧第七十三条繰下・旧第

百四十一条繰下) 

(規則の制定) 

第百四十五条 委員会は、その所掌事務について、法律若しくは政令を実施するため、又は

法律若しくは政令の特別の委任に基づいて、個人情報保護委員会規則を制定することがで

きる。 

(平二七法六五・追加・旧第六十五条繰下、令三法三七・旧第七十四条繰下・旧第

百四十二条繰下) 

第二節 監督及び監視 

(令三法三七・追加) 

第一款 個人情報取扱事業者等の監督 

(令三法三七・追加) 

(報告及び立入検査) 

第百四十六条 委員会は、第四章(第五節を除く。次条及び第百五十一条において同じ。)の

規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名

加工情報取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者(以下この款において「個人情報取扱事

業者等」という。)その他の関係者に対し、個人情報、仮名加工情報、匿名加工情報又は

個人関連情報(以下この款及び第三款において「個人情報等」という。)の取扱いに関し、

必要な報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に、当該個人情報取扱事業者等その

他の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、個人情報等の取扱いに関し質問させ、

若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 
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2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請

求があったときは、これを提示しなければならない。 

3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈しては

ならない。 

(令三法三七・追加・旧第百四十三条繰下・一部改正) 

(指導及び助言) 

第百四十七条 委員会は、第四章の規定の施行に必要な限度において、個人情報取扱事業者

等に対し、個人情報等の取扱いに関し必要な指導及び助言をすることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十四条繰下) 

(勧告及び命令) 

第百四十八条 委員会は、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条まで、第二十一条(第

一項、第三項及び第四項の規定を第四十一条第四項の規定により読み替えて適用する場合

を含む。)、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条(第四項を除き、第五項及び第六

項の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第二十八

条、第二十九条(第一項ただし書の規定を第四十一条第六項の規定により読み替えて適用

する場合を含む。)、第三十条(第二項を除き、第一項ただし書の規定を第四十一条第六項

の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第三十二条、第三十三条(第一項(第五項

において準用する場合を含む。)を除く。)、第三十四条第二項若しくは第三項、第三十五

条(第一項、第三項及び第五項を除く。)、第三十八条第二項、第四十一条(第四項及び第五

項を除く。)若しくは第四十三条(第六項を除く。)の規定に違反した場合、個人関連情報取

扱事業者が第三十一条第一項、同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項

若しくは第三十一条第三項において読み替えて準用する第三十条第三項若しくは第四項

の規定に違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項、同条第二項におい

て読み替えて準用する第二十七条第五項若しくは第六項若しくは第四十二条第三項にお

いて読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若し

くは第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十四条若しくは第

四十五条の規定に違反した場合において個人の権利利益を保護するため必要があると認

めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反を是正す

るために必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 

2 委員会は、前項の規定による勧告を受けた個人情報取扱事業者等が正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかった場合において個人の重大な権利利益の侵害が切迫し
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ていると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべ

きことを命ずることができる。 

3 委員会は、前二項の規定にかかわらず、個人情報取扱事業者が第十八条から第二十条ま

で、第二十三条から第二十六条まで、第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第三

項、第四十一条第一項から第三項まで若しくは第六項から第八項まで若しくは第四十三条

第一項、第二項若しくは第五項の規定に違反した場合、個人関連情報取扱事業者が第三十

一条第一項若しくは同条第二項において読み替えて準用する第二十八条第三項の規定に

違反した場合、仮名加工情報取扱事業者が第四十二条第一項若しくは同条第三項において

読み替えて準用する第二十三条から第二十五条まで若しくは第四十一条第七項若しくは

第八項の規定に違反した場合又は匿名加工情報取扱事業者が第四十五条の規定に違反し

た場合において個人の重大な権利利益を害する事実があるため緊急に措置をとる必要が

あると認めるときは、当該個人情報取扱事業者等に対し、当該違反行為の中止その他違反

を是正するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

4 委員会は、前二項の規定による命令をした場合において、その命令を受けた個人情報取

扱事業者等がその命令に違反したときは、その旨を公表することができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十五条繰下) 

(委員会の権限の行使の制限) 

第百四十九条 委員会は、前三条の規定により個人情報取扱事業者等に対し報告若しくは資

料の提出の要求、立入検査、指導、助言、勧告又は命令を行うに当たっては、表現の自由、

学問の自由、信教の自由及び政治活動の自由を妨げてはならない。 

2 前項の規定の趣旨に照らし、委員会は、個人情報取扱事業者等が第五十七条第一項各号

に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場合に限る。)に対し

て個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百四十六条繰下) 

(権限の委任) 

第百五十条 委員会は、緊急かつ重点的に個人情報等の適正な取扱いの確保を図る必要があ

ることその他の政令で定める事情があるため、個人情報取扱事業者等に対し、第百四十八

条第一項の規定による勧告又は同条第二項若しくは第三項の規定による命令を効果的に

行う上で必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、第二十六条第一項、第

百四十六条第一項、第百六十二条において読み替えて準用する民事訴訟法(平成八年法律

第百九号)第九十九条、第百一条、第百三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九
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条、第百六十三条並びに第百六十四条の規定による権限を事業所管大臣に委任することが

できる。 

2 事業所管大臣は、前項の規定により委任された権限を行使したときは、政令で定めると

ころにより、その結果について委員会に報告するものとする。 

3 事業所管大臣は、政令で定めるところにより、第一項の規定により委任された権限及び

前項の規定による権限について、その全部又は一部を内閣府設置法第四十三条の地方支分

部局その他の政令で定める部局又は機関の長に委任することができる。 

4 内閣総理大臣は、第一項の規定により委任された権限及び第二項の規定による権限(金融

庁の所掌に係るものに限り、政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。 

5 金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限について、

その一部を証券取引等監視委員会に委任することができる。 

6 金融庁長官は、政令で定めるところにより、第四項の規定により委任された権限(前項の

規定により証券取引等監視委員会に委任されたものを除く。)の一部を財務局長又は財務

支局長に委任することができる。 

7 証券取引等監視委員会は、政令で定めるところにより、第五項の規定により委任された

権限の一部を財務局長又は財務支局長に委任することができる。 

8 前項の規定により財務局長又は財務支局長に委任された権限に係る事務に関しては、証

券取引等監視委員会が財務局長又は財務支局長を指揮監督する。 

9 第五項の場合において、証券取引等監視委員会が行う報告又は資料の提出の要求(第七項

の規定により財務局長又は財務支局長が行う場合を含む。)についての審査請求は、証券

取引等監視委員会に対してのみ行うことができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十七条繰下・一部改正) 

(事業所管大臣の請求) 

第百五十一条 事業所管大臣は、個人情報取扱事業者等に第四章の規定に違反する行為があ

ると認めるときその他個人情報取扱事業者等による個人情報等の適正な取扱いを確保す

るために必要があると認めるときは、委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置を

とるべきことを求めることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百四十八条繰下) 

(事業所管大臣) 

第百五十二条 この款の規定における事業所管大臣は、次のとおりとする。 

一 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち雇用管理に関するものにつ
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いては、厚生労働大臣(船員の雇用管理に関するものについては、国土交通大臣)及び当

該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣、国家公安委員会又はカジノ管理委

員会(次号において「大臣等」という。) 

二 個人情報取扱事業者等が行う個人情報等の取扱いのうち前号に掲げるもの以外のも

のについては、当該個人情報取扱事業者等が行う事業を所管する大臣等 

(令三法三七・追加・旧第百四十九条繰下) 

第二款 認定個人情報保護団体の監督 

(令三法三七・追加) 

(報告の徴収) 

第百五十三条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報

保護団体に対し、認定業務に関し報告をさせることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十条繰下) 

(命令) 

第百五十四条 委員会は、第四章第五節の規定の施行に必要な限度において、認定個人情報

保護団体に対し、認定業務の実施の方法の改善、個人情報保護指針の変更その他の必要な

措置をとるべき旨を命ずることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十一条繰下) 

(認定の取消し) 

第百五十五条 委員会は、認定個人情報保護団体が次の各号のいずれかに該当するときは、

その認定を取り消すことができる。 

一 第四十八条第一号又は第三号に該当するに至ったとき。 

二 第四十九条各号のいずれかに適合しなくなったとき。 

三 第五十五条の規定に違反したとき。 

四 前条の命令に従わないとき。 

五 不正の手段により第四十七条第一項の認定又は第五十条第一項の変更の認定を受け

たとき。 

2 委員会は、前項の規定により認定を取り消したときは、その旨を公示しなければならな

い。 

(令三法三七・追加・旧第百五十二条繰下) 

第三款 行政機関等の監視 

(令三法三七・追加) 
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(資料の提出の要求及び実地調査) 

第百五十六条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき

は、行政機関の長等(会計検査院長を除く。以下この款において同じ。)に対し、行政機関

等における個人情報等の取扱いに関する事務の実施状況について、資料の提出及び説明を

求め、又はその職員に実地調査をさせることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十三条繰下) 

(指導及び助言) 

第百五十七条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき

は、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて、必要な指

導及び助言をすることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十四条繰下) 

(勧告) 

第百五十八条 委員会は、前章の規定の円滑な運用を確保するため必要があると認めるとき

は、行政機関の長等に対し、行政機関等における個人情報等の取扱いについて勧告をする

ことができる。 

(令三法三七・追加・旧第百五十五条繰下) 

(勧告に基づいてとった措置についての報告の要求) 

第百五十九条 委員会は、前条の規定により行政機関の長等に対し勧告をしたときは、当該

行政機関の長等に対し、その勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができ

る。 

(令三法三七・追加・旧第百五十六条繰下) 

(委員会の権限の行使の制限) 

第百六十条 第百四十九条第一項の規定の趣旨に照らし、委員会は、行政機関の長等が第五

十七条第一項各号に掲げる者(それぞれ当該各号に定める目的で個人情報等を取り扱う場

合に限る。)に対して個人情報等を提供する行為については、その権限を行使しないもの

とする。 

(令三法三七・追加・旧第百五十七条繰下・一部改正) 

第三節 送達 

(令三法三七・追加) 

(送達すべき書類) 

第百六十一条 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出の要求、第百四十
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八条第一項の規定による勧告若しくは同条第二項若しくは第三項の規定による命令、第百

五十三条の規定による報告の徴収、第百五十四条の規定による命令又は第百五十五条第一

項の規定による取消しは、個人情報保護委員会規則で定める書類を送達して行う。 

2 第百四十八条第二項若しくは第三項若しくは第百五十四条の規定による命令又は第百

五十五条第一項の規定による取消しに係る行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十五

条第一項又は第三十条の通知は、同法第十五条第一項及び第二項又は第三十条の書類を送

達して行う。この場合において、同法第十五条第三項(同法第三十一条において読み替え

て準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。 

(令三法三七・追加・旧第百五十八条繰下・一部改正) 

(送達に関する民事訴訟法の準用) 

第百六十二条 前条の規定による送達については、民事訴訟法第九十九条、第百一条、第百

三条、第百五条、第百六条、第百八条及び第百九条の規定を準用する。この場合において、

同法第九十九条第一項中「執行官」とあるのは「個人情報保護委員会の職員」と、同法第

百八条中「裁判長」とあり、及び同法第百九条中「裁判所」とあるのは「個人情報保護委

員会」と読み替えるものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百五十九条繰下) 

(公示送達) 

第百六十三条 委員会は、次に掲げる場合には、公示送達をすることができる。 

一 送達を受けるべき者の住所、居所その他送達をすべき場所が知れない場合 

二 外国(本邦の域外にある国又は地域をいう。以下同じ。)においてすべき送達について、

前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定によることができず、又は

これによっても送達をすることができないと認めるべき場合 

三 前条において読み替えて準用する民事訴訟法第百八条の規定により外国の管轄官庁

に嘱託を発した後六月を経過してもその送達を証する書面の送付がない場合 

2 公示送達は、送達をすべき書類を送達を受けるべき者にいつでも交付すべき旨を委員会

の掲示場に掲示することにより行う。 

3 公示送達は、前項の規定による掲示を始めた日から二週間を経過することによって、そ

の効力を生ずる。 

4 外国においてすべき送達についてした公示送達にあっては、前項の期間は、六週間とす

る。 

(令三法三七・追加・旧第百六十条繰下) 
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(電子情報処理組織の使用) 

第百六十四条 委員会の職員が、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成

十四年法律第百五十一号)第三条第九号に規定する処分通知等であって第百六十一条の規

定により書類を送達して行うこととしているものに関する事務を、同法第七条第一項の規

定により同法第六条第一項に規定する電子情報処理組織を使用して行ったときは、第百六

十二条において読み替えて準用する民事訴訟法第百九条の規定による送達に関する事項

を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を当該電子情報処理組織を使用して委

員会の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイルに記録しなけれ

ばならない。 

(令三法三七・追加・旧第百六十一条繰下・一部改正) 

第四節 雑則 

(令三法三七・追加) 

(施行の状況の公表) 

第百六十五条 委員会は、行政機関の長等に対し、この法律の施行の状況について報告を求

めることができる。 

2 委員会は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百六十二条繰下) 

(地方公共団体による必要な情報の提供等の求め) 

第百六十六条 地方公共団体は、地方公共団体の機関、地方独立行政法人及び事業者等によ

る個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認めるときは、委員会に対し、

必要な情報の提供又は技術的な助言を求めることができる。 

2 委員会は、前項の規定による求めがあったときは、必要な情報の提供又は技術的な助言

を行うものとする。 

(令三法三七・追加) 

(条例を定めたときの届出) 

第百六十七条 地方公共団体の長は、この法律の規定に基づき個人情報の保護に関する条例

を定めたときは、遅滞なく、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、その旨及び

その内容を委員会に届け出なければならない。 

2 委員会は、前項の規定による届出があったときは、当該届出に係る事項をインターネッ

トの利用その他適切な方法により公表しなければならない。 

3 前二項の規定は、第一項の規定による届出に係る事項の変更について準用する。 
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(令三法三七・追加) 

(国会に対する報告) 

第百六十八条 委員会は、毎年、内閣総理大臣を経由して国会に対し所掌事務の処理状況を

報告するとともに、その概要を公表しなければならない。 

(令三法三七・追加・旧第百六十三条繰下) 

(案内所の整備) 

第百六十九条 委員会は、この法律の円滑な運用を確保するため、総合的な案内所を整備す

るものとする。 

(令三法三七・追加・旧第百六十四条繰下) 

(地方公共団体が処理する事務) 

第百七十条 この法律に規定する委員会の権限及び第百五十条第一項又は第四項の規定に

より事業所管大臣又は金融庁長官に委任された権限に属する事務は、政令で定めるところ

により、地方公共団体の長その他の執行機関が行うこととすることができる。 

(令三法三七・追加・旧第百六十五条繰下・一部改正) 

第七章 雑則 

(平二七法六五・旧第五章繰下、令三法三七・旧第六章繰下) 

(適用範囲) 

第百七十一条 この法律は、個人情報取扱事業者、仮名加工情報取扱事業者、匿名加工情報

取扱事業者又は個人関連情報取扱事業者が、国内にある者に対する物品又は役務の提供に

関連して、国内にある者を本人とする個人情報、当該個人情報として取得されることとな

る個人関連情報又は当該個人情報を用いて作成された仮名加工情報若しくは匿名加工情

報を、外国において取り扱う場合についても、適用する。 

(令二法四四・全改、令三法三七・旧第七十五条繰下・旧第百六十六条繰下・一部

改正) 

(外国執行当局への情報提供) 

第百七十二条 委員会は、この法律に相当する外国の法令を執行する外国の当局(以下この

条において「外国執行当局」という。)に対し、その職務(この法律に規定する委員会の職

務に相当するものに限る。次項において同じ。)の遂行に資すると認める情報の提供を行

うことができる。 

2 前項の規定による情報の提供については、当該情報が当該外国執行当局の職務の遂行以

外に使用されず、かつ、次項の規定による同意がなければ外国の刑事事件の捜査(その対
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象たる犯罪事実が特定された後のものに限る。)又は審判(同項において「捜査等」という。)

に使用されないよう適切な措置がとられなければならない。 

3 委員会は、外国執行当局からの要請があったときは、次の各号のいずれかに該当する場

合を除き、第一項の規定により提供した情報を当該要請に係る外国の刑事事件の捜査等に

使用することについて同意をすることができる。 

一 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪が政治犯罪であるとき、又

は当該要請が政治犯罪について捜査等を行う目的で行われたものと認められるとき。 

二 当該要請に係る刑事事件の捜査等の対象とされている犯罪に係る行為が日本国内に

おいて行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるもの

でないとき。 

三 日本国が行う同種の要請に応ずる旨の要請国の保証がないとき。 

4 委員会は、前項の同意をする場合においては、あらかじめ、同項第一号及び第二号に該

当しないことについて法務大臣の確認を、同項第三号に該当しないことについて外務大臣

の確認を、それぞれ受けなければならない。 

(平二七法六五・追加、令三法三七・旧第七十八条繰下・旧第百六十七条繰下) 

(国際約束の誠実な履行等) 

第百七十三条 この法律の施行に当たっては、我が国が締結した条約その他の国際約束の誠

実な履行を妨げることがないよう留意するとともに、確立された国際法規を遵守しなけれ

ばならない。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第七十八条の二繰下・旧第百六十八条繰下) 

(連絡及び協力) 

第百七十四条 内閣総理大臣及びこの法律の施行に関係する行政機関の長(会計検査院長を

除く。)は、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。 

(平二七法六五・旧第五十四条繰下・旧第七十一条繰下・一部改正、令三法三七・

旧第八十条繰下・旧第百六十九条繰下・一部改正) 

(政令への委任) 

第百七十五条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、政令で

定める。 

(平二七法六五・旧第五十五条繰下・旧第七十二条繰下、令三法三七・旧第八十一

条繰下・旧第百七十条繰下) 

第八章 罰則 
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(平二七法六五・旧第六章繰下、令三法三七・旧第七章繰下) 

第百七十六条 行政機関等の職員若しくは職員であった者、第六十六条第二項各号に定める

業務若しくは第七十三条第五項若しくは第百二十一条第三項の委託を受けた業務に従事

している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報、仮名加工情報若し

くは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者

が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された第六十条第二項第一号

に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を提供

したときは、二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(令三法三七・追加・旧第百七十一条繰下・一部改正) 

第百七十七条 第百四十三条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、二年以下

の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(平二七法六五・追加・旧第七十三条繰下・一部改正、令三法三七・旧第八十二条

繰下・旧第百七十二条繰下・一部改正) 

第百七十八条 第百四十八条第二項又は第三項の規定による命令に違反した場合には、当該

違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

(令二法四四・追加、令三法三七・旧第八十三条繰下・旧第百七十三条繰下・一部

改正) 

第百七十九条 個人情報取扱事業者(その者が法人(法人でない団体で代表者又は管理人の

定めのあるものを含む。第百八十四条第一項において同じ。)である場合にあっては、そ

の役員、代表者又は管理人)若しくはその従業者又はこれらであった者が、その業務に関

して取り扱った個人情報データベース等(その全部又は一部を複製し、又は加工したもの

を含む。)を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、

一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(平二七法六五・追加、令二法四四・旧第八十三条繰下、令三法三七・旧第八十四

条繰下・旧第百七十四条繰下・一部改正) 

第百八十条 第百七十六条に規定する者が、その業務に関して知り得た保有個人情報を自己

若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、一年以下の懲役

又は五十万円以下の罰金に処する。 

(令三法三七・追加・旧第百七十五条繰下・一部改正) 

第百八十一条 行政機関等の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供す

る目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したとき
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は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 

(令三法三七・追加・旧第百七十六条繰下) 

第百八十二条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万

円以下の罰金に処する。 

一 第百四十六条第一項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報

告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は当該職員の質問に対して答弁をせず、若し

くは虚偽の答弁をし、若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。 

二 第百五十三条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。 

(平二七法六五・旧第五十七条繰下・旧第七十五条繰下・一部改正、令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第八十五条繰下・旧第百七十七条繰下・一部改正) 

第百八十三条 第百七十六条、第百七十七条及び第百七十九条から第百八十一条までの規定

は、日本国外においてこれらの条の罪を犯した者にも適用する。 

(平二七法六五・追加・旧第七十六条繰下・一部改正、令二法四四・一部改正、令

三法三七・旧第八十六条繰下・旧第百七十八条繰下・一部改正) 

第百八十四条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その

法人又は人の業務に関して、次の各号に掲げる違反行為をしたときは、行為者を罰するほ

か、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科す

る。 

一 第百七十八条及び第百七十九条 一億円以下の罰金刑 

二 第百八十二条 同条の罰金刑 

2 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、

その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合

の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

(平二七法六五・旧第五十八条繰下・旧第七十七条繰下・一部改正、令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第八十七条繰下・旧第百七十九条繰下・一部改正) 

第百八十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。 

一 第三十条第二項(第三十一条第三項において準用する場合を含む。)又は第五十六条の

規定に違反した者 

二 第五十一条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者 

三 偽りその他不正の手段により、第八十五条第三項に規定する開示決定に基づく保有個

人情報の開示を受けた者 
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(平二七法六五・旧第五十九条繰下・旧第七十八条繰下・一部改正、令二法四四・

一部改正、令三法三七・旧第八十八条繰下・旧第百八十条繰下・一部改正) 

附 則 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第四章から第六章まで及び附則第二

条から第六条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で

定める日から施行する。 

(平成一五年政令第五〇六号で平成一七年四月一日から施行) 

(本人の同意に関する経過措置) 

第二条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第十五条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情

報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであるときは、第十六条第一項又は第

二項の同意があったものとみなす。 

第三条 この法律の施行前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合に

おいて、その同意が第二十三条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める

旨の同意に相当するものであるときは、同項の同意があったものとみなす。 

(通知に関する経過措置) 

第四条 第二十三条第二項の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置

かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通知され

ているときは、当該通知は、同項の規定により行われたものとみなす。 

第五条 第二十三条第五項第三号の規定により本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状

態に置かなければならない事項に相当する事項について、この法律の施行前に、本人に通

知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたものとみなす。 

(平二七法六五・一部改正) 

(名称の使用制限に関する経過措置) 

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体という名称又はこれに紛らわしい

名称を用いている者については、第四十五条の規定は、同条の規定の施行後六月間は、適

用しない。 

(行政機関等匿名加工情報に関する経過措置) 

第七条 都道府県及び地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市以外の地方公共

団体の機関並びに地方独立行政法人についての第百十条及び第百十一条の規定の適用に
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ついては、当分の間、第百十条中「行政機関の長等は、」とあるのは「行政機関の長等は、

次条の規定による募集をしようとする場合であって、」と、第百十一条中「ものとする」

とあるのは「ことができる」とする。 

(令三法三七・全改) 

附 則 (平成一五年五月三〇日法律第六一号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行

する。 

(施行の日＝平成一七年四月一日) 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定め

る。 

附 則 (平成一五年七月一六日法律第一一九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)の施行の日から施行

する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(施行の日＝平成一六年四月一日) 

一 第六条の規定 個人情報の保護に関する法律の施行の日又はこの法律の施行の日の

いずれか遅い日 

(この法律の施行の日＝平成一六年四月一日) 

(その他の経過措置の政令への委任) 

第六条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で

定める。 

附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)の施

行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行す

る。 

(施行の日＝平成二一年九月一日) 

一 附則第九条の規定 この法律の公布の日 

(処分等に関する経過措置) 
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第四条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を

含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その

他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」

という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知

その他の行為とみなす。 

2 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為

は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定により

された免許の申請、届出その他の行為とみなす。 

3 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければな

らない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別

段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその

手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。 

(命令の効力に関する経過措置) 

第五条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第七条第三項の内閣府令又は国家行

政組織法第十二条第一項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行

後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第七条第三項の内閣府

令又は国家行政組織法第十二条第一項の省令としての効力を有するものとする。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第八条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によるこ

ととされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、な

お従前の例による。 

(政令への委任) 

第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措

置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

附 則 (平成二七年九月九日法律第六五号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(平成二八年政令第三八五号で平成二九年五月三〇日から施行) 

一 附則第七条第二項、第十条及び第十二条の規定 公布の日 
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二 第一条及び第四条並びに附則第五条、第六条、第七条第一項及び第三項、第八条、第

九条、第十三条、第二十二条、第二十五条から第二十七条まで、第三十条、第三十二条、

第三十四条並びに第三十七条の規定 平成二十八年一月一日 

三 略 

四 次条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定め

る日 

(平成二八年政令第三八五号で平成二九年三月一日から施行) 

五 第三条及び第六条(番号利用法第十九条第一号及び別表第一の改正規定を除く。)並び

に附則第十九条の三、第二十四条、第二十九条の三及び第三十六条の規定 番号利用法

附則第一条第五号に掲げる規定の施行の日 

(施行の日＝平成二九年五月三〇日) 

(平二九法三六・一部改正) 

(通知等に関する経過措置) 

第二条 第二条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護

法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者

は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、同項第五号に掲げる事項に相当する事項について本人に通知す

るとともに、同項各号に掲げる事項に相当する事項について個人情報保護委員会に届け出

ることができる。この場合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定に

よる通知及び届出とみなす。 

(外国にある第三者への提供に係る本人の同意に関する経過措置) 

第三条 施行日前になされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、そ

の同意が新個人情報保護法第二十四条の規定による個人データの外国にある第三者への

提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同条の同意があったものとみなす。 

(主務大臣がした処分等に関する経過措置) 

第四条 施行日前に第二条の規定による改正前の個人情報の保護に関する法律(以下「旧個

人情報保護法」という。)又はこれに基づく命令の規定により旧個人情報保護法第三十六

条又は第四十九条に規定する主務大臣(以下この条において単に「主務大臣」という。)が

した勧告、命令その他の処分又は通知その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法

又はこれに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会がした勧告、命令その

他の処分又は通知その他の行為とみなす。 
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2 この法律の施行の際現に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大

臣に対してされている申請、届出その他の行為は、施行日以後は、新個人情報保護法又は

これに基づく命令の相当規定に基づいて、個人情報保護委員会に対してされた申請、届出

その他の行為とみなす。 

3 施行日前に旧個人情報保護法又はこれに基づく命令の規定により主務大臣に対して届

出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものに

ついては、施行日以後は、これを、新個人情報保護法又はこれに基づく命令の相当規定に

より個人情報保護委員会に対してその手続をしなければならないとされた事項について

その手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。 

(委員長又は委員の任命等に関する経過措置) 

第七条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の

委員長又は委員である者は、それぞれ第二号施行日に、第一条の規定による改正後の個人

情報の保護に関する法律(以下この条において「第二号新個人情報保護法」という。)第五

十四条第三項の規定により、個人情報保護委員会の委員長又は委員として任命されたもの

とみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、第二号新個

人情報保護法第五十五条第一項の規定にかかわらず、第二号施行日における従前の特定個

人情報保護委員会の委員長又は委員としてのそれぞれの任期の残任期間と同一の期間と

する。 

2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行に伴い新たに任命されることとなる個人情報保

護委員会の委員については、第二号新個人情報保護法第五十四条第三項に規定する委員の

任命のために必要な行為は、第二号施行日前においても行うことができる。 

3 附則第一条第二号に掲げる規定の施行の際現に従前の特定個人情報保護委員会の事務

局の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、第二号施行日に、同一の勤務条件を

もって、個人情報保護委員会の事務局の相当の職員となるものとする。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第九条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行

為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第二号施行日以

後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第十条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 
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(事業者等が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の策定に当たっての配

慮) 

第十一条 個人情報保護委員会は、新個人情報保護法第八条に規定する事業者等が講ずべき

措置の適切かつ有効な実施を図るための指針を策定するに当たっては、この法律の施行に

より旧個人情報保護法第二条第三項第五号に掲げる者が新たに個人情報取扱事業者とな

ることに鑑み、特に小規模の事業者の事業活動が円滑に行われるよう配慮するものとする。 

(検討) 

第十二条 政府は、施行日までに、新個人情報保護法の規定の趣旨を踏まえ、行政機関の保

有する個人情報の保護に関する法律第二条第一項に規定する行政機関が保有する同条第

二項に規定する個人情報及び独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平

成十五年法律第五十九号)第二条第一項に規定する独立行政法人等が保有する同条第二項

に規定する個人情報(以下この条において「行政機関等保有個人情報」と総称する。)の取

扱いに関する規制の在り方について、匿名加工情報(新個人情報保護法第二条第九項に規

定する匿名加工情報をいい、行政機関等匿名加工情報(行政機関等保有個人情報を加工し

て得られる匿名加工情報をいう。以下この項において同じ。)を含む。)の円滑かつ迅速な

利用を促進する観点から、行政機関等匿名加工情報の取扱いに対する指導、助言等を統一

的かつ横断的に個人情報保護委員会に行わせることを含めて検討を加え、その結果に基づ

いて所要の措置を講ずるものとする。 

2 政府は、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保護に関する基本方針の策定

及び推進その他の個人情報保護委員会の所掌事務について、これを実効的に行うために必

要な人的体制の整備、財源の確保その他の措置の状況を勘案し、その改善について検討を

加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

3 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後三年を目途として、個人情報の保

護に関する国際的動向、情報通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業

の創出及び発展の状況等を勘案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、

必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

4 政府は、附則第一条第六号に掲げる規定の施行後三年を目途として、預金保険法(昭和四

十六年法律第三十四号)第二条第一項に規定する金融機関が同条第三項に規定する預金者

等から、又は農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三号)第二条第一項に

規定する農水産業協同組合が同条第三項に規定する貯金者等から、適切に個人番号の提供

を受ける方策及び第七条の規定による改正後の番号利用法の施行の状況について検討を
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加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措

置を講ずるものとする。 

5 政府は、国の行政機関等が保有する個人情報の安全を確保する上でサイバーセキュリテ

ィ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバー

セキュリティをいう。)に関する対策の的確な策定及び実施が重要であることに鑑み、国

の行政機関等における同法第十三条に規定する基準に基づく対策の策定及び実施に係る

体制の整備等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

6 政府は、新個人情報保護法の施行の状況、第一項の措置の実施の状況その他の状況を踏

まえ、新個人情報保護法第二条第一項に規定する個人情報及び行政機関等保有個人情報の

保護に関する規定を集約し、一体的に規定することを含め、個人情報の保護に関する法制

の在り方について検討するものとする。 

(令二法四四・一部改正) 

附 則 (平成二八年五月二七日法律第五一号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定め

る日から施行する。 

(平成二九年政令第一八号で平成二九年五月三〇日から施行) 

附 則 (平成二九年五月二四日法律第三六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(平成二九年政令第一四八号で平成二九年五月二九日から施行) 

附 則 (平成三〇年七月二七日法律第八〇号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一及び二 略 

三 第十一章、第二百三十五条、第二百三十九条第一項(第四十四号に係る部分に限る。)、

第二百四十三条第一項(第四号(第二百三十九条第一項第四十四号に係る部分に限る。)

に係る部分に限る。)及び第三項並びに第二百五十一条並びに附則第五条、第七条から

第十条まで、第十二条、第十四条(特定複合観光施設区域の整備の推進に関する法律第



資料10

 

91/101 

十九条第二項の改正規定に限る。)、第十五条及び第十六条の規定 公布の日から起算

して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日 

(令和元年政令第一三四号で令和二年一月七日から施行) 

(令元法一六・一部改正) 

附 則 (令和元年五月三一日法律第一六号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(令和元年政令第一八二号で令和元年一二月一六日から施行) 

附 則 (令和二年六月一二日法律第四四号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

(令和三年政令第五五号で令和四年四月一日から施行) 

一 附則第九条から第十一条までの規定 公布の日 

二 第一条中個人情報の保護に関する法律第八十四条を削り、同法第八十三条を同法第八

十四条とし、同法第八十二条の次に一条を加える改正規定、同法第八十五条の改正規定、

同法第八十六条の改正規定及び同法第八十七条の改正規定、第二条中行政手続における

特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第五十七条の改正規定並びに

第三条中医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律第四十六

条の改正規定、同法第四十六条の次に一条を加える改正規定、同法第四十八条の改正規

定及び同法第四十九条の改正規定並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して六

月を経過した日 

三 次条及び附則第七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内にお

いて政令で定める日 

(令和三年政令第五五号で令和三年一〇月一日から施行) 

(通知等に関する経過措置) 

第二条 第一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下「新個人情報保護

法」という。)第二十三条第二項の規定により個人データを第三者に提供しようとする者

は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、個人情報保護委員会規

則で定めるところにより、同項第一号、第四号及び第八号に掲げる事項に相当する事項に
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ついて、本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場

合において、当該通知及び届出は、施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみな

す。 

第三条 新個人情報保護法第二十三条第五項第三号に規定する個人データの管理について

責任を有する者の住所及び法人にあっては、その代表者の氏名に相当する事項について、

施行日前に、本人に通知されているときは、当該通知は、同号の規定により行われたもの

とみなす。 

(外国にある第三者への提供に係る情報提供等に関する経過措置) 

第四条 新個人情報保護法第二十四条第二項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に

同条第一項の規定により本人の同意を得る場合について適用する。 

2 新個人情報保護法第二十四条第三項の規定は、個人情報取扱事業者が施行日以後に個人

データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

(個人関連情報の第三者提供に係る本人の同意等に関する経過措置) 

第五条 施行日前になされた本人の個人関連情報の取扱いに関する同意がある場合におい

て、その同意が新個人情報保護法第二十六条の二第一項の規定による個人関連情報の第三

者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、同項第一号の同意があったも

のとみなす。 

2 新個人情報保護法第二十六条の二第二項において読み替えて準用する新個人情報保護

法第二十四条第三項の規定は、個人関連情報取扱事業者が施行日以後に個人関連情報を同

項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

(認定個人情報保護団体の対象事業者に関する経過措置) 

第六条 この法律の施行の際現に認定個人情報保護団体の構成員である個人情報取扱事業

者等については、施行日において新個人情報保護法第五十一条第一項の同意があったもの

とみなして、同項の規定を適用する。 

(罰則の適用に関する経過措置) 

第八条 この法律(附則第一条第二号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行

為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 

(政令への委任) 

第九条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定

める。 

(検討) 
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第十条 政府は、この法律の施行後三年ごとに、個人情報の保護に関する国際的動向、情報

通信技術の進展、それに伴う個人情報を活用した新たな産業の創出及び発展の状況等を勘

案し、新個人情報保護法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、

その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。 

附 則 (令和三年五月一九日法律第三七号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、令和三年九月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第二十七条(住民基本台帳法別表第一から別表第五までの改正規定に限る。)、第四十

五条、第四十七条及び第五十五条(行政手続における特定の個人を識別するための番号

の利用等に関する法律別表第一及び別表第二の改正規定(同表の二十七の項の改正規定

を除く。)に限る。)並びに附則第八条第一項、第五十九条から第六十三条まで、第六十

七条及び第七十一条から第七十三条までの規定 公布の日 

二 略 

三 附則第七条第三項の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政

令で定める日 

(令和三年政令第二九一号で令和四年一月一日から施行) 

四 第十七条、第三十五条、第四十四条、第五十条及び第五十八条並びに次条、附則第三

条、第五条、第六条、第七条(第三項を除く。)、第十三条、第十四条、第十八条(戸籍法

第百二十九条の改正規定(「戸籍の」の下に「正本及び」を加える部分を除く。)に限る。)、

第十九条から第二十一条まで、第二十三条、第二十四条、第二十七条、第二十九条(住

民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定を除く。)、第三十条、第三十一条、第

三十三条から第三十五条まで、第四十条、第四十二条、第四十四条から第四十六条まで、

第四十八条、第五十条から第五十二条まで、第五十三条(行政手続における特定の個人

を識別するための番号の利用等に関する法律第四十五条の二第一項、第五項、第六項及

び第九項の改正規定並びに同法第五十二条の三の改正規定を除く。)、第五十五条(がん

登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第三十五条の改正規定(「(条

例を含む。)」を削る部分に限る。)を除く。)、第五十六条、第五十八条、第六十四条、

第六十五条、第六十八条及び第六十九条の規定 公布の日から起算して一年を超えない

範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

(令和三年政令第二九一号で令和四年四月一日から施行) 
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五 略 

六 附則第八条第二項及び第九条第三項の規定 公布の日から起算して一年六月を超え

ない範囲内において政令で定める日 

(令和四年政令第一七六号で令和四年一〇月一日から施行) 

七 第二十七条(住民基本台帳法第二十四条の二の改正規定及び同法第三十条の十五第三

項の改正規定に限る。)、第四十八条(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構

の認証業務に関する法律第七十一条の二を同法第七十一条の三とし、同法第七十一条の

次に一条を加える改正規定を除く。)、第四十九条及び第五十一条並びに附則第九条(第

三項を除く。)、第十条、第十五条、第十八条(戸籍法第百二十九条の改正規定(「戸籍の」

の下に「正本及び」を加える部分に限る。)に限る。)、第二十二条、第二十五条、第二

十六条、第二十八条、第二十九条(住民基本台帳法第三十条の十五第三項の改正規定に

限る。)、第三十九条、第四十三条、第四十七条、第四十九条、第五十四条、第五十五

条(がん登録等の推進に関する法律第三十五条の改正規定(「(条例を含む。)」を削る部

分に限る。)に限る。)、第五十七条、第六十六条及び第七十条の規定 公布の日から起

算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日 

(令和四年政令第一七六号で令和五年四月一日から施行) 

(第五十条の規定の施行に伴う経過措置) 

第七条 第五十条の規定の施行の日(以下この条において「第五十条施行日」という。)前に

別表第二法人等(第五十条改正後個人情報保護法別表第二に掲げる法人、第五十条改正後

個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人情報保護法第十六条

第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加工情報取扱事業者若

しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労働者

健康安全機構又は同条第八項に規定する学術研究機関等である同条第二項に規定する個

人情報取扱事業者をいう。以下この条において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取

扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第十七

条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認め

る旨の同意に相当するものであるときは、第五十条施行日において第五十条改正後個人情

報保護法第十八条第一項又は第二項の同意があったものとみなす。 

2 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第一項の規

定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第
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五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

3 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者に

提供しようとする別表第二法人等は、第五十条施行日前においても、個人情報保護委員会

規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、本人に通知

するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合において、当該通

知及び届出は、第五十条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみなす。 

4 第五十条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、又

は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第五

十条施行日前に、別表第二法人等により本人に通知されているときは、当該通知は、第五

十条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。 

5 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同

意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規

定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであ

るときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

6 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、別表第二法人等が第五十条

施行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定により本人の同意

を得る場合について適用する。 

7 第五十条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条

施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適

用する。 

8 第五十条施行日前に別表第二法人等に対しされた本人の個人関連情報の取扱いに関す

る同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第一項

第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相当するもので

あるときは、第五十条施行日において同号の同意があったものとみなす。 

9 第五十条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五十

条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、別表第二法人等が第五十条施行日以

後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適用する。 

10 第五十条施行日前に第五十条改正後個人情報保護法第二条第十一項に規定する行政機

関等(第五十条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十条改正後個人

情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる独立行政法人労

働者健康安全機構を除く。以下この条において「行政機関等」という。)に対しされた本
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人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十条改正後個人

情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される利用目的以外の目的のために保有

個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の同意に相当するものであるときは、

第五十条施行日において第五十条改正後個人情報保護法第六十九条第二項第一号の同意

があったものとみなす。 

11 第五十条施行日前に行政機関等に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意が

ある場合において、その同意が第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定に

よる保有個人情報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものである

ときは、第五十条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

12 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、行政機関等が第五十条施

行日以後に第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を

得る場合について適用する。 

13 第五十条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、行政機関等が第五十条施

行日以後に保有個人情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合について適

用する。 

14 第五十条施行日において現に第五十条改正後個人情報保護法第二条第八項に規定する

行政機関が保有している第五十条改正後個人情報保護法第六十条第二項に規定する個人

情報ファイルについての第五十条改正後個人情報保護法第七十四条第一項の規定の適用

については、同項中「保有しようとする」とあるのは「保有している」と、「あらかじめ」

とあるのは「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和三年法

律第三十七号)第五十条の規定の施行後遅滞なく」とする。 

(第五十一条の規定の施行に伴う準備行為) 

第八条 国は、第五十一条の規定による改正後の個人情報の保護に関する法律(以下この条、

次条及び附則第十条第一項において「第五十一条改正後個人情報保護法」という。)の規

定による地方公共団体の機関及び地方独立行政法人の保有する個人情報の適正な取扱い

を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法によ

り地方公共団体の機関及び地方独立行政法人における第五十一条改正後個人情報保護法

の施行のために必要な準備行為の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、

当該準備行為について技術的な助言又は勧告をするものとする。 

2 第五十一条改正後個人情報保護法第百六十七条第一項の規定による届出は、第五十一条

の規定の施行の日(次条において「第五十一条施行日」という。)前においても行うことが
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できる。 

(第五十一条の規定の施行に伴う経過措置) 

第九条 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等(第五十一条改正後個人情報保護法

第五十八条第一項第二号に掲げる者又は同条第二項の規定により第五十一条改正後個人

情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者、同条第五項に規定する仮名加

工情報取扱事業者若しくは同条第七項に規定する個人関連情報取扱事業者とみなされる

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者をいう。以下この条

において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第十七条第一項の規定により特定される利

用目的以外の目的で個人情報を取り扱うことを認める旨の同意に相当するものであると

きは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報保護法第十八条第一項又は第

二項の同意があったものとみなす。 

2 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱い

に関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十七

条第一項の規定による個人データの第三者への提供を認める旨の同意に相当するもので

あるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

3 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第二項の規定により個人データを第三者

に提供しようとする特定地方独立行政法人等は、第五十一条施行日前においても、個人情

報保護委員会規則で定めるところにより、同項各号に掲げる事項に相当する事項について、

本人に通知するとともに、個人情報保護委員会に届け出ることができる。この場合におい

て、当該通知及び届出は、第五十一条施行日以後は、同項の規定による通知及び届出とみ

なす。 

4 第五十一条改正後個人情報保護法第二十七条第五項第三号の規定により本人に通知し、

又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない事項に相当する事項について、第

五十一条施行日前に、特定地方独立行政法人等により本人に通知されているときは、当該

通知は、第五十一条施行日以後は、同号の規定による通知とみなす。 

5 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人情報の取扱い

に関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第二十八

条第一項の規定による個人データの外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当

するものであるときは、第五十一条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

6 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第二項の規定は、特定地方独立行政法人等
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が第五十一条施行日以後に第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第一項の規定に

より本人の同意を得る場合について適用する。 

7 第五十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等

が第五十一条施行日以後に個人データを同項に規定する外国にある第三者に提供した場

合について適用する。 

8 第五十一条施行日前に特定地方独立行政法人等に対しされた本人の個人関連情報の取

扱いに関する同意がある場合において、その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第三

十一条第一項第一号の規定による個人関連情報の第三者への提供を認める旨の同意に相

当するものであるときは、第五十一条施行日において同号の同意があったものとみなす。 

9 第五十一条改正後個人情報保護法第三十一条第二項において読み替えて準用する第五

十一条改正後個人情報保護法第二十八条第三項の規定は、特定地方独立行政法人等が第五

十一条施行日以後に個人関連情報を同項に規定する外国にある第三者に提供した場合に

ついて適用する。 

10 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第

四号に掲げる者(第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項の規定により第五十

一条改正後個人情報保護法第十六条第二項に規定する個人情報取扱事業者とみなされる

第五十一条改正後個人情報保護法第五十八条第二項第一号に掲げる者を除く。以下この条

において同じ。)に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第六十一条第一項の規定により特定される

利用目的以外の目的のために保有個人情報を自ら利用し、又は提供することを認める旨の

同意に相当するものであるときは、第五十一条施行日において第五十一条改正後個人情報

保護法第六十九条第二項第一号の同意があったものとみなす。 

11 第五十一条施行日前に第五十一条改正後個人情報保護法第二条第十一項第二号又は第

四号に掲げる者に対しされた本人の個人情報の取扱いに関する同意がある場合において、

その同意が第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定による保有個人情

報の外国にある第三者への提供を認める旨の同意に相当するものであるときは、第五十一

条施行日において同項の同意があったものとみなす。 

12 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第二項の規定は、第五十一条改正後個人

情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に第五

十一条改正後個人情報保護法第七十一条第一項の規定により本人の同意を得る場合につ

いて適用する。 
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13 第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項の規定は、第五十一条改正後個人

情報保護法第二条第十一項第二号又は第四号に掲げる者が第五十一条施行日以後に保有

個人情報を第五十一条改正後個人情報保護法第七十一条第三項に規定する外国にある第

三者に提供した場合について適用する。 

(第五十一条と条例との関係) 

第十条 地方公共団体の条例の規定で、第五十一条改正後個人情報保護法で規制する行為を

処罰する旨を定めているものの当該行為に係る部分については、第五十一条の規定の施行

と同時に、その効力を失うものとする。 

2 前項の規定により条例の規定がその効力を失う場合において、当該地方公共団体が条例

で別段の定めをしないときは、その失効前にした違反行為の処罰については、その失効後

も、なお従前の例による。 

(罰則に関する経過措置) 

第七十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条に

おいて同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることと

される場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従

前の例による。 

(政令への委任) 

第七十二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に

関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 

(検討) 

第七十三条 政府は、行政機関等に係る申請、届出、処分の通知その他の手続において、個

人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを利用して当該個人を識別できるようにす

るため、個人の氏名を平仮名又は片仮名で表記したものを戸籍の記載事項とすることを含

め、この法律の公布後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その

結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 

附 則 (令和四年五月二五日法律第四八号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 

一 第三条の規定並びに附則第六十条中商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第

五十二条第二項の改正規定及び附則第百二十五条の規定 公布の日 
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(政令への委任) 

第百二十五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政

令で定める。 

附 則 (令和四年五月二七日法律第五四号) 抄 

(施行期日) 

第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日

から施行する。 

(令和四年政令第二一七号で令和四年六月一七日から施行) 

―――――――――― 

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和四

法律六八)抄 

(経過措置の政令への委任) 

第五百九条 この編に定めるもののほか、刑法等一部改正法等の施行に伴い必要な経過措置

は、政令で定める。 

附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄 

(施行期日) 

1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、

当該各号に定める日から施行する。 

一 第五百九条の規定 公布の日 

―――――――――― 

別表第一(第二条関係) 

(令三法三七・追加、令四法五四・一部改正) 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法(平成二十一年法律第七十

六号) 

沖縄振興開発金融公庫 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号) 

外国人技能実習機構 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関

する法律(平成二十八年法律第八十九号) 

株式会社国際協力銀行 株式会社国際協力銀行法(平成二十三年法律第三十九号) 

株式会社日本政策金融公庫 株式会社日本政策金融公庫法(平成十九年法律第五十七号) 
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株式会社日本貿易保険 貿易保険法(昭和二十五年法律第六十七号) 

原子力損害賠償・廃炉等支援機

構 

原子力損害賠償・廃炉等支援機構法(平成二十三年法律第九

十四号) 

国立大学法人 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号) 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

日本銀行 日本銀行法(平成九年法律第八十九号) 

日本司法支援センター 総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号) 

日本私立学校振興・共済事業団 日本私立学校振興・共済事業団法(平成九年法律第四十八号)

日本中央競馬会 日本中央競馬会法(昭和二十九年法律第二百五号) 

日本年金機構 日本年金機構法(平成十九年法律第百九号) 

農水産業協同組合貯金保険機構 農水産業協同組合貯金保険法(昭和四十八年法律第五十三

号) 

福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法(平成二十四年法律第二十五号) 

放送大学学園 放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号) 

預金保険機構 預金保険法(昭和四十六年法律第三十四号) 

別表第二(第二条、第五十八条関係) 

(令三法三七・追加・一部改正、令四法五四・一部改正) 

名称 根拠法 

沖縄科学技術大学院大学学園 沖縄科学技術大学院大学学園法 

国立研究開発法人 独立行政法人通則法 

国立大学法人 国立大学法人法 

大学共同利用機関法人 国立大学法人法 

独立行政法人国立病院機構 独立行政法人国立病院機構法(平成十四年法律第百九十一

号) 

独立行政法人地域医療機能推進

機構 

独立行政法人地域医療機能推進機構法(平成十七年法律第

七十一号) 

福島国際研究教育機構 福島復興再生特別措置法 

放送大学学園 放送大学学園法 

 



資料11

 

1/21 

○帯広市個人情報保護条例 

平成７年10月17日 

条例第41号 

改正 平成９年３月27日条例第３号 

平成12年３月１日条例第１号 

平成12年３月27日条例第６号 

平成14年６月26日条例第23号 

平成14年12月13日条例第34号 

平成16年12月14日条例第42号 

平成19年10月１日条例第31号 

平成21年３月６日条例第２号 

平成24年10月１日条例第29号 

平成27年10月１日条例第33号 

平成28年３月28日条例第９号 

平成28年３月28日条例第13号 

令和４年３月24日条例第３号 

目次 

第１章 総則（第１条―第５条） 

第２章 実施機関が保有する個人情報の保護 

第１節 実施機関の義務（第６条―第14条） 

第２節 個人情報の開示（第15条―第29条） 

第３節 個人情報の訂正（第30条―第37条の２） 

第４節 個人情報の利用停止（第38条―第43条） 

第５節 審査請求に関する手続（第44条―第46条） 

第６節 苦情の申出の処理（第47条） 

第７節 適用除外（第48条） 

第３章 事業者が保有する個人情報の保護（第49条・第50条） 

第４章 雑則（第51条―第53条） 

第５章 罰則（第54条―第58条） 

附則 

第１章 総則 
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（目的） 

第１条 この条例は、個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定め、市の機関が

保有する個人情報の開示、訂正及び利用の停止等を請求する権利を明らかにすることによ

り、個人の基本的人権を擁護するとともに、公正で民主的な市政の推進に資することを目

的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 個人情報 個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る

ものをいう。 

(2) 実施機関 市長、公営企業管理者、議会、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員

会、監査委員、農業委員会及び固定資産評価審査委員会をいう。 

(3) 事業者 事業を営む法人その他の団体（国、独立行政法人等（個人情報の保護に関

する法律（平成15年法律第57号）第２条第９項に規定する独立行政法人等をいう。以下

同じ。）、地方公共団体及び地方独立行政法人（地方独立行政法人法（平成15年法律第

118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。）を除く。以下

「法人等」という。）及び事業を営む個人をいう。 

(4) 公文書 帯広市情報公開条例（平成12年条例第１号）第２条第２号に規定する公文

書をいう。 

(5) 特定個人情報 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号。以下「番号法」という。）第２条第８項に規定する特定

個人情報をいう。 

(6) 情報提供等記録 番号法第23条第１項及び第２項の規定により記録された特定個人

情報をいう。 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を

講ずるとともに、市民及び事業者への意識啓発に努めなければならない。 

（事業者の責務） 

第４条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに当たっては、個

人の権利利益を侵害することのないよう必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護に

関する市の施策に協力しなければならない。 
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（市民の責務） 

第５条 市民は、個人情報の保護の重要性を認識し、個人情報の取扱いに関しては相互に基

本的人権を尊重し、他人の権利利益を侵害することのないよう努めなければならない。 

第２章 実施機関が保有する個人情報の保護 

第１節 実施機関の義務 

（個人情報取扱事務登録簿） 

第６条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務（以下「個人情報取扱事務」という。）につ

いて、必要な事項を記載した個人情報取扱事務登録簿（以下「登録簿」という。）を備え

なければならない。 

２ 前項の規定は、実施機関の職員又は職員であった者に係る人事、給与、福利厚生等に関

する事務については、適用しない。 

３ 実施機関は、登録簿を一般の閲覧に供さなければならない。 

（収集の制限） 

第７条 実施機関は、個人情報を収集するときは、あらかじめ個人情報取扱事務の目的を明

確にし、当該個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で収集しなければな

らない。 

２ 実施機関は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段により収集しなければな

らない。 

３ 実施機関は、個人情報を収集するときは、本人から収集しなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 法令又は他の条例（以下「法令等」という。）の規定に基づくとき。 

(2) 本人の同意があるとき。 

(3) 出版、報道等により公にされているとき。 

(4) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められると

き。 

(5) 所在不明であること、精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあるこ

と等の事由により本人から収集することができない場合であって、本人の権利利益を不

当に侵害するおそれがないと認められるとき。 

(6) 前各号に掲げる場合のほか、実施機関が帯広市情報公開条例第22条の規定による帯

広市情報審査会（以下「審査会」という。）の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の

目的を達成するために、必要があると認めたとき。 
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４ 実施機関は、本人から個人情報を収集するときは、あらかじめ、本人に対し、その利用

目的を明示しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限

りでない。 

(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。 

(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがあるとき。 

(3) 利用目的を本人に明示することにより、市、国等（国、独立行政法人等、他の地方

公共団体又は地方独立行政法人をいう。以下同じ。）が行う事務又は事業の適正な遂行

に支障を及ぼすおそれがあるとき。 

(4) 収集の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 

５ 実施機関は、思想、信条及び信教に関する個人情報並びに社会的差別の原因となるおそ

れのある個人情報については、収集してはならない。ただし、法令等に定めがあるとき及

び実施機関が審査会の意見を聴いた上で、個人情報取扱事務の目的を達成するために収集

する必要があると認めたときは、この限りでない。 

（利用及び提供の制限） 

第８条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に個人情報（特定個人情報を除く。以下

この条において同じ。）を当該実施機関内において利用し、又は当該実施機関以外のもの

へ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

(1) 法令等の規定に基づくとき。 

(2) 本人の同意があるとき。 

(3) 個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認められると

き。 

(4) 前３号に掲げる場合のほか、実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要

その他相当の理由があると認めたとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により個人情報を当該実施機関内において利用し、又

は当該実施機関以外のものへ提供するときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害す

ることのないようにしなければならない。 

（特定個人情報の利用の制限） 

第８条の２ 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に特定個人情報（情報提供等記録を

除く。以下この条において同じ。）を当該実施機関内において利用してはならない。ただ

し、人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意があり、
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又は本人の同意を得ることが困難である場合は、この限りでない。 

２ 実施機関は、前項ただし書の規定により特定個人情報を当該実施機関内において利用す

るときは、本人及び第三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければなら

ない。 

（情報提供等記録の利用の制限） 

第８条の３ 実施機関は、個人情報取扱事務の目的以外に情報提供等記録を当該実施機関内

において利用してはならない。 

（特定個人情報の提供の制限） 

第８条の４ 実施機関は、番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き、特定個人情

報を提供してはならない。 

（提供先に対する措置要求） 

第９条 実施機関は、当該実施機関以外のものに対して個人情報（特定個人情報を除く。以

下この条において同じ。）を提供する場合において、必要があると認めたときは、提供を

受けるものに対し、提供に係る個人情報の利用目的若しくは利用方法の制限その他必要な

制限を付し、又はその適切な取扱いについて必要な措置を講ずることを求めなければなら

ない。 

（結合の制限） 

第10条 実施機関は、通信回線による電子計算組織を結合する方法により、個人情報を実施

機関以外のものへ提供してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、

この限りでない。 

(1) 法令等の規定に基づくとき。 

(2) 公益上の必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと実施機関が

認めたとき。 

２ 実施機関は、前項ただし書（同項第１号を除く。）の規定により新たに個人情報を実施

機関以外のものへ提供するときは、あらかじめ審査会の意見を聴かなければならない。そ

の内容を変更しようとするときも、同様とする。 

３ 実施機関は、第１項ただし書の規定により電子計算組織を結合するときは、本人及び第

三者の権利利益を不当に侵害することのないようにしなければならない。 

（適正管理） 

第11条 実施機関は、個人情報取扱事務の目的を達成するために必要な範囲内で、個人情報

を正確かつ最新なものに保つよう努めなければならない。 
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２ 実施機関は、個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理の

ために必要な措置を講じなければならない。 

３ 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報については、確実かつ速やかに廃棄し、

又は消去しなければならない。 

（職員の義務） 

第12条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報をみだりに他人に

知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

（委託等に伴う措置） 

第13条 実施機関は、個人情報取扱事務を委託するとき、又は公の施設（地方自治法（昭和

22年法律第67号）第244条第１項に規定する公の施設をいう。以下同じ。）の管理を指定

管理者（同法第244条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせる

ときは、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。 

（委託を受けた者等の義務） 

第14条 実施機関から個人情報取扱事務の委託を受けたもの又は公の施設の管理を行う指

定管理者は、当該委託又は管理の事務を行うに当たって取り扱う個人情報の保護に関し必

要な措置を講じなければならない。 

２ 前項の委託又は管理の事務に従事している者又は従事していた者は、当該事務に関して

知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 

第２節 個人情報の開示 

（自己に関する個人情報の開示の請求） 

第15条 何人も、実施機関に対し、実施機関が保有する公文書に記録されている自己に関す

る個人情報の開示の請求（以下「開示請求」という。）をすることができる。 

２ 未成年者又は成年被後見人の法定代理人（特定個人情報にあっては、未成年者若しくは

成年被後見人の法定代理人又は本人の委任による代理人）は、本人に代わって前項の開示

請求をすることができる。 

（開示請求の手続） 

第16条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した開示請求書

を提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任

による代理人）が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は

本店の所在地並びにその代表者の氏名） 
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(2) 開示請求に係る個人情報を特定するために必要な事項 

(3) 前２号に定めるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 開示請求をしようとする者は、実施機関に対して、自己が当該開示請求に係る個人情報

の本人又はその法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任による

代理人）であることを証明するため、規則で定める書類を提出し、又は提示しなければな

らない。 

３ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以

下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供す

るよう努めなければならない。 

（個人情報の開示義務） 

第17条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る個人情報に次の各号に掲げ

る情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求

者に対し、当該個人情報を開示しなければならない。 

(1) 開示請求者（第15条第２項の規定により未成年者又は成年被後見人の法定代理人（特

定個人情報にあっては、未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は本人の委任に

よる代理人）が本人に代わって開示請求をする場合にあっては、当該個人情報の本人を

いう。次号及び第３号、次条第２項並びに第25条第１項において同じ。）の生命、健康、

生活又は財産を害するおそれがある情報 

(2) 開示請求者以外の個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除

く。）であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者

以外の特定の個人を識別することができるもの（他の情報と照合することにより、開示

請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。）又は開示請

求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請

求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが

予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定
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する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等の役員及び職員、地方

公務員法（昭和25年法律第261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政

法人の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に係

る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行の

内容に係る部分 

(3) 法人等に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報

であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、

開示することが必要であると認められる情報を除く。 

ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

(4) 開示することにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

(5) 市及び国等の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、

開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれる

おそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若

しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(6) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に

掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著し

い支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者とし

ての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法
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人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

（部分開示） 

第18条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合において、

非開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、

当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。 

２ 開示請求に係る個人情報に前条第２号の情報（開示請求者以外の特定の個人を識別する

ことができるものに限る。）が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年

月日その他の開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等の

部分を除くことにより、開示しても、開示請求者以外の個人の権利利益が害されるおそれ

がないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみ

なして、前項の規定を適用する。 

（裁量的開示） 

第19条 実施機関は、開示請求に係る個人情報に非開示情報が含まれている場合であっても、

個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該

個人情報を開示することができる。 

（個人情報の存否に関する情報） 

第20条 開示請求に対し、当該開示請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけ

で、非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該個人情報の存否を明らか

にしないで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第21条 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部又は一部を開示するときは、その旨の

決定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面

により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る個人情報の全部を開示しないとき（前条の規定に基づき開

示請求を拒否するとき及び開示請求に係る個人情報を保有していないときを含む。）は、

開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければなら

ない。 

（開示決定等の期限） 

第22条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から起算

して15日以内にしなければならない。ただし、第16条第３項の規定に基づき補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 
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２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実

施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知

しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第23条 開示請求に係る個人情報が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算し

て30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障

が生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る

個人情報のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの個人情報につい

ては相当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第

１項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなけれ

ばならない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの個人情報について開示決定等をする期限 

（事案の移送） 

第24条 実施機関は、開示請求に係る個人情報（情報提供等記録を除く。）が他の実施機関

により作成されたものであるときその他他の実施機関において開示決定等をすることに

つき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、

事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者

に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開

示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施

機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第21条第１項の決定（以下「開示決定」

という。）をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合

において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第25条 開示請求に係る個人情報に市及び国等並びに開示請求者以外の者（以下この条、第

45条及び第46条において「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、実

施機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る

個人情報の内容その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与える
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ことができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に

対し、開示請求に係る当該第三者に関する個人情報の内容その他実施機関が定める事項を

書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三

者の所在が判明しない場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を開示しようとする場合であって、

当該第三者に関する情報が第17条第２号イ又は同条第３号ただし書に規定する情報に

該当すると認められるとき。 

(2) 第三者に関する情報が記録されている個人情報を第19条の規定に基づき開示しよう

とするとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三

者に関する個人情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示

決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かな

ければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書（第44

条第１項及び第45条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決

定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第26条 個人情報の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記

録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。以下同じ。）についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実

施機関が定める方法により行う。ただし、閲覧の方法による個人情報の開示にあっては、

実施機関は、当該個人情報が記録されている公文書の保存に支障を生ずるおそれがあると

認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。 

２ 個人情報の開示は、実施機関があらかじめ指定する日時及び場所において行うものとす

る。 

３ 第16条第２項の規定は、個人情報の開示を受ける者について準用する。 

（口頭による開示請求） 

第27条 実施機関があらかじめ定めた個人情報については、第16条第１項の規定にかかわら

ず、開示請求は、口頭により行うことができる。 

２ 実施機関は、前項の規定により口頭による開示請求があったときは、第22条第１項の規

定にかかわらず、直ちに当該個人情報の開示をするものとする。この場合において、個人



資料11

 

12/21 

情報の開示は、前条第１項の規定にかかわらず、実施機関が別に定める方法により行うも

のとする。 

（他の法令等による開示の実施との調整） 

第28条 実施機関は、法令等（帯広市情報公開条例を除く。）の規定により、開示請求者に

対し開示請求に係る個人情報（特定個人情報を除く。以下この項において同じ。）が第26

条第１項本文に規定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間

が定められている場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同項本文の規定にかかわ

らず、当該個人情報については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法

令等の規定に一定の場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を第26条第１項本文の

閲覧とみなして前項の規定を適用する。 

（費用の負担） 

第29条 文書又は図画の写しの交付その他規則で定める開示の方法により開示を受ける者

は、規則で定めるところにより、当該開示に要する費用を負担しなければならない。 

第３節 個人情報の訂正 

（自己に関する個人情報の訂正の請求） 

第30条 何人も、第26条第１項又は第28条第１項の法令等の規定により開示を受けた自己に

関する個人情報に係る事実に誤りがあると認めたときは、実施機関に対し、その訂正（追

加及び削除を含む。以下同じ。）を請求（以下「訂正請求」という。）することができる。

ただし、当該個人情報の訂正に関して法令等により特別の手続が定められているときは、

この限りでない。 

２ 第15条第２項の規定は、前項の訂正請求について準用する。 

３ 訂正請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 

（訂正請求の手続） 

第31条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、次の事項を記載した訂正請求書

を提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任

による代理人）が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は

本店の所在地並びにその代表者の氏名） 

(2) 訂正請求に係る個人情報の開示を受けた日 

(3) 訂正を求める箇所 
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(4) 訂正を求める内容 

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項 

２ 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対して、当該訂正を求める内容が事実に合致

することを証明する書類等を提出し、又は提示しなければならない。 

３ 第16条第２項の規定は、訂正請求について準用する。 

４ 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者（以

下「訂正請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。 

（個人情報の訂正義務） 

第32条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認める

ときは、当該訂正請求に係る個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該個人情報

の訂正をしなければならない。 

（訂正請求に対する措置） 

第33条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂

正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、訂正請求に係る個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正

請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（訂正決定等の期限） 

第34条 前条各項の決定（以下「訂正決定等」という。）は、訂正請求があった日から起算

して15日以内にしなければならない。ただし、第31条第４項の規定により補正を求めた場

合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実

施機関は、訂正請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知

しなければならない。 

（訂正決定等の期限の特例） 

第35条 実施機関は、訂正決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定にかか

わらず、相当の期間内に訂正決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同

条第１項に規定する期間内に、訂正請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しな

ければならない。 

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由 
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(2) 訂正決定等をする期限 

（事案の移送） 

第36条 実施機関は、訂正請求に係る個人情報（情報提供等記録を除く。）が第24条第３項

の規定に基づく開示に係るものであるとき、その他他の実施機関の名において訂正決定等

をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施

機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、

訂正請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。 

２ 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該訂正

請求についての訂正決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機

関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第33条第１項の決定（以下「訂正決定」

という。）をしたときは、移送をした実施機関は、当該訂正決定に基づき訂正の実施をし

なければならない。 

（個人情報の提供先への通知） 

第37条 実施機関は、訂正決定に基づく個人情報（情報提供等記録を除く。）の訂正の実施

をした場合において、必要があると認めるときは、当該個人情報の提供先に対し、遅滞な

く、その旨を書面により通知するものとする。 

（情報提供等記録の提供先への通知） 

第37条の２ 実施機関は、訂正決定に基づく情報提供等記録の訂正の実施をした場合におい

て、必要があると認めるときは、内閣総理大臣及び番号法第19条第８号に規定する情報照

会者又は情報提供者（当該訂正に係る番号法第23条第１項及び第２項に規定する記録に記

録された者であって、当該実施機関以外のものに限る。）に対し、遅滞なく、その旨を書

面により通知するものとする。 

第４節 個人情報の利用停止 

（利用停止請求権） 

第38条 何人も、第26条第１項又は第28条第１項の法令等の規定により開示を受けた自己に

関する個人情報（特定個人情報を除く。以下この項において同じ。）が次の各号のいずれ

かに該当すると思料するときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求すること

ができる。ただし、当該個人情報の利用の停止、廃棄若しくは消去又は提供の停止（以下

「利用停止」という。）に関して法令等により特別の手続が定められているときは、この

限りでない。 
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(1) 第７条の規定に違反して収集されたとき、第８条の規定に違反して利用されている

とき、又は第11条第３項の規定に違反して保有しているとき 当該個人情報の利用の停

止又は廃棄若しくは消去 

(2) 第８条又は第10条の規定に違反して提供されているとき 当該個人情報の提供の停

止 

２ 何人も、第26条第１項又は第28条第１項の法令等の規定により開示を受けた自己に関す

る特定個人情報（情報提供等記録を除く。以下この項において同じ。）が次の各号のいず

れかに該当すると思料するときは、実施機関に対し、当該各号に定める措置を請求するこ

とができる。ただし、当該特定個人情報の利用停止に関して法令等により特別の手続が定

められているときは、この限りでない。 

(1) 第７条の規定に違反して収集されたとき、第８条の２の規定に違反して利用されて

いるとき、第11条第３項の規定に違反して保有しているとき、番号法第20条の規定に違

反して収集され、若しくは保管されているとき、又は番号法第29条の規定に違反して作

成された特定個人情報ファイル（番号法第２条第９項に規定する特定個人情報ファイル

をいう。）に記録されているとき 当該特定個人情報の利用の停止又は廃棄若しくは消

去 

(2) 番号法第19条の規定に違反して提供されているとき 当該特定個人情報の提供の停

止 

３ 第15条第２項の規定は、利用停止の請求（以下「利用停止請求」という。）について準

用する。 

４ 利用停止請求は、個人情報の開示を受けた日から90日以内にしなければならない。 

（利用停止請求の手続） 

第39条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した

利用停止請求書を提出しなければならない。 

(1) 氏名及び住所（法定代理人（特定個人情報にあっては、法定代理人又は本人の委任

による代理人）が法人である場合にあっては、その商号又は名称及び主たる事務所又は

本店の所在地並びにその代表者の氏名） 

(2) 利用停止請求に係る個人情報の開示を受けた日 

(3) 利用停止を求める箇所 

(4) 利用停止を求める内容及び理由 

(5) 前各号に定めるもののほか、実施機関が定める事項 
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２ 第16条第２項の規定は、利用停止請求について準用する。 

３ 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をし

た者（以下「利用停止請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求め

ることができる。 

（個人情報の利用停止義務） 

第40条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由がある

と認めるときは、実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度

で、当該利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該個

人情報の利用停止をすることにより、当該個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該

事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでな

い。 

（利用停止請求に対する措置） 

第41条 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定

をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 実施機関は、利用停止請求に係る個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定を

し、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限） 

第42条 前条各項の決定（以下「利用停止決定等」という。）は、利用停止請求があった日

から起算して15日以内にしなければならない。ただし、第39条第３項の規定により補正を

求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実

施機関は、利用停止請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により

通知しなければならない。 

（利用停止決定等の期限の特例） 

第43条 実施機関は、利用停止決定等に特に長期間を要すると認めるときは、前条の規定に

かかわらず、相当の期間内に利用停止決定等をすれば足りる。この場合において、実施機

関は、同条第１項に規定する期間内に、利用停止請求者に対し、次に掲げる事項を書面に

より通知しなければならない。 

(1) 本条の規定を適用する旨及びその理由 

(2) 利用停止決定等をする期限 
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第５節 審査請求に関する手続 

（審査会への諮問） 

第44条 開示決定等、訂正決定等若しくは利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは

利用停止請求（以下「開示請求等」という。）に係る不作為について行政不服審査法（平

成26年法律第68号）による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき

実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに審査会に諮問し、その

答申を尊重して当該裁決をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の全部を開示する

こととするとき。ただし、当該個人情報の開示について反対意見書が提出されていると

きを除く。 

(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の訂正をすること

とするとき。 

(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る個人情報の利用停止をする

こととするとき。 

２ 実施機関は、前項の審査請求があったときは、その翌日から起算して３月以内に当該審

査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第45条 前条の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通

知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以

下同じ。） 

(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者（これらの者が審査請求人又は参加人

である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第

三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第46条 第25条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準

用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る個人情報の全部を開示する旨の決定を
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除く。）を変更し、当該審査請求に係る個人情報を開示する旨の裁決（第三者である参

加人が当該個人情報の開示に反対の意思を示している場合に限る。） 

第６節 苦情の申出の処理 

（苦情の申出の処理） 

第47条 実施機関は、その保有する個人情報の取扱いに関して苦情の申出があったときは、

迅速かつ適切に処理するよう努めなければならない。 

第７節 適用除外 

（適用除外） 

第48条 この条例の規定は、次に掲げる個人情報については適用しない。 

(1) 統計法（平成19年法律第53号）第52条各号に掲げる個人情報 

(2) 統計法第24条第１項の規定により総務大臣に届け出られた統計調査に係る調査票情

報に含まれる個人情報 

２ この条例は、帯広市図書館その他これに類する市の施設において、一般の利用に供する

ことを目的として保有している個人情報については、適用しない。 

第３章 事業者が保有する個人情報の保護 

（事業者に対する指導助言） 

第49条 市長は、事業者に対し個人情報の保護のために適切な措置を講ずるよう、指導助言

を行うことができる。 

（出資法人の責務） 

第50条 市が出資する法人のうち規則で定めるものは、この条例の規定に基づく実施機関が

保有する個人情報の保護に関する施策に留意しつつ、個人情報の保護のために必要な措置

を講ずるよう努めなければならない。 

第４章 雑則 

（国等への協力の要請） 

第51条 市長は、個人情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めたときは、国等

に対し協力を要請することができる。 

（制度の運用状況の公表） 

第52条 市長は、毎年各実施機関におけるこの条例の運用の状況を取りまとめ、公表するも

のとする。 

（委任） 

第53条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。 
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第５章 罰則 

第54条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第14条第１項の委託若しくは管理の

事務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に

属する事項が記録された公文書であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人

情報を電子計算機を用いて検索できるように体系的に構成したもの（その全部又は一部を

複製し、又は加工したものを含む。）を提供したときは、２年以下の懲役又は100万円以

下の罰金に処する。 

第55条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た公文書に記録されている個人情報

を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、１年以下

の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第56条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で

個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、１年

以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。 

第57条 第14条第１項の委託又は管理の事務を受けた法人（法人でない団体で代表者又は管

理人の定めのある者を含む。以下この項において同じ。）の代表者若しくは管理人又は法

人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の事務に関して、第54

条及び第55条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても

各本条の罰金刑を科する。 

２ 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がそ

の訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の

刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。 

第58条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく個人情報の開示を受けた者は、５

万円以下の過料に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例の施行期日は、規則で定める。 

（平成８年規則第５号で、平成８年４月１日から施行） 

（経過措置） 

２ この条例の施行の際現に行われている通信回線により電子計算組織を結合する方法に

よる個人情報の提供については、第10条第２項中「により新たに個人情報を実施機関以外

のものへ提供するときは、あらかじめ」とあるのは「による個人情報の実施機関以外のも
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のへの提供については、この条例の施行の日以後、遅滞なく」と読み替えて同項の規定を

適用する。 

（帯広市公文書公開条例の一部改正） 

３ 帯広市公文書公開条例の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成９年３月27日条例第３号） 

この条例は、帯広市行政手続条例（平成９年条例第２号）の施行の日から施行する。 

附 則（平成12年３月１日条例第１号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成12年規則第６号で、平成12年４月１日から施行） 

附 則（平成12年３月27日条例第６号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成12年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ 民法の一部を改正する法律（平成11年法律第149号）附則第３条第３項の規定により従

前の例によることとされる準禁治産者の保佐人に関するこの条例による改正規定の適用

については、なお従前の例による。 

附 則（平成14年６月26日条例第23号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成14年12月13日条例第34号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（帯広市情報公開条例等の一部改正に伴う経過措置） 

18 この条例の施行の際現に附則第４項、第11項、第12項及び第15項から前項までの規定に

よる改正前のそれぞれの条例の規定に基づいてなされている行為については、附則第４項、

第11項、第12項及び第15項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に基づいて

なされた行為とみなす。 

附 則（平成16年12月14日条例第42号） 

（施行期日） 

１ この条例は、平成17年４月１日から施行する。 
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（経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前に改正前の帯広市個人情報保護条例

（以下「旧条例」という。）の規定によりされた請求、処分、手続その他の行為（是正の

申出及び是正の再申出に係る行為を除く。）は、改正後の帯広市個人情報保護条例の相当

規定に基づいてされた請求、処分、手続その他の行為とみなす。 

３ 施行日前に旧条例第28条又は第31条の規定によりされた是正の申出又は是正の再申出

であって、施行日において処理が終わっていないものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成19年10月１日条例第31号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成21年３月６日条例第２号） 

この条例は、平成21年４月１日から施行する。 

附 則（平成24年10月１日条例第29号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成27年10月１日条例第33号） 

この条例は、平成27年10月５日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各

号に定める日から施行する。 

(1) 第２条の規定 平成28年１月１日 

(2) 第３条の規定 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律（平成25年法律第27号）附則第１条第５号に掲げる規定の施行の日 

附 則（平成28年３月28日条例第９号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日条例第13号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（令和４年３月24日条例第３号） 

この条例は、令和４年４月１日から施行する。 
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○帯広市情報公開条例 

平成12年３月１日 

条例第１号 

改正 平成14年12月13日条例第34号 

平成16年３月24日条例第13号 

平成16年12月14日条例第43号 

平成19年10月１日条例第31号 

平成20年３月７日条例第１号 

平成28年３月28日条例第９号 

平成28年３月28日条例第13号 

目次 

第１章 総則（第１条―第４条） 

第２章 公文書の開示（第５条―第18条） 

第３章 審査請求等 

第１節 諮問等（第19条―第21条） 

第２節 帯広市情報審査会（第22条―第32条） 

第４章 情報提供の総合的推進（第33条―第36条） 

第５章 補則（第37条―第41条） 

第６章 罰則（第42条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、地方自治の本旨にのっとり、市民の知る権利を尊重し、公文書の開示

を請求する権利を明らかにするとともに、情報公開の推進に関し必要な事項を定めること

により、市の保有する情報の一層の公開を図り、市の諸活動を市民に説明する責務が全う

されるようにするとともに、市民の市政に対する理解と信頼を深め、もって公正で開かれ

た市政の発展に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めると

ころによる。 

(1) 実施機関 市長、教育委員会、選挙管理委員会、公平委員会、監査委員、農業委員
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会、固定資産評価審査委員会、公営企業管理者及び議会をいう。 

(2) 公文書 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録

（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作

られた記録をいう。以下同じ。）であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるもの

として、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、次に掲げるものを除く。 

ア 官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的

として発行されるもの 

イ 図書館その他の機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料

として特別の管理がされているもの 

（実施機関の責務） 

第３条 実施機関は、この条例の解釈及び運用に当たっては、この条例の目的にのっとり、

公文書の開示を請求する権利を十分尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公に

されることのないよう、最大限の配慮をしなければならない。 

２ 実施機関は、公文書の開示その他の事務を迅速に処理する等この条例に定める情報公開

制度の利用者の利便に配慮しなければならない。 

３ 実施機関は、この条例に定める情報公開制度が適正かつ有効に利用されるよう、条例の

目的等について、広く周知を図るよう努めなければならない。 

（利用者の責務） 

第４条 この条例の定めるところにより、公文書の開示又は情報の提供を受けた者は、これ

によって得た情報をこの条例の目的に即して適正に使用しなければならない。 

第２章 公文書の開示 

（開示請求権） 

第５条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対し、当該実施機関の保有す

る公文書の開示を請求することができる。 

（開示請求の手続） 

第６条 前条の規定による公文書の開示の請求（以下「開示請求」という。）は、次に掲げ

る事項を記載した書面（以下「開示請求書」という。）を実施機関に提出して行わなけれ

ばならない。 

(1) 開示請求をする者の氏名及び住所（法人その他の団体にあっては、その名称、事務

所又は事業所の所在地及び代表者の氏名） 

(2) 公文書の名称その他の開示請求に係る公文書を特定するために必要な事項 
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(3) その他実施機関が定める事項 

２ 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者（以

下「開示請求者」という。）に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができ

る。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供す

るよう努めなければならない。 

（公文書の開示義務） 

第７条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る公文書に次の各号に掲げる

情報（以下「非開示情報」という。）のいずれかが記録されている場合を除き、開示請求

者に対し、当該公文書を開示しなければならない。 

(1) 個人に関する情報（事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。）であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することが

できるもの（他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができること

となるものを含む。）又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることによ

り、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。 

ア 法令若しくは他の条例等（以下「法令等」という。）の規定により又は慣行として

公にされ、又は公にすることが予定されている情報 

イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認め

られる情報 

ウ 当該個人が公務員等（国家公務員法（昭和22年法律第120号）第２条第１項に規定

する国家公務員（独立行政法人通則法（平成11年法律第103号）第２条第４項に規定

する行政執行法人の役員及び職員を除く。）、独立行政法人等（独立行政法人等の保

有する情報の公開に関する法律（平成13年法律第140号）第２条第１項に規定する独

立行政法人等をいう。以下同じ。）の役員及び職員、地方公務員法（昭和25年法律第

261号）第２条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人（地方独立行政法人法

（平成15年法律第118号）第２条第１項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同

じ。）の役員及び職員をいう。）である場合において、当該情報がその職務の遂行に

係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職、氏名及び当該職務遂行

の内容に係る部分 

(2) 法人その他の団体（国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除

く。以下「法人等」という。）に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情

報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、
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公にすることが必要であると認められる情報を除く。 

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な

利益を害するおそれがあるもの 

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、

法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該

条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認めら

れるもの 

(3) 公にすることにより、犯罪の予防又は捜査、人の生命、身体又は財産の保護その他

の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報 

(4) 市及び国等（国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人をいう。

以下同じ。）の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公

にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるお

それ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若し

くは不利益を及ぼすおそれがあるもの 

(5) 市又は国等が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に

掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著し

い支障を及ぼすおそれがあるもの 

ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な

事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはそ

の発見を困難にするおそれ 

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、市又は国等の財産上の利益又は当事者とし

ての地位を不当に害するおそれ 

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ 

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ 

オ 市若しくは他の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法

人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ 

(6) 法令等の規定により明らかに開示することができないとされている情報 

（部分開示） 

第８条 実施機関は、開示請求に係る公文書の一部に非開示情報が記録されている場合にお

いて、非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができるときは、開示

請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。ただし、当該部分
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を除いた部分に有意の情報が記録されていないと認められるときは、この限りでない。 

２ 開示請求に係る公文書に前条第１号の情報（特定の個人を識別することができるものに

限る。）が記録されている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の特定

の個人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより、公にしても、

個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、

同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。 

（公益上の理由による裁量的開示） 

第９条 実施機関は、開示請求に係る公文書に非開示情報が記録されている場合であっても、

当該情報を開示することが、公益上特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、

当該公文書を開示することができる。 

（公文書の存否に関する情報） 

第10条 開示請求に対し、当該開示請求に係る公文書が存在しているか否かを答えるだけで、

非開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該公文書の存否を明らかにしな

いで、当該開示請求を拒否することができる。 

（開示請求に対する措置） 

第11条 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部又は一部を開示するときは、その旨の決

定をし、開示請求者に対し、その旨及び開示の実施に関し実施機関が定める事項を書面に

より通知しなければならない。 

２ 実施機関は、開示請求に係る公文書の全部を開示しないとき（前条の規定に基づき開示

請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときを含む。）は、開示

をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

（開示決定等の期限） 

第12条 前条各項の決定（以下「開示決定等」という。）は、開示請求があった日から起算

して15日以内にしなければならない。ただし、第６条第２項の規定に基づき補正を求めた

場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。 

２ 前項の規定にかかわらず、実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるとき

は、同項に規定する期間を15日以内に限り延長することができる。この場合において、実

施機関は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間及び延長の理由を書面により通知

しなければならない。 

（開示決定等の期限の特例） 

第13条 開示請求に係る公文書が著しく大量であるため、開示請求があった日から起算して
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30日以内にそのすべてについて開示決定等をすることにより事務の遂行に著しい支障が

生ずるおそれがある場合には、前条の規定にかかわらず、実施機関は、開示請求に係る公

文書のうちの相当の部分につき当該期間内に開示決定等をし、残りの公文書については相

当の期間内に開示決定等をすれば足りる。この場合において、実施機関は、同条第１項に

規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければなら

ない。 

(1) 本条を適用する旨及びその理由 

(2) 残りの公文書について開示決定等をする期限 

（事案の移送） 

第14条 実施機関は、開示請求に係る公文書が他の実施機関により作成されたものであると

きその他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当

該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。こ

の場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面

により通知しなければならない。 

２ 前項の規定に基づき事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開

示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施

機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。 

３ 前項の場合において、移送を受けた実施機関が第11条第１項の決定（以下「開示決定」

という。）をしたときは、当該実施機関は、開示の実施をしなければならない。この場合

において、移送をした実施機関は、当該開示の実施に必要な協力をしなければならない。 

（第三者に対する意見書提出の機会の付与等） 

第15条 開示請求に係る公文書に市及び国等並びに開示請求者以外の者（以下この条、第20

条及び第21条において「第三者」という。）に関する情報が記録されているときは、実施

機関は、開示決定等をするに当たって、当該情報に係る第三者に対し、開示請求に係る公

文書の表示その他実施機関が定める事項を通知して、意見書を提出する機会を与えること

ができる。 

２ 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に

対し、開示請求に係る公文書の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、

意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない

場合は、この限りでない。 

(1) 第三者に関する情報が記録されている公文書を開示しようとする場合であって、当



資料12

 

7/14 

該情報が第７条第１号イ又は同条第２号ただし書に規定する情報に該当すると認めら

れるとき。 

(2) 第三者に関する情報が記録されている公文書を第９条の規定に基づき開示しようと

するとき。 

３ 実施機関は、前２項の規定に基づき意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該公文

書の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、

開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも２週間を置かなければならない。こ

の場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書（第19条第１項及び第20

条において「反対意見書」という。）を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びそ

の理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。 

（開示の実施） 

第16条 公文書の開示は、文書又は図画については閲覧又は写しの交付により、電磁的記録

についてはその種別、情報化の進展状況等を勘案して実施機関が定める方法により行う。

ただし、閲覧の方法による公文書の開示にあっては、実施機関は、当該公文書の保存に支

障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、

これを行うことができる。 

（他の法令等による開示の実施との調整） 

第17条 実施機関は、法令等の規定により、何人にも開示請求に係る公文書が前条本文に規

定する方法と同一の方法で開示することとされている場合（開示の期間が定められている

場合にあっては、当該期間内に限る。）には、同条本文の規定にかかわらず、当該公文書

については、当該同一の方法による開示を行わない。ただし、当該法令等の規定に一定の

場合には開示しない旨の定めがあるときは、この限りでない。 

２ 法令等の規定に定める開示の方法が縦覧であるときは、当該縦覧を前条本文の閲覧とみ

なして前項の規定を適用する。 

（費用負担） 

第18条 文書又は図画の写しの交付その他規則で定める開示の方法により開示を受ける者

は、規則で定めるところにより、当該開示に要する費用を負担しなければならない。 

第３章 審査請求等 

第１節 諮問等 

（審査会への諮問） 

第19条 開示決定等又は開示請求に係る不作為について行政不服審査法（平成26年法律第68
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号）による審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次

の各号のいずれかに該当する場合を除き、速やかに帯広市情報審査会に諮問し、その答申

を尊重して当該裁決をしなければならない。 

(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。 

(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を開示するこ

ととするとき。ただし、当該公文書の開示について反対意見書が提出されているときを

除く。 

２ 実施機関は、前項の審査請求があったときは、その翌日から起算して３月以内に当該審

査請求に対する裁決を行うよう努めなければならない。 

（諮問をした旨の通知） 

第20条 前条の規定により諮問をした実施機関（以下「諮問実施機関」という。）は、次に

掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。 

(1) 審査請求人及び参加人（行政不服審査法第13条第４項に規定する参加人をいう。以

下同じ。） 

(2) 開示請求者（開示請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者（当該第三

者が審査請求人又は参加人である場合を除く。） 

（第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続） 

第21条 第15条第３項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準

用する。 

(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決 

(2) 審査請求に係る開示決定等（開示請求に係る公文書の全部を開示する旨の決定を除

く。）を変更し、当該審査請求に係る公文書を開示する旨の裁決（第三者である参加人

が当該公文書の開示に反対の意思を示している場合に限る。） 

第２節 帯広市情報審査会 

（設置等） 

第22条 第19条第１項及び帯広市個人情報保護条例（平成７年条例第41号）第44条第１項の

規定による諮問に応じ、審査請求について調査審議するため、帯広市情報審査会（以下「審

査会」という。）を置く。 

２ 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、情報公開制度及び個人情報保護制度に関

する重要事項について、実施機関からの求めに応じて調査審議するほか、実施機関に対し
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意見を具申することができる。 

（組織） 

第23条 審査会は、委員５人以内をもって組織する。 

（委員） 

第24条 委員は、学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。 

２ 委員の任期は、２年とする。ただし、欠員が生じた場合における補欠の委員の任期は、

前任者の残任期間とする。 

３ 委員は、再任されることができる。 

４ 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様

とする。 

５ 委員は、特定の事件について自らが調査審議することにより当該調査審議の公正を妨げ

るべき事情があると思料するときは、会長（会長が当該事情があると認めるときは次条第

３項の委員）の許可を得て、当該調査審議をしないことができる。 

（会長） 

第25条 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。 

３ 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員が、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第26条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。 

２ 審査会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。 

（審査会の調査権限） 

第27条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、審査請求に係る公文

書又は個人情報（個人情報保護条例第２条第１号に規定する個人情報をいう。）が記録さ

れている公文書（以下「対象公文書等」という。）の提示を求めることができる。この場

合においては、何人も、審査会に対し、その提示された対象公文書等の開示を求めること

ができない。 

２ 諮問実施機関は、審査会から前項の規定に基づく求めがあったときは、これを拒んでは

ならない。 
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３ 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、対象公文書等に記録され

ている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審

査会に提出するよう求めることができる。 

４ 第１項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求

人、参加人又は諮問実施機関（以下「審査請求人等」という。）に意見書又は資料の提出

を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることそ

の他必要な調査をすることができる。 

（意見の陳述） 

第28条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意

見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるとき

は、この限りでない。 

２ 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の承認を得て、補佐人と

ともに出頭することができる。 

（意見書等の提出） 

第29条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、

審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提

出しなければならない。 

（提出資料の写しの送付等） 

第30条 審査会は、第27条第３項若しくは第４項又は前条の規定による意見書又は資料の提

出があったときは、当該意見書又は資料の写しを当該意見書又は資料を提出した審査請求

人等以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれが

あると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。 

２ 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧又は写しの

交付を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれ

があると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧又は写しの交付を

拒むことができない。 

３ 審査会は、第１項の規定による送付をし、又は前項の規定による閲覧若しくは写しの交

付をさせようとするときは、当該送付又は閲覧若しくは写しの交付に係る意見書又は資料

を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要が

ないと認めるときは、この限りでない。 

４ 審査会は、第２項の規定による閲覧又は写しの交付について、日時及び場所を指定する
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ことができる。 

（調査審議手続の非公開） 

第30条の２ 第22条第１項に規定する調査審議の手続は、公開しない。ただし、審査会が認

めた場合は、公開することができる。 

（答申書の送付等） 

第31条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人

に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。 

（会長への委任） 

第32条 この章に定めるもののほか、審査会の調査審議の手続に関し必要な事項は、会長が

審査会に諮って定める。 

第４章 情報提供の総合的推進 

（情報提供の総合的推進） 

第33条 実施機関は、その保有する情報の公開の総合的な推進を図るため、実施機関の保有

する情報が適時に、かつ、適切な方法で市民に明らかにされるよう、情報提供の総合的推

進に努めるものとする。 

（情報提供施策の充実） 

第34条 実施機関は、市民が市政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう、広報及び広

聴の活動の充実、刊行物その他の資料の積極的な提供、情報通信技術を活用した多様な媒

体による情報提供の推進等により情報提供施策の充実に努めるものとする。 

（開示請求をしようとする者に対する情報の提供等） 

第35条 実施機関は、開示請求をしようとする者が容易かつ的確に開示請求をすることがで

きるよう、当該実施機関が保有する公文書の特定に資する情報の提供その他開示請求をし

ようとする者の利便を考慮した適切な措置を講ずるものとする。 

（会議の公開） 

第36条 実施機関に置く附属機関及びこれに類するものは、その会議を公開するよう努める

ものとする。ただし、当該会議の審議の内容が許可、認可等の審査、行政不服審査、紛争

処理、試験に関する事務等に係るものであって、会議を公開することが適当でないと認め

られるときは、この限りでない。 

第５章 補則 

（公文書の管理） 

第37条 実施機関は、この条例の適正かつ円滑な運用に資するため、公文書を適正に管理す
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るものとする。 

２ 実施機関は、公文書の管理に関する定めを設けるとともに、これを一般の閲覧に供しな

ければならない。 

３ 前項の定めにおいては、公文書の分類、作成、保存及び廃棄に関する基準その他の公文

書の管理に関し必要な事項について定めるものとする。 

（施行の状況の公表） 

第38条 市長は、実施機関に対し、この条例の施行の状況について報告を求めることができ

る。 

２ 市長は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 

（出資法人等の情報公開） 

第39条 市が出資その他の財政上の援助等を行う法人等のうち実施機関が定めるもの（以下

「出資法人等」という。）は、この条例の趣旨にのっとり、経営状況を説明する文書等そ

の保有する文書の公開に努めるものとする。 

２ 実施機関は、出資法人等の保有する情報の開示及び提供が推進されるよう、必要な措置

を講じなければならない。 

３ 実施機関は、出資法人等が保有する文書であって、実施機関が保有していないものにつ

いて、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、出資法人等に対して当該文書

を実施機関に提出するよう求めるものとする。 

４ 前項の規定により実施機関が出資法人等に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はそ

の写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。 

（指定管理者の情報公開） 

第40条 指定管理者（地方自治法（昭和22年法律第67号）第244条の２第３項に規定する指

定管理者をいう。以下同じ。）は、この条例の趣旨にのっとり、その保有する文書のうち

自己が管理を行う同法第244条第１項に規定する公の施設に関するものの公開に努めるも

のとする。 

２ 実施機関は、前項の公の施設に関する文書の開示及び提供が推進されるよう、必要な措

置を講じなければならない。 

３ 実施機関は、第１項の公の施設に関する文書であって、実施機関が保有していないもの

について、その閲覧又はその写しの交付の申出があったときは、指定管理者に対して当該

文書を実施機関に提出するよう求めるものとする。 

４ 前項の規定により実施機関が指定管理者に提出を求める文書の範囲、文書の閲覧又はそ
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の写しの交付の手続、費用の負担その他必要な事項は、実施機関が定める。 

（実施機関への委任） 

第41条 この条例に定めるもののほか、この条例の実施に関し必要な事項は、実施機関が定

める。 

第６章 罰則 

（罰則） 

第42条 第24条第４項の規定に違反して秘密を漏らした者は、１年以下の懲役又は50万円以

下の罰金に処する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、規則で定める日から施行する。 

（平成12年規則第６号で、平成12年４月１日から施行） 

（帯広市公文書公開条例の廃止） 

２ 帯広市公文書公開条例（昭和61年条例第34号）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この条例の施行の際現に実施機関に対してされているこの条例による廃止前の帯広市

公文書公開条例（以下「旧条例」という。）第６条の規定による公文書の公開の請求は、

この条例第６条の規定による公文書の開示の請求とみなす。 

４ この条例の施行の際現に実施機関に対してされている旧条例第15条に規定する不服申

立ては、この条例第19条第１項に規定する不服申立てとみなす。 

５ この条例の施行の際現に旧条例第16条第１項の帯広市公文書公開・個人情報保護審査会

の委員となっている者は、施行日に、この条例第22条第１項の帯広市情報審査会の委員に

委嘱されたものとみなす。 

（帯広市個人情報保護条例の一部改正） 

６ 帯広市個人情報保護条例（平成７年条例第41号）の一部を次のように改正する。 

（次のよう略） 

附 則（平成14年12月13日条例第34号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、平成15年４月１日から施行する。 

（帯広市情報公開条例等の一部改正に伴う経過措置） 

18 この条例の施行の際現に附則第４項、第11項、第12項及び第15項から前項までの規定に
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よる改正前のそれぞれの条例の規定に基づいてなされている行為については、附則第４項、

第11項、第12項及び第15項から前項までの規定による改正後のそれぞれの条例に基づいて

なされた行為とみなす。 

附 則（平成16年３月24日条例第13号） 

この条例は、平成16年４月１日から施行する。 

附 則（平成16年12月14日条例第43号） 

この条例は、平成17年４月１日から施行する。 

附 則（平成19年10月１日条例第31号）抄 

（施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成20年３月７日条例第１号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日条例第９号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 

附 則（平成28年３月28日条例第13号） 

この条例は、平成28年４月１日から施行する。 
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